
平成 25 年８月 30 日 

金融庁 

平成 24年金融商品取引法等改正（１年以内施行）等に係る 

政令・内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等について 

１．パブリックコメントの結果 

金融庁では、平成 24 年金融商品取引法等改正（１年以内施行）等に係る政令・

内閣府令案につきまして、平成 25 年６月 27 日（木）から平成 25 年７月 29 日（月）

にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 

その結果、８の個人及び団体より延べ 15 件のコメントをいただきました。本件

について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え

方は別紙（PDF：K）を御覧ください。 

以上のほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これ

らにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。 

２．本件の政令・内閣府令の公布 

本件の政令は、本日閣議決定されており、内閣府令と併せて、平成 25 年９月４

日（水）に公布される予定です。 

３．施行日 

金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 86 号）の一部の施行

日は、「公布の日（平成 24 年９月 12 日）から起算して１年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日」とされており、具体的には、平成 25 年９月６日（金）です。

（当該施行日を定める政令は、本日閣議決定されており、平成 25 年９月４日（水）

に公布される予定です。） 

本件の政令・内閣府令についても、平成 25 年９月６日（金）から施行されるこ

ととなります。 

○ 本件で公表する政令 
 概要 具体的な内容 

金融商品取引法施行令等 ［別紙１－１(PDF: K)］ ［別紙１－２(PDF: K)］

○ 本件で公表する内閣府令 
 概要 具体的な内容 

・金融商品取引法第六章の二の規定による 

課徴金に関する内閣府令 

・有価証券の取引等の規制に関する内閣府 

令等 

・金融商品取引業等に関する内閣府令等 

［別紙２－１(PDF: K)］ ［別紙２－２(PDF: K)］

なお、本件のうち、一部の政令・内閣府令については、行政手続法第 39 条第４項

第８号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施

資料３－１－１ 

－286－



しておりません。 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

総務企画局市場課市場法制管理官室（内線 2644、3945） 

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容

に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させ

ていただくことがあります。 

－287－



平成 26 年２月 21 日 

金融庁 

平成 24年金融商品取引法等改正(総合取引所関係)に係る 

政令・内閣府令案等（行為規制に係る部分を除く）に対するパブリック

コメントの結果等について 

１．パブリックコメントの結果 

金融庁では、平成 24 年金融商品取引法等改正(総合取引所関係)に係る政令・内

閣府令案等（行為規制に係る部分を除く）につきまして、平成 25 年 12 月 13 日（金）

から平成 26 年１月 14 日（火）にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 

その結果、５団体より延べ 15 件のコメントをいただきました。本件について御

検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え

方は別紙１を御覧ください。 

２．本件の政令・内閣府令等の公布 

本件の政令は、本日閣議決定されており、内閣府令等と併せて、平成 26 年２月

26 日（水）に公布される予定です。 

３．施行日 

金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 86 号）のうち、総合

取引所関係の規定の施行日は、「公布の日（平成 24 年９月 12 日）から起算して１

年６月を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平

成 26 年３月 11 日（火）となります。（当該施行日を定める政令は、本日閣議決定

されており、平成 26 年２月 26 日（水）に公布される予定です。） 

本件の政令・内閣府令等についても、平成 26 年３月 11 日（火）から施行される

こととなります。 

 注）なお、金融商品取引業者に対する行為規制に係る部分については、引き続き

検討を行っているところであり、成案が得られ次第、パブリックコメントに付

し、公布・施行することとなります。 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

総務企画局市場課市場取引対応室 

（内線 3628、2410、2639）  

（別紙１）コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方 

（別紙２）金融商品取引法施行令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一

部を改正する政令（PDF： KB） 

（別紙３）金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（PDF： 

KB） 
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（別紙４）投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令（PDF： KB） 

（別紙５）顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の

一部改正（PDF： KB） 

（別紙６）金融商品取引業に付随する業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産とな

るものを指定する件の一部改正（PDF： KB） 

（別紙７）清算機関・振替機関等向けの総合的な監督指針の一部改正（PDF： KB） 
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平成 25 年６月 28 日 

金融庁 

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う 

関係政令の整理に関する政令について 

第 183 回国会において「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立し、平成 25

年６月 19 日に公布されたところです。 

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち、投資一任業者等による運用報告

書の虚偽記載等に対する罰則の引上げ等に係る規定については、公布の日から起算し

て 20 日を経過した日（平成 25 年７月９日（火））から施行されます。 

当該規定の施行に伴い、所要の規定の整理を行うための「金融商品取引法等の一部を

改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」が本日閣議決定され

ました。本政令は、平成 25 年７月３日（水）に公布される予定です。 

なお、本政令は、行政手続法第 39 条第４項第８号で定める「軽微な変更」に該当す

ることから、同法に定める意見公募手続（パブリックコメント）は実施しておりませ

ん。 

（注）「金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち、公布後９月以内、公布後

１年以内及び公布後１年６月に施行する部分に係る政令・内閣府令等については、本

件には含まれておりません。これらの政令・内閣府令等につきましては、別途パブリ

ックコメントを実施する予定です。 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

総務企画局市場課（内線 3618、3525） 

（別紙）金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理

に関する政令（PDF： KB） 
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平成 26 年３月５日 

金融庁 

平成 25年金融商品取引法等改正（９ヶ月以内施行）等に係る預金保険

法施行令等の一部を改正する政令案等に対するパブリックコメントの結

果等について 

１．パブリックコメントの結果 

金融庁では、平成 25 年金融商品取引法等改正（９ヶ月以内施行）等に係る預金保

険法施行令等の一部を改正する政令案等につきまして、平成 25 年 12 月 13 日から平

成 26 年１月 14 日にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 

その結果、６の個人及び団体より延べ 24 件のコメントをいただきました。本件に

ついて御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考

え方は別紙（PDF：  KB）を御覧ください。 

以上のほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これら

につきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。 

２．本件の政令・内閣府令等の公布 

本件の政令は、平成 26 年２月 28 日（金）に閣議決定されており、内閣府令等と併

せて、本日公布されております。 

３．施行日 

金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 45 号）の一部の施行日

は、「公布の日（平成 25 年６月 19 日）から起算して９月を超えない範囲内において

政令で定める日」とされており、具体的には、平成 26 年３月６日（木）です。（当該

施行日を定める政令は、平成 26 年２月 28 日（金）に閣議決定されており、本日公布

されております。） 

本件の政令・内閣府令等についても、平成 26 年３月６日（木）から施行されるこ

ととなります。 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

総務企画局企画課信用機構企画室 

（内線 3572、3598） 

（別紙）コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方（PDF：  KB） 
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平成 26 年１月 24 日 

金融庁 

平成 25年金融商品取引法等の一部改正（１年以内施行）に伴う関係政令

の整備に関する政令案に対するパブリックコメントの結果等について 

１．パブリックコメントの結果 

平成 25 年金融商品取引法等の一部改正（１年以内施行）に伴う関係政令の整備

等に関する政令案につきまして、金融商品取引法施行令等改正案は平成 25 年 10 月

28 日（月）から平成 25 年 12 月４日（水）にかけて、銀行法施行令改正案は平成

25 年 11 月８日（金）から平成 25 年 12 月９日（月）にかけて公表し、広く意見の

募集を行いました。 

その結果、９の個人及び団体より延べ 31 件のコメントをいただきました。本件

について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え

方は別紙（PDF：K）を御覧ください。 

２．本件の政令 

本件の政令は、平成 26 年１月 21 日（火）に閣議決定されており、本日公布され

ております。 

３．施行日 

金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 45 号）の施行日は、

「公布の日（平成 25 年６月 19 日）から起算して１年を超えない範囲内において政

令で定める日」とされており、具体的には、平成 26 年４月１日（火）です。（当該

施行日を定める政令は、平成 26 年１月 21 日（火）に閣議決定されており、本日公

布されております。） 

本件の政令についても、平成 26 年４月１日（火）から施行されることとなりま

す。 

○ 本件で公表する政令 
 概要 具体的な内容 

金融商品取引法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 
［別紙１－１(PDF: K)］ ［別紙１－２(PDF: K)］

なお、本件のうち、一部の政令については、行政手続法第 39 条第４項第８号で定

める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりま

せん。 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

総務企画局市場課市場法制管理官室（内線 2644、3945） 
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※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容

に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させ

ていただくことがあります。 
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平成 26 年２月 14 日 

金融庁 

平成 25年金融商品取引法等改正（１年以内施行）等に係る内閣府令案等

に対するパブリックコメントの結果等について 

１．パブリックコメントの結果 

平成 25 年金融商品取引法等の一部改正（１年以内施行）等に係る内閣府令案等

につきまして、平成 25 年 11 月 21 日（木）から平成 25 年 12 月 20 日（金）にかけ

て公表し、広く意見の募集を行いました。 

その結果、12 の個人及び団体より延べ 69 件のコメントをいただきました。本件

について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え

方は別紙（PDF：K）を御覧ください。 

２．本件の内閣府令 

本件の内閣府令は、本日公布されております。 

３．施行日 

金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 45 号）の施行日は、

「公布の日（平成 25 年６月 19 日）から起算して１年を超えない範囲内において政

令で定める日」とされており、具体的には、平成 26 年４月１日（火）です。（当該

施行日を定める政令は、平成 26 年１月 21 日（火）に閣議決定されており、平成 26

年１月 24 日（金）に公布されております。） 

本件の内閣府令についても、平成 26 年４月１日（火）から施行されることとな

ります。 

○ 本件で公表する内閣府令 
 概要 具体的な内容 

金融商品取引法令に違反する行為を行った

者の氏名等の公表に関する内閣府令（新設）
［別紙１－１(PDF: K)］ ［別紙１－２(PDF: K)］

 概要 具体的な内容 

金融商品取引法第六章の二の規定による課

徴金に関する内閣府令等の一部を改正する

内閣府令 

［別紙２－１(PDF: K)］ ［別紙２－２(PDF: K)］
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○ 本件で公表するガイドライン 
 具体的な内容 

特定有価証券の内容等の開示に関する留意

事項について（特定有価証券開示ガイドラ

イン） 

［別紙３(PDF: K)］ 

企業内容等の開示に関する留意事項につい

て（企業内容等開示ガイドライン） ［別紙４(PDF: K)］ 

○ 本件で公表する監督指針 
 具体的な内容 

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指

針  
［別紙５(PDF: K)］ 

なお、本件のうち、一部の内閣府令については、行政手続法第 39 条第４項第８号

で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施してお

りません。 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

総務企画局市場課市場法制管理官室（内線 2644、3945） 

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容

に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させ

ていただくことがあります。 
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平成 26 年３月 31 日 

金融庁 

平成 25年金融商品取引法等改正（１年以内施行）等に係る銀行法施行規

則等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について 

１．パブリックコメントの結果について 

金融庁では、平成 25 年金融商品取引法等の一部改正（１年以内施行）等に係る

銀行法施行規則等の改正案につきまして、平成 25 月 12 月 27 日（金）から平成 26

年１月 27 日（月）（銀行法等の一部改正に伴う経過措置については、平成 26 年２

月 17 日（月）から平成 26 年３月 18 日（火））にかけて公表し、広く意見の募集を

行いました。 

その結果、16 の個人及び団体より延べ 51 件のコメントをいただきました。本件

について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え

方は 別紙１（PDF： KB）を御覧ください。 

具体的な改正等の内容については（別紙２）～（別紙 41）をそれぞれ御参照くだ

さい。 

２．公布・施行日について 

本件の内閣府令等は本日付で公布され、平成 26 年４月１日（火）から施行され

ます。 

○本件で公表する内閣府令 

内閣府令 具体的な内容 

１ 銀行法施行規則（昭和 57 年大蔵省令第 10 号） 別紙２(PDF: KB)

２ 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令（昭和

43 年大蔵省令第 27 号） 
別紙３(PDF: KB)

３ 長期信用銀行法施行規則（昭和 57 年大蔵省令第 13 号） 別紙４(PDF: KB)

４ 信用金庫法施行規則（昭和 57 年大蔵省令第 15 号） 別紙５(PDF: KB)

５ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則（昭和

57 年大蔵省令第 16 号） 
別紙６(PDF: KB)

６ 貸金業法施行規則（昭和 58 年大蔵省令第 40 号） 別紙７(PDF: KB)

７ 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令（平成２

年大蔵省令第 36 号） 
別紙８(PDF: KB)
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内閣府令 具体的な内容 

８ 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する

内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号） 
別紙９(PDF: KB)

９ 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組

合連合会の事業に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第９号）
別紙 10(PDF: KB)

10 協同組合による金融事業に関する法律施行規則（平成５年

大蔵省令第 10 号） 
別紙 11(PDF: KB)

11 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平

成５年大蔵省令第 14 号） 
別紙 12(PDF: KB)

12 保険業法施行規則（平成８年大蔵省令第５号） 別紙 13(PDF: KB)

13 信託業法施行規則（平成 16 年内閣府令第 107 号） 別紙 14(PDF: KB)

14 投資法人の計算に関する規則（平成 18 年内閣府令第 47 号） 別紙 15(PDF: KB)

15 金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第

52 号） 
別紙 16(PDF: KB)

16 保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令（平成 18 年

内閣府令第９号） 
別紙 17(PDF: KB)

17 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内

閣府令等の一部を改正する内閣府令（平成 26 年内閣府令第７

号） 

別紙 18(PDF: KB)

○本件で公表する共管命令 

共管命令 具体的な内容 

１ 労働金庫法施行規則（昭和 57 年大蔵省・労働省令第１号） 別紙 19(PDF: KB)

２ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する

命令（平成５年大蔵省・農林水産省令第１号） 
別紙 20(PDF: KB)

３ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令（平成５年大蔵

省・農林水産省令第２号） 
別紙 21(PDF: KB)

４ 農林中央金庫法施行規則（平成 13 年内閣府・農林水産省令

第 16 号） 
別紙 22(PDF: KB)

５ 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の 別紙 23(PDF: KB)
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共管命令 具体的な内容 

制限等に関する命令（平成 18 年内閣府・総務省令第３号） 

○本件で公表する告示 

告示 具体的な内容 

１ 銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関

等を定める件（平成 10 年大蔵省告示第 220 号） 
別紙 24(PDF: KB)

２ 銀行法第十六条の二第四項等の規定に基づき、従属業務を

営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの

子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでい

るかどうかの基準を定める件（平成 14 年金融庁告示第 34 号）

別紙 25(PDF: KB)

３ 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を

適用しない金融庁長官の権限等を定める件（平成 14 年金融庁

告示第 35 号） 

別紙 26(PDF: KB)

４ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する

資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうか

を判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 19 号） 

別紙 27(PDF: KB)

５ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社

が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそ

れらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断す

るための基準（平成 18 年金融庁告示第 20 号） 

別紙 28(PDF: KB)

６ 長期信用銀行法施行令第二条に規定する剰余金及び引当金

等を定める件（平成 10 年大蔵省告示第 222 号） 
別紙 29(PDF: KB)

７ 長期信用銀行法第十三条の二第六項等の規定に基づき、従

属業務を営む会社が主として長期信用銀行若しくは長期信用

銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者の

ために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件（平

成 14 年金融庁告示第 36 号） 

別紙 30(PDF: KB)

８ 信用金庫法施行規則第百十八条第四項の規定に基づき信用

金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の

二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要

な調整を定める件（平成 10 年金融監督庁・大蔵省告示第 39

号） 

別紙 31(PDF: KB)

９ 信用金庫法第五十四条の二十一第八項の規定に基づく従属 別紙 32(PDF: KB)
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告示 具体的な内容 

業務を営む会社が主として信用金庫の行う業務のために従属

業務を営んでいるかどうかの基準等（平成 14 年金融庁告示第

40 号） 

10 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十

四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がそ

の保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であ

るかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 21

号） 

別紙 33(PDF: KB)

11 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行う

ことができる者を指定する件（平成 18 年金融庁告示第 34 号）
別紙 34(PDF: KB)

12 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十五条

第四項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律

第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に

掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定

める件（平成 10 年金融監督庁・大蔵省告示第 42 号） 

別紙 35(PDF: KB)

13 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒

介を行うことができる者を指定する件（平成 18 年金融庁告示

第 35 号） 

別紙 36(PDF: KB)

14 信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる

業務の代理又は媒介を定める件（平成 18 年金融庁告示第 37

号） 

別紙 37(PDF: KB)

15 預金保険法施行令第二十九条の四第二項第十号の規定に基

づき、金融庁長官が適当と認める資産を指定する件（平成 26

年金融庁告示第 18 号） 

別紙 38(PDF: KB)

16 労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づき労働金庫

法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第

二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調

整を定める件（平成 10 年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第

７号） 

別紙 39(PDF: KB)

17 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行う

ことができる者を指定する件（平成 18 年金融庁・厚生労働省

告示第３号） 

別紙 40(PDF: KB)

18 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準（平

成 18 年金融庁・農林水産省告示第４号） 
別紙 41(PDF: KB)
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なお、本件のうち、一部の内閣府令等については、行政手続法第 39 条第４項第８

号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施して

おりません。 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

総務企画局企画課信用制度参事官室（内線 3570、3684） 

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じ

て、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあり

ます。 
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平成 26 年６月 27 日 

金融庁 

平成 25年金融商品取引法等改正（１年半以内施行）等に係る政令・内閣

府令案等に対するパブリックコメントの結果等について 

１．パブリックコメントの結果 

平成 25 年金融商品取引法等改正（１年半以内施行）等に係る政令・内閣府令案

等につきまして、金融商品取引法施行令等改正案を平成 26 年４月 25 日（金）から

平成 26 年５月 26 日（月）にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 

その結果、29 の個人及び団体より延べ 104 件のコメントをいただきました。本件

について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え

方は別紙（PDF：K）を御覧ください。 

以上のほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これ

らにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。 

２．本件の政令・内閣府令 

本件の政令は、本日閣議決定されており、内閣府令等と併せて、平成 26 年７月

２日（水）に公布されることとなります。 

３．施行日 

金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 45 号）の施行日は、

「公布の日（平成 25 年６月 19 日）から起算して１年６月を超えない範囲内におい

て政令で定める日」とされており、具体的には、平成 26 年 12 月１日（月）です。

（当該施行日を定める政令は、本日閣議決定されており、平成 26 年７月２日（水）

に公布されることとなります。） 

本件の政令・内閣府令等についても、平成 26 年 12 月１日（月）から施行される

こととなります。 

ただし、一部の改正については、以下のとおり施行又は適用されることとなりま

す。 

・別紙２－１Ⅱ３及び金融商品取引所等に関する内閣府令別紙様式第十三号の

改正については、平成 26 年７月 22 日から施行されることとなります。 

・別紙２－１Ⅶ４の改正については、平成 27 年４月１日以後に提出される事業

報告書について適用されることとなります。 

・別紙６の改正については、本日より適用されることとなります。 

４．投資信託及び投資法人に関するＱ＆Ａ 

投資信託及び投資法人に関し、別紙７及び８のとおり、Ｑ＆Ａを公表しました。 

○ 本件で公表する政令 
 概要 具体的な内容 

金融商品取引法施行令等の一部を改正する ［別紙１－１(PDF: K)］ ［別紙１－２(PDF: K)］

資料３－２－６
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政令 

○ 本件で公表する内閣府令 
 概要 具体的な内容 

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣

府令等の一部を改正する内閣府令 
［別紙２－１(PDF: K)］ ［別紙２－２(PDF: K)］

○ 本件で公表する共管命令 
 概要 具体的な内容 

社債、株式等の振替に関する命令 ［別紙３－１(PDF: K)］ ［別紙３－２(PDF: K)］

犯罪による収益の移転防止に関する法律施

行規則 
［別紙４－１(PDF: K)］ ［別紙４－２(PDF: K)］

○ 本件で公表するガイドライン 
 具体的な内容 

特定有価証券の内容等の開示に関する留意

事項について（特定有価証券開示ガイドラ

イン） 

［別紙５(PDF: K)］ 

○ 本件で公表する監督指針 
 具体的な内容 

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指

針 
［別紙６(PDF: K)］ 

○ 本件で公表するＱ＆Ａ 
 具体的な内容 

投資信託に関するＱ＆Ａ ［別紙７(PDF: K)］ 

投資法人に関するＱ＆Ａ ［別紙８(PDF: K)］ 

なお、本件のうち、一部の政府令については、行政手続法第 39 条第４項第８号で

定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しており

ません。 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

（別紙１－１～２－２、７、８）について…総務企画局市場課市場機能強化室（内線

3621、2386） 

（別紙３－１、３－２）について…総務企画局市場課市場企画管理官室（内線 3687） 

（別紙４－１、４－２）について…総務企画局企画課調査室（内線 3911、3514） 

（別紙５）について…総務企画局企業開示課（内線 3669） 

（別紙６）について…監督局証券課（内線 3724） 

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容

に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させ

ていただくことがあります。 
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外国会社の有価証券報告書提出義務の免除

内国会社 外国会社

株主数が５年間継続して
300名未満となった場合 ○

×
⇒ 改正により○

株主数が25名未満となっ
た場合 ほか ○ ○

≪提出義務の免除≫

資料３－４－１
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3
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平成 25年９月６日 

金融庁 

平成 24 年度有価証券報告書レビューの実施結果について 

金融庁は、有価証券の発行者が提出する有価証券報告書の記載内容について、より深

度ある審査を行うため、平成24年３月30日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留

意事項と有価証券報告書レビューの実施について」を公表し、財務局等と連携して、「法令

改正関係審査」、「重点テーマ審査」、「情報等活用審査」を柱とした有価証券報告書レビュ

ーを実施しています。 

この度、平成 24 年度の実施結果を取りまとめましたので、別紙のとおり公表します。 

（概要） 

法令改正関係審査： 平成 24 年３月 31 日を決算期末とするすべての有価証券報告書

の提出会社（計 2,818 社）に対して、法令改正に関する審査を実施した結果、概ね新た

な開示制度への対応がなされていることが確認されました。 

重点テーマ審査、情報等活用審査： 平成 24 年３月 31 日から平成 25 年３月 30 日ま

でを決算期末とする有価証券報告書の提出会社（4,042 社）のうち、一定の条件に該当

する会社（328社：重点テーマ審査319社、情報等活用審査９社）に対して、審査を実施

しました。この結果、概ね適切な開示がなされていることが確認されたものの、一部の

会社において、のれんの計上・減損損失等に関する不明瞭な記載や、関連当事者取引

に関する記載漏れ等、適切な開示がなされていない事例が確認されました。 

（参考）平成25年度（平成25年３月期以降）の有価証券報告書レビューの実施内容につい

ては、「有価証券報告書の作成･提出に際しての留意事項（平成 25 年３月期版）と有

価証券報告書レビューの実施について」（平成 25 年３月 29 日公表）を参照してくださ

い。 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

総務企画局企業開示課開示業務室 

(内線 3666、2769) 

資料３－４－２ 
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平成 25 年 12 月 10 日 

金融庁 

平成 25 年 3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について 

金融庁は、平成 25年３月 29 日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項

（平成25年３月期版）と有価証券報告書レビューの実施について」を公表し、各財務局及び

福岡財務支局並びに沖縄総合事務局と連携して、「法令改正関係審査」、「重点テーマ審

査」、「情報等活用審査」を柱とした有価証券報告書レビューを実施しています。 

この度、平成 25 年 3 月期の有価証券報告書に対する「法令改正関係審査」について実

施結果を取りまとめましたので、別紙のとおり公表します。提出会社におかれましては、今

後、有価証券報告書を作成する際に、実施結果を十分踏まえ、適切に開示していただくよ

うお願いします。 

（概要） 

平成25年３月31日を決算日とする全ての有価証券報告書の提出会社（2,788社）に対し

て、平成 24 年３月 30 日に改正された社外取締役及び社外監査役に関する記載内容に係

る調査票の提出を求め、審査を実施しました。 

審査の結果、記載すべき事項が記載されていない事例（計65社、96件）や、記載内容が

不十分な事例（計 13 社、18件）が確認されました（重複：計５社）。これらの提出会社に対し

ては、有価証券報告書の訂正報告書を提出するよう要請し、73 社全てから訂正報告書が

提出されています。 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

総務企画局企業開示課開示業務室 

(内線 3660、3666) 

資料３－４－３ 
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平成 26年 3月 31日
金融庁

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について

(平成 26年 3月期版) 

平成 26 年３月期以降の有価証券報告書の作成に当たって留意が必要な事項等を、

以下のとおり取りまとめました。各提出者におかれては、これらの点に留意して有価

証券報告書を作成し、各財務局若しくは福岡財務支局又は沖縄総合事務局へ提出して

ください。 

１．新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意事項 

平成 26 年３月期に新たに適用となる開示制度・会計基準は以下のとおりです（一

部、早期適用されているものもあります）。詳細については別紙 1をご参照くださ

い。 

・ 「退職給付に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正

・ 「連結財務諸表に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の

改正

・ 単体開示の簡素化を図るための財務諸表等規則等の改正

２．最近の課徴金事案及び自主訂正事案を踏まえた留意事項 

最近の課徴金事案及び自主訂正事案において、以下の点などについて不適切な会

計処理が認められています。詳細については、別紙２をご参照ください。 

・ 売上の過大計上・前倒し計上 

・ 固定資産（不動産）の減損損失の過少計上 

・ 固定資産（のれん）の減損損失の不計上  など 

３．有価証券報告書レビュー(平成 25 年３月期以降)を踏まえた留意事項 

平成25年３月期以降の有価証券報告書を対象とした有価証券報告書レビュー（現

在、重点テーマ審査及び情報等活用審査を実施中）において、現在までに把握され

た事象を踏まえた留意すべき点を別紙３のとおり取りまとめたので、ご参照くださ

い。 

なお、平成 25 年３月期を対象とした法令改正関係審査については、審査を終了

し、実施結果を公表（平成 25 年 12 月 10 日）しておりますので、併せてご参照く

ださい。 

・ 平成 25 年３月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

総務企画局企業開示課開示業務室 

(内線 3660、3666) 
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平成 26年 3月 31日
金融庁

有価証券報告書レビューの実施について(平成 26年３月期以降)

金融庁では、有価証券報告書の記載内容の適切性を確保するため、各財務局及び福

岡財務支局並びに沖縄総合事務局（「財務局等」）と連携し、平成 24 年より、「法令改

正関係審査」、「重点テーマ審査」及び「情報等活用審査」を柱とした有価証券報告書

レビューを実施しています。平成 26 年 3 月期以降の有価証券報告書については、以

下の内容でレビューを実施することとしたため、公表します。 

１．法令改正関係審査 

本審査は、法令改正により有価証券報告書の記載内容が変更又は追加された事項

のうち、特に重要な事項について記載内容をアンケート形式で審査するものです。  

今回は、平成 24 年 5 月に公表された「退職給付に関する会計基準」等を踏まえ

て改正された連結財務諸表規則等が平成 26 年 3 月期より適用されることから、同

規則等に基づき適切な記載がなされているかどうかを審査します。 

このため、以下のすべての要件に該当する企業におかれては、別添の「調査票」

に回答を記入し、所管の財務局等へ、平成 26 年７月 15 日(火)までにご提出いただ

くようお願いすることとなります。具体的な手続き等については、所管の財務局等

から別途ご連絡いたします。 

・ 平成 26 年３月 31 日を決算日とする連結財務諸表を作成している。 

・ 退職給付制度を採用している。 

・ 連結財務諸表を日本基準で作成している。 

２．重点テーマ審査 

本審査は、特定の重点テーマに着目して審査対象となる企業を抽出し、当該企業

に対して所管の財務局等が個別の質問事項を送付し、回答を受けることで（ヒアリ

ングを行うこともあります）、より深度ある審査を実施するものです。 

今回（平成 26 年３月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。審査対象とな

る企業には、所管の財務局等より別途ご連絡いたします。 

・ 退職給付 

・ 企業結合及び事業分離等 

・ 固定資産の減損  

３．情報等活用審査 

上記の重点テーマに該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等

から提供された情報等を勘案して、所管の財務局等より、個別の質問事項を送付さ

せていただくことがあります。 

（参考)開示義務違反等に関する金融庁の情報受付窓口（ディスクロージャー・ホ

ットライン）
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お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

総務企画局企業開示課開示業務室 

(内線 3660、3666) 
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有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っている者の名称等について 
（警告書の発出を行った発行会社等） 

商号又は名称 所在地 備考 掲載時期 

新日本マテリアル株式会社 鹿児島県鹿児島市金生町２－１ 
旧商号：天成ホールデ

ィングス株式会社 

旧所在地：鹿児島県鹿

児島市永吉一丁目２－

22、東京都中央区日本

橋蛎殻町１－２－３ 

平成 26 年２月 

株式会社エヌ・ブラッド 埼玉県さいたま市南区大字太田窪１８５９番地７ 
旧所在地：大阪市中央

区天満橋京町２番６号 
平成 24年 10 月 

株式会社ＮＳＪ 大阪市中央区今橋一丁目７番 19 号 
旧所在地：大阪市西区

北堀江一丁目１番 23号
平成 24 年６月 

株式会社生物化学研究所 山梨県中央市乙黒 326 番地９ 
旧所在地：山梨県甲府

市中小河原町 571 番地 
平成 22年 11 月 

ワールド・リソースコミュニケーション株式会社 東京都港区西新橋 2-23-11 御成門小田急ビル９階 
旧商号：アフリカント

ラスト株式会社、アフ

リカンパートナー株式

会社 

平成 22年 10 月 

※平成 22年６月以降に警告書を発出したものについて掲載している。 

○ ご覧いただく場合の留意事項 
・ 掲載されている発行会社等は、警告書の発出を行った時点で無届募集を行っているおそれがあると認められた者に限られています。

そのため、掲載されていない者でも、無届募集に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。 
・ 掲載されている発行会社等について、必ずしも、現在の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等について、現
時点のものでない場合があります。 
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平成 25 年 11 月 14 日 

金融庁 

公認会計士等を巡る諸問題に関する意見交換会 

当面のアクションプランの改訂について 

１．公認会計士試験合格者等が経済社会の幅広い分野で活用されることを目指して、

平成 21 年以降、毎年、金融庁、公認会計士・監査審査会、日本公認会計士協会、

経団連・金融４団体による意見交換会を開催しており、課題解決に向けて必要な当

面の対応策をアクションプランとして策定、改訂してきています。 

２．アクションプランに基づき、各メンバーにおいて取組みが進められた結果、活動

領域の拡大はある程度進んでいると考えられますが、今後も、試験合格者にとどま

らず、公認会計士も含めた会計専門家が経済社会において幅広く活用されるため、

更なる環境整備を図っていく余地があるものと考えられます。 

３．加えて、近年、公認会計士及び監査業界を巡っては、公認会計士試験の願書提出

者数が減少傾向にあることや、監査報酬が全体として低減傾向にあることといった

新たな課題が生じてきており、こうした課題についても幅広い関係者が認識を共有

し、対話を行っていくことが必要と考えられます。 

４．このため、今回の意見交換会では、関係者によるアクションプランの取組状況や、

金融庁が実施したアンケート（上場会社における公認会計士及び試験合格者の募

集・採用実態に関して実施したもの）の結果を共有するとともに、上記の課題につ

いて議論を行いました。その上で、当面のアクションプランを改訂し、今後、各メ

ンバーが具体的な取組みを進めていくことが合意されました。 

５．なお、当面のアクションプランの改訂のポイント（主な追加施策）は以下のとお

りです。 

（１）活動領域の拡大 

公認会計士及び試験合格者が在籍している企業にヒアリングを行い、公認会計

士等の採用に係るメリット・デメリットについて実態把握を行う。調査の結果は、

公認会計士等の活用に関する企業向け広報資料を改訂する際に生かすとともに、

日本公認会計士協会が作成する経済界向けの広報マテリアルや、同協会及び当局

が主催する企業向け説明会等においても活用されるよう、同協会とも連携してい

く。 

（２）組織内会計士協議会の活性化 

日本公認会計士協会の組織内会計士協議会において、組織内会計士の属性別、

業種毎の組織化及びそれに応じた施策を検討する。 
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（３）公認会計士の魅力の向上策の検討 

日本公認会計士協会等と連携しつつ、制度改正に限定されない幅広い観点から、

公認会計士の魅力の向上策について検討する。 

本意見交換会の資料及び参加者については、以下をご参照下さい。 

（別紙１）当面のアクションプラン（平成 25 年度改訂） 

（別紙２）公認会計士等の募集・採用に関するアンケートの結果について 

（別紙３）公認会計士等を巡る諸問題に関する意見交換会メンバー 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

総務企画局 企業開示課 開示業務室 

(内線 2768) 
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○2009年6月 「中間報告」： ①日本企業によるIFRS任意適用を容認（2010年3月期より）
②強制適用の是非・時期を2012年末を目途に判断

○2012年7月 「中間的論点整理」：①ＩＦＲＳの適用のあり方について、影響等を十分勘案しつつ、引き続き検討
②単体や非上場の中小企業には非適用

○2013年3月より、審議会を再開 → 「当面の方針」（同年6月19日）を取りまとめ

審議会の経緯

○IFRSは今後とも世界の関係者が参加して改善されていくべきものであることから、IFRS策定への日本の発言権を
確保していくことがとりわけ重要

○まずは、ＩＦＲＳの任意適用の積み上げを図ることが重要

○ＩＦＲＳの強制適用の是非等については、未だその判断をすべき状況にない（当面、判断見送り）
（今後、任意適用企業数の推移も含め今回の措置の達成状況を検証・確認する一方で、米国の動向及びＩＦＲＳの
基準開発の状況等の国際的な情勢を見極めながら、関係者による議論を行っていくことが適当）

⇒わが国としても、単一で高品質な国際基準の策定という目標を実現していくため、主体的に取り組むことが重要

「当面の方針」の基本的考え方

①任意適用要件の緩和（平成25年10月に連結財務諸表を改正）
→「上場企業」「国際的な財務活動・事業活動を行う企業」の２要件を撤廃
「体制整備が出来ている企業」の要件のみを残し、対象企業の範囲を拡大

②IFRSの適用の方法（修正国際基準の作成）
→ピュアなＩＦＲＳに加え、日本の実情に即して修正したＩＦＲＳを作成（ＡＳＢＪにおいて検討）

③単体開示の簡素化（開示負担の軽減）（平成26年３月に財務諸表等規則を改正）
→金商法の単体開示を、できるかぎり会社法の単体開示に揃える

「当面の方針」の３つの方針

「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当面の方針」（平成25年６月19日）
企業会計審議会
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IFRS任意適用会社(適用予定会社を含む)  (2014年６月30日時点：計42社)

任意適用 上場会社（適用予定会社を含む） ： 計42社

適用済み(27社)

任意適用予定を公表（適時開示済）(15社) 

・日本電波工業

・日本たばこ産業

・トーセイ

・マネックスグループ

・旭硝子

・第一三共

・小野薬品工業

・HOYA

・アンリツ

・楽天

・双日

・アステラス製薬

・そーせいグループ

・伊藤忠商事

・住友商事

・DeNA

・中外製薬

・ソフトバンク

・伊藤忠エネクス

・リコー

・三菱商事

・日本板硝子

・SBIホールディングス

・ネクソン

・丸紅

・三井物産

・武田薬品工業
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・ヤフー

・ケーヒン

・参天製薬

・ＬＩＸＩＬグループ

・日東電工

・セイコーエプソン

・コニカミノルタ

・三菱ケミカルホールディングス

・エーザイ

・伊藤忠テクノソリューションズ

・日本取引所グループ

・田辺三菱製薬

・エムスリー

・富士通

・クックパッド
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○ 以下の要件を満たした会社が、IFRS を適用して連結財務諸表を提出することができる（連

結財務諸表規則第１条の２）。 

① 発行する株式が金融商品取引所に上場されていること                 

②・有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保する               

ための特段の取組みに係る記載を行っていること 

・指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用     

人を置いており、当該基準に基づいて連結財務諸表を適正に作        

成できる体制を整備していること                         

③ 当該会社、親会社、その他の関係会社等が次の要件のいずれか            

を満たすこと 

(1) 外国の法令に基づき、国際会計基準に従って作成した企業        

内容等に関する書類を開示していること                          

(2) 外国金融商品市場の規則に基づき、国際会計基準に従って            

作成した企業内容等に関する書類を開示していること                    

(3) 外国に連結子会社（資本金の額が 20 億円以上のものに           

限る）を有していること                                  

撤 廃 

維 持 

撤 廃 

国際会計基準（IFRS）任意適用要件の緩和

⇒ 本改正は昨年 10月 28日施行済み
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単体開示の簡素化について（財務諸表等規則等の改正）

○本表（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）に関しては、
下記の方針に沿って簡素化。

【方針１】 会社法の計算書類と金商法の単体財務諸表とでは開示水準が大きく異ならないた
め、会社法に合わせる（会社法の要求水準に統一。）。

○ 注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容に関しては、下記の方針
に沿って簡素化。

【方針２】 金商法の連結財務諸表において十分な情報が開示されている項目については、
金商法の単体ベースの開示を免除する。（例：リース取引に関する注記）

【方針３】 上記「方針２」以外の場合の項目については、会社法の計算書類と金商法の単体財
務諸表等で開示水準が大きく異ならないものについては会社法に合わせる（会社法
の要求水準に統一。）。（例：担保資産の注記）

【方針４】 上記のいずれでもない項目については、その有用性等を改めて斟酌し、従来どおり
の開示が必要か否かについて改めて検討し、必要な簡素化を行う。
（例：製造原価明細表）

⇒ 本改正は本年３月26日に施行済
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平成 25 年 11 月８日 

金融庁 

「IFRS 対応方針協議会」及び IFRS の任意適用の積上げについて 

平成 25 年 11 月８日 

IFRS 対応方針協議会 

 平成23年10月、公益財団法人財務会計基準機構（FASF）、企業会計基準委員会（ASBJ）、

一般社団法人日本経済団体連合会、日本公認会計士協会、公益社団法人日本証券アナ

リスト協会、東京証券取引所、経済産業省、法務省、金融庁は、国際会計基準審議会

（IASB）が実施したアジェンダ・コンサルテーションに対し、我が国一体となった意

見発信を行うため、「アジェンダ･コンサルテーションに関する協議会」を設置した。 

同協議会は、その後、アジェンダ・コンサルテーションの結果を踏まえた取組みや、

国際会計基準審議会（IASB）に新たに設けられた会計基準アドバイザリー・フォーラ

ム（ASAF）への対応など、我が国の IFRS への対応に関して意見交換を行ってきた。 

こうした中、本年９月 19 日に開催した同協議会において、以下の通り、（１）「IFRS

対応方針協議会」への改組とともに、（２）IFRS の任意適用の積上げに向けた各団体

の取組みについて議論を行った。 

（１）「IFRS 対応方針協議会」への改組について 

会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）が国際会計基準審議会（IASB）に新

たに設置されるなど、諸情勢の変化を踏まえると、今後、さらに我が国一体となった

IFRS への対応の強化を図ることが必要になると考えられるため、本協議会について、

名称を「IFRS 対応方針協議会」に変更するとともに、IFRS に関連する我が国の市場

関係者の意見の集約等を目的とすることとした。 

（２）IFRS の任意適用の積上げに向けた各団体の取組み 

本年６月に公表された企業会計審議会の「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方

に関する当面の方針」、自由民主党 政務調査会 金融調査会 企業会計に関する小委

員会の「国際会計基準への対応についての提言」、日本経済団体連合会の「今後のわ

が国の企業会計制度に関する基本的考え方」を踏まえ、IFRS の任意適用について議論

を行ったところ、各参加団体より様々な取組みが行われていることが報告された。 

この９月 19 日時点での報告に加え、その後の追加的な取組み（予定も含む）を含

めて整理をすれば、以下の通り。 

【各団体の取組み】 

 IFRS を既に任意適用している企業等からなる「IFRS 実務対応検討会」を

組成するとともに、IFRS の主要項目について、実務対応参考事例をとりまと

め、ホームページで公開し、IFRS の任意適用を検討中の企業の参考に供して

いる。 

また、財務諸表の作成者の視点で、民間レベルでの国際連携を図っている。

（日本経済団体連合会） 
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 IFRS の任意適用の要件緩和に伴い、IPO を行う企業を含む広範囲な企業が

対象となることを踏まえ、監査人が円滑に対応できるよう、適切な対策を講

じることとしている。 

具体的には、協会における体制を強化し、各監査人のための相談窓口を設

置するなどの支援体制の構築を進めている。また、IFRS に関する研修を、一

層充実させていく予定である。（日本公認会計士協会） 

 IFRS の個別基準を必要に応じて削除又は修正して採択する「エンドースメ

ントされた IFRS」を検討するために企業会計基準委員会（ASBJ）に設置され

た「IFRS のエンドースメントに関する作業部会」等へ参画することにより、

財務諸表の利用者の視点から、IFRS の普及促進に協力している。（日本証券

アナリスト協会） 

 IFRSのエンドースメント手続の作業を速やかに進めていくこととしている。 

また、会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）への参加などの国際

対応を適切に行い、我が国の IFRS に関する意見発信を更に強化するととも

に、IFRS に対する国内の市場関係者の理解促進を図っている。（企業会計基

準委員会（ASBJ）） 

 本年度の企業行動表彰において、IFRS 適用に向けた積極的な取組みを行っ

ている企業を表彰対象とすることを予定している。 

また、東証のホームページにおいて、IFRS を適用した企業名や当該企業に

よる IFRS の適用実態などの情報を公表している。 

さらに、IFRS の導入に際して不都合をきたすことがないよう、必要な規則

の整備を行っている。（東京証券取引所） 

 新株価指数「JPX 日経インデックス 400」（日本経済新聞社と共同開発）の

銘柄選定基準において、IFRS の採用（及び採用予定）を加点要素としている。

（東京証券取引所） 

 経済産業省に設置されている企業財務委員会等の場を利用し、企業経営の

観点から、IFRS を含む会計基準上の課題についての実務的な検討を深め、国

内関係者間における認識の共有を図ることとしている。（経済産業省） 

 IFRS の任意適用の円滑化に向けた環境作りのため、IFRS の更なる改善に向

けて、日本としてどう働きかけを行うか、関係者との検討を継続することと

している。 

また、関係者とも協力しながら、米国、EU 等との国際的連携を更に深める

こととしている。（金融庁、経済産業省等） 

 企業会計審議会の「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当面

の方針」を踏まえて IFRS の任意適用の要件を緩和し、併せて期末に限らず

各四半期等からでも IFRS を適用できるよう、連結財務諸表規則等を改正し、

本年 10 月 28 日に公布（公布日即施行）した。（金融庁） 

（参考） 

  なお、平成 21 年 7 月に、IFRS 導入にあたっての課題の整理、その対応について

の方針・戦略を検討するために設置された「IFRS 対応会議」及び同会議のもとに設

置された「国際対応委員会」、「教育・研修委員会」、「翻訳委員会」、「広報委員会」
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及び「個別財務諸表開示検討委員会」については、以下のとおり、「IFRS 対応方針

協議会」等に引き継ぐとともに、一部委員会については廃止する予定である。 

・ IFRS 対応会議  ：IFRS 対応方針協議会に引き継ぐ 

・ 国際対応委員会 ：IFRS 対応方針協議会に引き継ぐ 

・ 教育・研修委員会：一般財団法人会計教育研修機構に引き継ぐ 

・ 翻訳委員会   ：財務会計基準機構（FASF）に引き継ぐ 

・ 広報委員会   ：財務会計基準機構（FASF）に引き継ぐ 

・ 個別財務諸表開示検討委員会：廃止 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

総務企画局企業開示課 

(内線 3846、3810) 
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評議員会（Ｔｒｕｓｔｅｅｓ）
２２名(うち日本人２名)

・ IASB等のメンバーの指名
・ 資金調達

国際会計基準審議会
（ＩＡＳＢ）

１６名（うち日本人１名）

・ 国際会計基準(IFRS)の作成

国際会計基準 (IFRS)財団：民間

公的監視機関
「モニタリング・ボード」

メンバー（７名）：

金融庁(日本)・・・河野統括官(議長)
証券取引委員会(米国)、
欧州委員会(欧州)、
証券取引委員会(ブラジル)、
金融委員会(韓国)、
証券監督者国際機構(IOSCO)
－代表理事会（豪ASIC）、
－成長・新興市場委員会（南アFSB）

・モニタリング
・評議員の選任
の承認

プラダ議長
藤沼副議長
岡田評議員

フーガーホースト議長

鶯地理事

アジア・オセアニアオフィス
竹村所長

会計基準アドバイザリー･フォーラム（ＡＳＡＦ）

・基準設定上の論点に関する助言、見解の提供
・各国・地域のインプットの提供
・メンバーは合計12
-日本(ASBJ)、オーストラリア、中国、香港(AOSSG代表)、
ドイツ、EFRAG、スペイン、英国、ブラジル(GLASS代表)、
カナダ、米国、南アフリカ(PAFAが支援)

IFRS財団の組織について

（2014年６月現在）

おうち
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2 http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20090914-2.html 
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3International Forum of Independent Audit Regulators
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犯 罪 被 害 者

（ 平 成 26年 3月末時点 ）

申 請 分 は
全 額 支 払

按  分  支  払
申  請  が
なかった分等

口　座　の　失　権
（債権消滅手続）

口　座　の　失　権
（債権消滅手続）

残高が 1円 999円 の口座残高が 1,000円以上 の口座

申請被害総額 ＜ 口座残高 申請被害総額 ＞ 口座残高

（ 担い手は「日本財団」である ）

(1） 犯罪被害者等の子どもに対する奨学金

資料４－１－１ 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 制 度 概 要

犯 罪 に 利 用
さ れ た 口 座

犯 罪 被 害 者

累計約57.3億円

加 害 者 が

預金等を出金

加 害 者 が

預金等を出金

支払手続（返金）
（口座ごと）

累計約146.6億円

犯罪被害者等支援団体の財政面の支援。
→ 新しい公共の担い手として育成、発展を図っていく。

 無利子貸与方式 返済期間 30年以内 
 資金 信託財産   運用 運用益 返済金等 
継続的に運営。
貸与対象は高校生から大学院生。貸与額の上限は、
大学院生：10万円 / 月, 大学生：8万円 / 月,
 高校生：公立 国立 3万円 / 月, 私立 5万円 / 月。

（2） 犯罪被害者等支援団体に対する助成

←支払の必要がなくなったとき
（注）留保額 1億円を超えた

ときのその超過部分

（主務省令 定        ）

納　付

  留  保
   しなかった分

留 保 し た 分
（注）

〔10%〕

〔90%〕

（注）口座名義人等の
      救済    留保

犯罪被害者等の支援の充実のために支出

[累計：法施行(20年6月)～
26年3月末までの累計額］

預 金 保 険 機 構

担い手が （１） （２）の事業を運営

累計約89.3億円 累計約57.6億円

累計約0.8億円

累計約56.5億円

－
3
4
7
－
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資料５－１－１         金融審議会の構成 

金

融

審

議

会

金融分科会

金利調整分科会

自動車損害賠償責任保険制度部会

公認会計士制度部会
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平成26年６月30日現在

会 長 吉野　直行 慶応義塾大学名誉教授/アジア開発銀行研究所所長

委 員 秋池　玲子
ボストン コンサルティング グループ
シニアパートナー＆マネージングディレクター

大崎　貞和 （株）野村総合研究所主席研究員

沖野　眞已 東京大学大学院法学政治学研究科教授

川島　千裕 日本労働組合総連合会総合政策局長

川波　洋一 九州大学大学院経済学研究科教授

神作　裕之 東京大学大学院法学政治学研究科教授

神田　秀樹 東京大学大学院法学政治学研究科教授

黒沼　悦郎 早稲田大学大学院法務研究科教授

河野　栄子 三井住友海上火災保険株式会社 社外取締役

洲崎　博史 京都大学大学院法学研究科教授

田島　優子 弁護士（さわやか法律事務所）

田邊　栄一 三菱商事株式会社常務執行役員

永沢　裕美子
Foster Forum良質な金融商品を育てる会事務局
長

原田　喜美枝 中央大学商学部教授

福田　慎一 東京大学大学院経済学研究科教授

家森　信善 神戸大学経済経営研究所教授

［計17名］
（敬称略・五十音順）

金融審議会委員名簿
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会　　長 落 合 誠 一  中央大学法科大学院教授

委　　員 相 原 康 伸  全日本自動車産業労働組合総連合会会長

雨 宮 寛  損害保険料率算出機構専務理事

古 笛 恵 子  弁護士

齋 藤 充  一般社団法人日本自動車会議所保険委員会委員長

鈴 木 共 子  NPO法人いのちのミュージアム代表理事

関 政 治  全日本交通運輸産業労働組合協議会事務局長

中林 真理子  明治大学商学部教授

中 村 純 誠  全国共済農業協同組合連合会専務理事

広 重 美 希  一般社団法人消費者力開発協会理事

福 田 弥 夫  日本大学通信教育部長・日本大学法学部教授

堀 政 良  一般社団法人日本損害保険協会自賠責保険特別委員会委員長

山 本 眞 弓  弁護士

特別委員 桑 山 雄 次  全国遷延性意識障害者・家族の会代表

清 水 涼 子  関西大学大学院会計研究科教授

丹野 美絵子  独立行政法人　国民生活センター理事

野 尻 俊 明  流通経済大学法学部教授

藤 川 謙 二  (社）日本医師会常任理事

矢 代 隆 義  一般社団法人日本自動車連盟副会長

（敬称略・五十音順）    

自動車損害賠償責任保険審議会委員名簿

（平成26年１月８日現在）
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企 業 会 計 審 議 会 の 組 織 図

総 会

監 査 部 会企画調整部会 内部統制部会
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監査基準の改訂に関する意見書 

平成 26 年 ２ 月 18 日 

 企 業 会 計 審 議 会  
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企 業 会 計 審 議 会 委 員 名 簿 

（平成 25年７月 12日現在） 

 氏  名 現           職 

会 長 安藤 英義 専修大学教授 

委 員 荒谷 裕子 法政大学教授 

 五十嵐 則夫 横浜国立大学教授 

 泉本 小夜子 公認会計士 

 岩原 紳作 早稲田大学大学院教授 

 岡田 譲治 三井物産㈱代表取締役専務執行役員 CFO 

 川村 雄介 ㈱大和総研副理事長 

 黒川 行治 慶應義塾大学教授 

 斉 藤  惇 ㈱日本取引所ｸﾞﾙｰﾌﾟ取締役兼代表執行役ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO 

 関根 愛子 公認会計士 

 錢高 一善 ㈱錢高組代表取締役社長 

 辻山 栄子 早稲田大学教授 

 永井 知美 ㈱東レ経営研究所シニアアナリスト 

 西村 義明 東海ゴム工業㈱代表取締役社長 

 水口 啓子 日本格付研究所チーフアナリスト兼格付企画部長 

 八木 和則 横河電機㈱ 顧問 

 脇田 良一 名古屋経済大学大学院教授 

〔５０音順、敬称略〕
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企 業 会 計 審 議 会  監 査 部 会 委 員 等 名 簿 

（平成 25年 11 月 13 日現在） 

 氏  名 現           職 

部 会 長 脇 田 良 一 名古屋経済大学大学院教授 

委   員 五十嵐  則夫 横浜国立大学教授 

 泉本  小夜子 公認会計士 

 関 根  愛 子 公認会計士 

 水 口  啓 子 日本格付研究所チーフアナリスト兼格付企画部長 

 八 木  和 則 横河電機㈱ 顧問 

臨 時 委 員 井 上  隆 (一社)日本経済団体連合会経済基盤本部副本部長 

 伊 豫 田 隆 俊 甲南大学大学院教授 

 引 頭  麻 実 ㈱大和総研 常務執行役員 

 荻 原  紀 男 ㈱豆蔵ホールディングス代表取締役社長 

 清 原  健 弁護士 

 熊 谷  五 郎 みずほ証券㈱経営調査部上級研究員 

 後 藤  潤
㈱格付投資情報センター格付本部 

チーフアナリスト 

 逆 瀬  重 郎 ㈱日立製作所顧問 

 住 田  清 芽 日本公認会計士協会常務理事 

 田 中  亘 東京大学准教授 

 八 田  進 二 青山学院大学大学院教授 

 林 田  晃 雄 読売新聞論説委員 

 宮 本  照 雄 (公社)日本監査役協会専務理事 

 吉 見  宏 北海道大学大学院教授 

専 門 委 員 林   隆 敏 関西学院大学教授 

 布 施  伸 章 公認会計士 

 町 田  祥 弘 青山学院大学大学院教授 

 松 本  祥 尚 関西大学大学院教授 

幹 事 坂本  三郎 法務省民事局参事官 

〔５０音順、敬称略〕
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監査基準の改訂について 

平成 26 年２月 18 日 

企 業 会 計 審 議 会 

一 経 緯 

１ 審議の背景 

従来、監査基準では、「第一 監査の目的」において、「財務諸表の監査の目的は、

経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な

点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠

に基づいて判断した結果を意見として表明すること」と規定し、幅広い利用者に共

通するニーズを満たすべく一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て作成された財務諸表（以下「一般目的の財務諸表」という。）に対して、公認会

計士（監査法人を含む。）が監査を行う場合を想定してきた。そして、当該一般目

的の財務諸表に対する監査では、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して作成されているかに加え、経営者が採用した会計方針の選択やその適用方法、

さらには財務諸表全体としての表示が適正表示を担保しているかといった実質的

な判断を含めた意見（以下「適正性に関する意見」という。）が表明されている。 

一方で、近時、公認会計士に対して、特定の利用者のニーズを満たすべく特別の

利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成された財務諸表（以下「特別目的の

財務諸表」という。）に対しても、監査という形で信頼性の担保を求めたい、との

要請が高まってきている。 

特別目的の財務諸表は、一般目的の財務諸表と異なり利用目的が限定されている

ことに加え、例えば、財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当た

って財務諸表が全体として適切に表示されるように追加的な開示を求める規定（以

下「追加的な開示要請の規定」という。）が会計の基準にないことが多いことなど

から、公認会計士が監査意見を表明するに当たっては、必ずしも、適正性に関する

意見を表明することが馴染まない場合が多いものと考えられる。また、一般目的の

財務諸表であっても法令により一部の項目について開示を要しないとされている

場合等には、適正性に関する意見を表明することは馴染まない場合もあると考えら

れる。これらの場合、適正性に関する意見を表明する場合と同様、財務諸表に重要
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な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得て監査意見を表明しなければな

らないことに変わりはないが、その会計の基準に追加的な開示要請の規定がないこ

と等を踏まえ、財務諸表が当該財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に

準拠して作成されているかどうかについての意見（以下「準拠性に関する意見」と

いう。）を表明することが、より適切であると考えられる。 

なお、国際監査基準では、財務諸表の利用者のニーズに応じて、一般目的の財務

諸表と特別目的の財務諸表という財務報告の枠組みが分類され、適正性に関する意

見と準拠性に関する意見とのいずれかが表明されることが既に規定されており、実

際に適用されている。 

以上のことから、当審議会においては、従来の適正性に関する意見の表明の形式

に加えて、準拠性に関する意見の表明の形式を監査基準に導入し、併せて、監査実

務における混乱や財務諸表利用者の誤解等を避けるため、特別目的の財務諸表に対

する監査意見の表明の位置付けを明確にすることとした。なお、その際には、国際

監査基準を踏まえ、一般目的の財務諸表と特別目的の財務諸表とのそれぞれについ

て適正性に関する意見の表明と準拠性に関する意見の表明とがあり得ることを明

らかにしつつも、一般目的の財務諸表を対象とした適正性に関する意見の表明を中

心とした従来の我が国の監査基準の枠組みとの整合性には十分に配意したところ

である。 

今回の監査基準の改訂では、準拠性に関する意見の表明の形式が導入されること

となるが、当該意見を表明するに当たっては、以下に記すとおり、適正性に関する

意見を表明する場合に準じた対応が必要となることについて、公認会計士はもちろ

ん、財務諸表の作成者や利用者に対しても十分に周知が図られることが望ましい。 

２ 審議の経過等 

当審議会では、平成 25 年３月 26 日に公表した「監査基準の改訂及び監査におけ

る不正リスク対応基準の設定に関する意見書」の前文において、「特別目的の財務

報告に対する監査の位置づけを監査基準上明確にするかどうか、といった論点も議

論されたところであるが、国際的な議論の動向や利用者のニーズに関する調査等を

踏まえつつ、今後、当審議会において検討を行うこととしている」と記載したとこ

ろである。 

これを受けて監査部会では、国際的な議論の動向や利用者のニーズに関する調査

等を踏まえ、従来の監査基準が規定する監査の枠組みに特定の利用者のニーズに応

じて作成される財務諸表に対する監査を取り入れるための論点等に関する審議を

行い、平成 25 年 11 月、公開草案を公表し、広く各界の意見を求めた。当審議会で

は、寄せられた意見を参考としつつ、更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正
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して、これを「監査基準の改訂に関する意見書」として公表することとした。 

なお、監査部会の審議においては、監査報告書の記載内容に関し、国際的な見直

しの動向についても議論されたところであり、引き続き検討を行うこととしている。 

二 主な改訂点とその考え方 

１ 監査の目的の改訂 

監査基準において、これまでと同様、一般目的の財務諸表を対象とした適正性に

関する意見表明が基本であることに変わりはないことから、監査の目的にかかる従

来からの記述はそのまま維持することとしつつ、特別目的の財務諸表又は一般目的

の財務諸表を対象とした準拠性に関する意見の表明が可能であることを付記し、明

確化を行った。 

適正性に関する意見の表明に当たっては、監査人は、経営者が採用した会計方針

が会計の基準に準拠し、それが継続的に適用されているかどうか、その会計方針の

選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかに

加え、財務諸表における表示が利用者に理解されるために適切であるかどうかにつ

いて判断しなくてはならない。その際、財務諸表における表示が利用者に理解され

るために適切であるかどうかの判断には、財務諸表が表示のルールに準拠している

かどうかの評価と、財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当たっ

て財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う

評価が含まれるが、準拠性に関する意見の表明の場合には、後者の一歩離れての評

価は行われないという違いがある。 

２ 実施基準の改訂 

監査の実施に当たっては、準拠性に関する意見の表明の場合であっても、適正性

に関する意見の表明の場合と同様に、リスク・アプローチに基づく監査を実施し、

監査リスクを合理的に低い水準に抑えた上で、自己の意見を形成するに足る基礎を

得なければならないことから、「第三 実施基準」（以下「実施基準」という。）が

当然に適用されることに留意が必要である。 

また、財務諸表に対する監査意見を表明する場合のほか、財務諸表を構成する貸

借対照表等の個別の財務表や個別の財務諸表項目等に対する監査意見を表明する

場合についても、監査基準が適用される（その際、監査基準中「財務諸表」とある

のは、必要に応じ「個別の財務表」又は「個別の財務諸表項目等」と読み替えるも
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のとする。）。従って、個別の財務表又は個別の財務諸表項目等に対する監査意見を

表明する場合であっても、単にそれらの検討にとどまることなく、意見を表明する

ために必要な範囲で、内部統制を含む、企業及び企業環境を理解し、これらに内在

する事業上のリスク等が重要な虚偽の表示をもたらす可能性を考慮しなければな

らないことに留意が必要である。 

なお、特別目的の財務諸表には多種多様な財務諸表が想定されることから、実施

基準の「一 基本原則」において、監査人は、特別目的の財務諸表の監査を行うに

当たり、当該財務諸表の作成の基準が受入可能かどうかについて十分な検討を行わ

なければならないことを明確にした。 

３ 報告基準の改訂 

「第一 監査の目的」において、適正性に関する意見に加えて準拠性に関する意

見にかかる記述を付記し、明確化を行うことを踏まえ、「第四 報告基準」につい

ても改訂を行い、監査報告書において記載すべき事項を明確にした。 

すなわち、「第四 報告基準」の「一 基本原則」では、適正性に関する意見の

表明について特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表の

場合を付記するとともに、これに加えて、準拠性に関する意見の表明について規定

し、監査人が準拠性に関する意見を表明する場合には、作成された財務諸表がすべ

ての重要な点において、当該財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に準

拠して作成されているかどうかについての意見を表明しなければならないことを

明確にした。 

準拠性に関する意見には、財務諸表には重要な虚偽の表示がないことの合理的な

保証を得たとの監査人の判断が含まれている。この判断に当たり、監査人は、経営

者が採用した会計方針が、会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうか、

財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかについて形式的に確認するだけ

ではなく、当該会計方針の選択及び適用方法が適切であるかどうかについて、会計

事象や取引の実態に照らして判断しなければならないことにも留意が必要である。 

なお、準拠性に関する意見の表明については、別途の報告基準を改めて規定する

のではなく、適正性に関する意見の表明を前提としている報告基準に準じることと

したが、特別目的の財務諸表の利用者の誤解を招かないようにするために「第四 

報告基準」に「八 特別目的の財務諸表に対する監査の場合の追記情報」を新設し

た。すなわち、特別目的の財務諸表に対する監査報告書を作成する場合には、監査

報告書に、会計の基準、財務諸表の作成の目的及び想定される主な利用者の範囲を

記載するとともに、財務諸表は特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作

成されており、他の目的には適合しないことがある旨を記載しなければならないこ
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ととした。また、監査報告書が特定の者のみによる利用を想定しており、当該監査

報告書に配布又は利用の制限を付すことが適切であると考える場合には、その旨を

記載しなければならないこととした。 

三 実施時期等 

１ 改訂監査基準は、平成 27 年４月１日以後に開始する事業年度又は会計期間に係

る監査から適用する。ただし、平成 26 年４月 1日以後に発行する監査報告書から適

用することを妨げない。 

２ 改訂監査基準を実務に適用するに当たって必要となる実務の指針については、日

本公認会計士協会において、関係者とも協議の上、適切な手続の下で、早急に作成

されることが要請される。 
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監 査 基 準 

第一 監査の目的 

１ 財務諸表の監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監

査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することに

ある。 

財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には、全体として重

要な虚偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断

を含んでいる。 

 ２ 財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される場合等には、

当該財務諸表が会計の基準に準拠して作成されているかどうかについて、意見とし

て表明することがある。 

第二 一般基準 

１ 監査人は、職業的専門家として、その専門能力の向上と実務経験等から得られる

知識の蓄積に常に努めなければならない。 

２ 監査人は、監査を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持し、独立の立場を

損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならない。 

３ 監査人は、職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行

わなければならない。 

４ 監査人は、財務諸表の利用者に対する不正な報告あるいは資産の流用の隠蔽を目

的とした重要な虚偽の表示が、財務諸表に含まれる可能性を考慮しなければならな

い。また、違法行為が財務諸表に重要な影響を及ぼす場合があることにも留意しな

ければならない。 

５ 監査人は、監査計画及びこれに基づき実施した監査の内容並びに判断の過程及び

結果を記録し、監査調書として保存しなければならない。 

６ 監査人は、自らの組織として、すべての監査が一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して適切に実施されるために必要な質の管理(以下「品質管理」とい

う。)の方針と手続を定め、これらに従って監査が実施されていることを確かめな

ければならない。 
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７ 監査人は、監査を行うに当たって、品質管理の方針と手続に従い、指揮命令の系

統及び職務の分担を明らかにし、また、当該監査に従事する補助者に対しては適切

な指示、指導及び監督を行わなければならない。 

８ 監査人は、業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはな

らない。 

第三 実施基準 

一 基本原則 

１ 監査人は、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、財務諸表における

重要な虚偽表示のリスクを評価し、発見リスクの水準を決定するとともに、監査

上の重要性を勘案して監査計画を策定し、これに基づき監査を実施しなければな

らない。 

２ 監査人は、監査の実施において、内部統制を含む、企業及び企業環境を理解し、

これらに内在する事業上のリスク等が財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす

可能性を考慮しなければならない。 

３ 監査人は、自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が提示する

財務諸表項目に対して、実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期

間配分の適切性及び表示の妥当性等の監査要点を設定し、これらに適合した十分

かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。 

４ 監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たっては、財務諸表におけ

る重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価し、リスクに対応した監査手続を、原

則として試査に基づき実施しなければならない。 

５ 監査人は、職業的専門家としての懐疑心をもって、不正及び誤謬により財務諸

表に重要な虚偽の表示がもたらされる可能性に関して評価を行い、その結果を監

査計画に反映し、これに基づき監査を実施しなければならない。 

６ 監査人は、監査計画の策定及びこれに基づく監査の実施において、企業が将来

にわたって事業活動を継続するとの前提（以下「継続企業の前提」という。）に

基づき経営者が財務諸表を作成することが適切であるか否かを検討しなければ

ならない。 

７ 監査人は、監査の各段階において、監査役等と協議する等適切な連携を図らな

ければならない。 

８ 監査人は、特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表の

監査に当たっては、当該会計の基準が受入可能かどうかについて検討しなければ
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ならない。 

二 監査計画の策定 

１ 監査人は、監査を効果的かつ効率的に実施するために、監査リスクと監査上の

重要性を勘案して監査計画を策定しなければならない。 

２ 監査人は、監査計画の策定に当たり、景気の動向、企業が属する産業の状況、

企業の事業内容及び組織、経営者の経営理念、経営方針、内部統制の整備状況、

情報技術の利用状況その他企業の経営活動に関わる情報を入手し、企業及び企業

環境に内在する事業上のリスク等がもたらす財務諸表における重要な虚偽表示

のリスクを暫定的に評価しなければならない。 

３ 監査人は、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけられ

ない重要な虚偽表示のリスクがあると判断した場合には、そのリスクの程度に応

じて、補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保等の全般的な対応を

監査計画に反映させなければならない。 

４ 監査人は、財務諸表項目に関連して暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスク

に対応する、内部統制の運用状況の評価手続及び発見リスクの水準に応じた実証

手続に係る監査計画を策定し、実施すべき監査手続、実施の時期及び範囲を決定

しなければならない。 

５ 監査人は、会計上の見積りや収益認識等の判断に関して財務諸表に重要な虚偽

の表示をもたらす可能性のある事項、不正の疑いのある取引、特異な取引等、特

別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、そのリスクに対応する

監査手続に係る監査計画を策定しなければならない。 

６ 監査人は、企業が利用する情報技術が監査に及ぼす影響を検討し、その利用状

況に適合した監査計画を策定しなければならない。 

７ 監査人は、監査計画の策定に当たって、財務指標の悪化の傾向、財政破綻の可

能性その他継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の有

無を確かめなければならない。 

８ 監査人は、監査計画の前提として把握した事象や状況が変化した場合、あるい

は監査の実施過程で新たな事実を発見した場合には、適宜、監査計画を修正しな

ければならない。 

三 監査の実施 
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１ 監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、暫定的に評価し

た重要な虚偽表示のリスクの程度を変更する必要がないと判断した場合には、当

初の監査計画において策定した内部統制の運用状況の評価手続及び実証手続を

実施しなければならない。また、重要な虚偽表示のリスクの程度が暫定的な評価

よりも高いと判断した場合には、発見リスクの水準を低くするために監査計画を

修正し、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手続を実施しなければ

ならない。 

２ 監査人は、ある特定の監査要点について、内部統制が存在しないか、あるいは

有効に運用されていない可能性が高いと判断した場合には、内部統制に依拠する

ことなく、実証手続により十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。 

３ 監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、それが

財務諸表における重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確かめるための実

証手続を実施し、また、必要に応じて、内部統制の整備状況を調査し、その運用

状況の評価手続を実施しなければならない。 

４ 監査人は、監査の実施の過程において、広く財務諸表全体に関係し特定の財務

諸表項目のみに関連づけられない重要な虚偽表示のリスクを新たに発見した場

合及び当初の監査計画における全般的な対応が不十分であると判断した場合に

は、当初の監査計画を修正し、全般的な対応を見直して監査を実施しなければな

らない。 

５ 監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、経営者が行った見積り

の方法の評価、その見積りと監査人の行った見積りや実績との比較等により、十

分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。 

６ 監査人は、監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には、経営者等に

報告して適切な対応を求めるとともに、適宜、監査手続を追加して十分かつ適切

な監査証拠を入手し、当該不正等が財務諸表に与える影響を評価しなければなら

ない。 

７ 監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性に関して合

理的な期間について経営者が行った評価を検討しなければならない。 

８ 監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存

在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経

営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない。 

９ 監査人は、適正な財務諸表を作成する責任は経営者にあること、財務諸表の作

成に関する基本的な事項、経営者が採用した会計方針、経営者は監査の実施に必

要な資料を全て提示したこと及び監査人が必要と判断した事項について、経営者

から書面をもって確認しなければならない。 
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四 他の監査人等の利用 

１ 監査人は、他の監査人によって行われた監査の結果を利用する場合には、当該

他の監査人によって監査された財務諸表等の重要性、及び他の監査人の品質管理

の状況等に基づく信頼性の程度を勘案して、他の監査人の実施した監査の結果を

利用する程度及び方法を決定しなければならない。 

２ 監査人は、専門家の業務を利用する場合には、専門家としての能力及びその業

務の客観性を評価し、その業務の結果が監査証拠として十分かつ適切であるかど

うかを検討しなければならない。 

３ 監査人は、企業の内部監査の目的及び手続が監査人の監査の目的に適合するか

どうか、内部監査の方法及び結果が信頼できるかどうかを評価した上で、内部監

査の結果を利用できると判断した場合には、財務諸表の項目に与える影響等を勘

案して、その利用の程度を決定しなければならない。 

第四 報告基準 

一 基本原則 

１ 監査人は、適正性に関する意見を表明する場合には、経営者の作成した財務諸

表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているかどうかについての意見を表明しなければならない。なお、特別の利用

目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表については、当該財務諸表

が当該会計の基準に準拠して、上記と同様にすべての重要な点において適正に表

示しているかどうかについての意見を表明しなければならない。

監査人は、準拠性に関する意見を表明する場合には、作成された財務諸表が、

すべての重要な点において、財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に

準拠して作成されているかどうかについての意見を表明しなければならない。

監査人は、準拠性に関する意見を表明する場合には、適正性に関する意見の表

明を前提とした以下の報告の基準に準じて行うものとする。

２ 監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

適正に表示されているかどうかの判断に当たっては、経営者が採用した会計方針

が、企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうかのみならず、そ
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の選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか並

びに財務諸表の表示方法が適切であるかどうかについても評価しなければなら

ない。 

３ 監査人は、監査意見の表明に当たっては、監査リスクを合理的に低い水準に抑

えた上で、自己の意見を形成するに足る基礎を得なければならない。 

４ 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、自己の意見を形成

するに足る基礎を得られないときは、意見を表明してはならない。 

５ 監査人は、意見の表明に先立ち、自らの意見が一般に公正妥当と認められる監

査の基準に準拠して適切に形成されていることを確かめるため、意見表明に関す

る審査を受けなければならない。この審査は、品質管理の方針及び手続に従った

適切なものでなければならない。品質管理の方針及び手続において、意見が適切

に形成されていることを確認できる他の方法が定められている場合には、この限

りではない。 

二 監査報告書の記載区分 

１ 監査人は、監査報告書において、監査の対象、経営者の責任、監査人の責任、

監査人の意見を明瞭かつ簡潔にそれぞれを区分した上で、記載しなければならな

い。ただし、意見を表明しない場合には、その旨を監査報告書に記載しなければ

ならない。 

２ 監査人は、財務諸表の記載について強調する必要がある事項及び説明を付す必

要がある事項を監査報告書において情報として追記する場合には、意見の表明と

は明確に区別しなければならない。 

三 無限定適正意見の記載事項 

監査人は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をす

べての重要な点において適正に表示していると認められると判断したときは、その

旨の意見（この場合の意見を「無限定適正意見」という。）を表明しなければなら

ない。この場合には、監査報告書に次の記載を行うものとする。 

（１）監査の対象 

監査対象とした財務諸表の範囲 

（２）経営者の責任 
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財務諸表の作成責任は経営者にあること、財務諸表に重要な虚偽の表示がない

ように内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあること 

（３）監査人の責任 

監査人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあるこ

と 

 一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと、監査の

基準は監査人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得

ることを求めていること、監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手

続を含むこと、監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討してい

ること、監査手続の選択及び適用は監査人の判断によること、財務諸表監査の目

的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないこと、監査の

結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであ

ること 

（４）監査人の意見 

経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての

重要な点において適正に表示していると認められること 

四 意見に関する除外 

１ 監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表

示方法に関して不適切なものがあり、その影響が無限定適正意見を表明すること

ができない程度に重要ではあるものの、財務諸表を全体として虚偽の表示に当た

るとするほどではないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意見を

表明しなければならない。この場合には、別に区分を設けて、除外した不適切な

事項及び財務諸表に与えている影響を記載しなければならない。 

２ 監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表

示方法に関して不適切なものがあり、その影響が財務諸表全体として虚偽の表示

に当たるとするほどに重要であると判断した場合には、財務諸表が不適正である

旨の意見を表明しなければならない。この場合には、別に区分を設けて、財務諸

表が不適正であるとした理由を記載しなければならない。 

五 監査範囲の制約 
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１ 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定適正意見を

表明することができない場合において、その影響が財務諸表全体に対する意見表

明ができないほどではないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意

見を表明しなければならない。この場合には、別に区分を設けて、実施できなか

った監査手続及び当該事実が影響する事項を記載しなければならない。 

２ 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、財務諸表全体に対

する意見表明のための基礎を得ることができなかったときには、意見を表明して

はならない。この場合には、別に区分を設けて、財務諸表に対する意見を表明し

ない旨及びその理由を記載しなければならない。 

３ 監査人は、他の監査人が実施した監査の重要な事項について、その監査の結果

を利用できないと判断したときに、更に当該事項について、重要な監査手続を追

加して実施できなかった場合には、重要な監査手続を実施できなかった場合に準

じて意見の表明の適否を判断しなければならない。 

４ 監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与え

る当該事象又は状況の影響が複合的かつ多岐にわたる場合には、重要な監査手続

を実施できなかった場合に準じて意見の表明ができるか否かを慎重に判断しな

ければならない。 

六 継続企業の前提 

１ 監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において、継続企業の前

提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていると判断して無限定適正意見

を表明するときには、継続企業の前提に関する事項について監査報告書に追記し

なければならない。 

２ 監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において、継続企業の前

提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていないと判断したときには、当該

不適切な記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明するか、又は、

財務諸表が不適正である旨の意見を表明し、その理由を記載しなければならない。 

３ 監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関

して経営者が評価及び対応策を示さないときには、継続企業の前提に関する重要

な不確実性が認められるか否かを確かめる十分かつ適切な監査証拠を入手でき

ないことがあるため、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表
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明の適否を判断しなければならない。 

４ 監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合に

は、継続企業を前提とした財務諸表については不適正である旨の意見を表明し、

その理由を記載しなければならない。 

七 追記情報 

監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事 

項は、監査報告書にそれらを区分した上で、情報として追記するものとする。 

（１）正当な理由による会計方針の変更 

（２）重要な偶発事象 

（３）重要な後発事象 

（４）監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務諸表の表示とその他の記

載内容との重要な相違 

八 特別目的の財務諸表に対する監査の場合の追記情報 

監査人は、特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表に対

する監査報告書には、会計の基準、財務諸表の作成の目的及び想定される主な利用

者の範囲を記載するとともに、当該財務諸表は特別の利用目的に適合した会計の基

準に準拠して作成されており、他の目的には適合しないことがある旨を記載しなけ

ればならない。 

また、監査報告書が特定の者のみによる利用を想定しており、当該監査報告書に

配布又は利用の制限を付すことが適切であると考える場合には、その旨を記載しな

ければならない。 
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資料５－５－１

平成26年５月29日現在
（消費者行政機関等）
消費者庁地方協力課長 村 松 茂
国民生活センター相談情報部長 鈴 木 基 代
東京都消費生活総合センター所長 越 秀 幸
日本司法支援センター第一事業部情報提供課長 中 井 幹 晴

（消費者団体）
全国消費者団体連絡会政策スタッフ 小 浦 道 子
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会理事 唯 根 妙 子
全国消費生活相談員協会主任研究員 樋 山 昌 子

（指定紛争解決機関）
全国銀行協会金融ＡＤＲ部長 渡 邉 俊 之
信託協会信託相談所長 岡 本 康 二
生命保険協会生命保険相談室長 酒 巻 宏 明
日本損害保険協会理事損害保険相談・紛争解決サポートセンター本部長 森 栄 二
保険オンブズマン専務理事 瀧 下 行 夫
日本少額短期保険協会少額短期ほけん相談室室長 五十嵐 正明
証券・金融商品あっせん相談センター副センター長 坂 井 竜 裕
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター長 八 木 直 人

（業界団体・自主規制機関）
全国信用金庫協会業務管理部長 渡 邉 勝 彦
全国信用組合中央協会しんくみ相談所上席考査役 二 宮 茂
全国労働金庫協会コンプライアンス室長 佐 藤 洋 貴
日本商品先物取引協会自主規制グループ長 中 曽 根 淳
農林中央金庫総合企画部企画開発室長（農漁協系統金融機関代表） 関 口 浩 二
不動産証券化協会総務部長・苦情相談室長 山口 真紀子
日本資金決済業協会事務局長 永 澤 修

（弁護士会）
長島・大野・常松法律事務所，弁護士 井 上 聡
西村あさひ法律事務所，弁護士 森 倫 洋
港共同法律事務所，弁護士 石 戸 谷 豊

（学識経験者）
生活経済ジャーナリスト 高 橋 伸 子

【座長代理】 早稲田大学法学学術院教授 犬 飼 重 仁
東京大学大学院法学政治学研究科教授 神 作 裕 之

【座長】 一橋大学大学院法学研究科教授 山 本 和 彦

（金融当局）
金融庁総務企画局企画課長 藤 本 拓 資
金融庁総務企画局政策課金融サービス利用者相談室長 熊 谷 尚 秋
金融庁監督局総務課長 西 田 直 樹
経済産業省経済産業政策局産業資金課課長補佐 岩 佐 圭 祐
厚生労働省労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室室長補佐 佐 藤 秀 一
国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室長 久 保 田 誉
総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課長 藤 野 克
農林水産省経営局金融調整課組合金融指導官 安 田 知 己

〔計37名〕
（事務局）
金融庁総務企画局企画課金融トラブル解決制度推進管理官 赤 平 吉 仁

〔合計38名〕

金融トラブル連絡調整協議会委員名簿

（敬称略、順不同）
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資料５－５－２

金融トラブル連絡調整協議会の開催状況
回数 開催日 議題 

1 
平成 12 年 

9 月 7 日 

○金融審議会答申及びワーキンググループ報告について 

○金融トラブル連絡調整協議会の運営方法について 

2 11 月 8 日 ○「個別紛争処理における機関間連携の強化」について 

3 
平成 13 年 

1 月 16 日 
○「苦情・紛争処理手続の透明化」について 

4 4 月 3 日 ○「苦情・紛争処理事案のフォローアップ」について 

5 5 月 31 日 ○「苦情・紛争処理実績に関する積極的公表」について 

6 8 月 7 日 ○「広報活動を含む消費者アクセスの改善」について 

7 10 月 2 日 ○「機関間連携のあり方」について 

8 11 月 19 日 ○「苦情・紛争処理のモデルの中間試案」について 

9 
平成 14 年 

1 月 15 日 

○「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル

（案）」について 

10 2 月 8 日 ○「協議会における今後の取組みに係る論点メモ」について 

11 3 月 27 日 ○「苦情・紛争解決支援のモデル（案）に寄せられた意見」について 

12 4 月 25 日 ○「苦情・紛争解決支援のモデルの修正案」について 

13 5 月 23 日 ○「金融トラブル連絡調整協議会の今後の取組みについて」（１） 

14 6 月 17 日 ○「金融トラブル連絡調整協議会の今後の取組みについて」（２） 

15 7 月 22 日 
○「金融トラブル連絡調整協議会の今後の進め方について」 

○「苦情・紛争解決支援のモデルのフォローアップの方法」について 

16 10 月 11 日 ○「フォローアップ－自己評価結果の報告と意見交換－」（１） 

17 11 月 5 日 ○「フォローアップ－自己評価結果の報告と意見交換－」（２） 

18 12 月 12 日 
○「フォローアップ－自己評価結果の報告と意見交換－」（３） 

○「機関間連携（総論）」について（１） 

19 
平成 15 年 

2 月 5 日 

○「機関間連携（総論）」について（２） 

○「実務者ネットワークの論点整理」について（１） 

○「金融商品販売法の施行状況の調査、点検の結果」について 

20 4 月 21 日 
○「機関間連携（弁護士仲裁センター）」について（１） 

○「苦情・紛争解決支援規則の再評価結果」について 

21 6 月 24 日 

○「機関間連携（弁護士仲裁センター）」について（２） 

○「実務者ネットワークの論点整理」について（２） 

○「消費者の認知に向けた PR」について 

22 9 月 9 日 
○「公的機関との連携」について（１） 

○「金融トラブルの解決に向けたその他の方策」について 

23 11 月 25 日 

○「公的機関との連携」について（２） 

○「協議会の今後の進め方」について 

○「その他：外国為替証拠金取引」について 

24 
平成 16 年 

3 月 24 日 

○「平成 15 年中の苦情紛争解決事例等」について 

○「金融商品販売法の施行状況フォローアップ」について 

25 5 月 28 日 
○「証券分野における苦情紛争解決の取組み」について 

○「無認可共済に係る相談事例等」について 
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回数 開催日 議題 

26 
平成 16 年 

6 月 24 日 

○総合的なＡＤＲの制度基盤の整備の検討状況について 

○平成 15年度内の規則及び運用の改善等について 

○金融トラブル連絡調整協議会の成果等について 

27 9 月 10 日 

○ＡＤＲ法（仮称）の検討状況について 

○「金融サービス利用者相談室」（仮称）の設置について 

○今後の協議会の活動について 

28 
平成 17 年 

1 月 31 日 

○苦情紛争事例のケース・スタディ 

○海外のＡＤＲ事情報告について 

○「金融サービス利用者相談室」の設置について 

29 6 月 3 日 
○平成 16年度内の規則及び運用の改善等について 

○平成 16年度中の苦情・紛争事例等について 

30 10 月 27 日 

○金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況等について 

○裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）関係法令に係る今後の見通し等について 

○偽造・盗難キャッシュカード問題について 

○投資サービス法（仮称）の検討状況について 

31 
平成 18 年 

6 月 23 日 

○金融商品取引法等について 

○平成 17年度の規則の改善等の報告 

○参加団体等における裁判外紛争処理に係る取組みについて 

32 12 月 6 日 

○業界団体の苦情紛争解決支援手続の運用面等改善の取組みについて 

○金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況等について 

○裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（ＡＤＲ法）の平成 19 年４月

施行に向けた事前説明について 

○金融商品取引法の認定投資者保護団体制度の活用について 

○本人確認法施行令等の改正について 

33 
平成 19 年 

6 月 12 日 

○ＡＤＲ法の認証及び金商法（認定投資者保護団体）の認定取得について 

○利用者相談室満足度調査について 

○日本司法支援センター（法テラス）の概要について 

○多重債務問題解決のためのカウンセリングシンポジウムについて 

○平成 18年度における業界団体・自主規制機関の苦情・紛争解決支援について 

34 12 月 7 日 

○「国民生活センターの在り方等に関する検討会」最終報告について 

○業界団体からの報告 

○業界団体の苦情・紛争解決支援手続規則の用語について 

○紛争解決支援手続の弁護士会仲裁センター委託方式における問題点について 

○業界団体の紛争解決支援手続の利用促進について 

35 
平成 20 年 

3 月 31 日 

○金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル改

正のためのワーキンググループについて 

○業界団体等からの報告 

○訴訟等を理由とする金融ＡＤＲ手続の拒否について等 

○最近の消費者政策を踏まえた自由討議 

36 5 月 14 日 

○日本少額短期保険協会における苦情・紛争解決支援の取組み 

○金融トラブル連絡調整協議会のこれまでの取組みと今後の金融ＡＤＲの方向

性について 

37 6 月 17 日 
○平成 19年度における業界団体・自主規制機関の苦情・紛争解決支援について 

○金融ＡＤＲの整備にかかる今後の課題について 

38 6 月 24 日 ○金融ＡＤＲの整備にかかる今後の課題について（続き） 

39 12 月 24 日 

○業界団体からの報告 

○金融審議会金融分科会第一部会・第二部会合同会合報告について 

○「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル」

の改正案について 

40 
平成 21 年 

6 月 19 日 

○平成 20年度における苦情・紛争解決支援について 

○金融トラブル連絡調整協議会の今後の役割について 

○「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル」

の改正について 
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回数 開催日 議題 

41 
平成 23 年 

 2 月 14 日 

○金融ＡＤＲ制度に関する取組状況等 

○各指定紛争解決機関の業務の実施状況等 

○金融トラブル連絡調整協議会の今後の進め方及び自由討議 

42 12 月 1日 
○各指定紛争解決機関の業務実施状況 

○各指定紛争解決機関の利用者利便性向上に向けた取組状況等 

43 
平成 24 年 

 6 月 7日 

○各指定紛争解決機関の業務実施状況（平成 23年度） 

○無登録業者等に関する相談・苦情等の状況 

○利用者利便性向上に向けたアンケートの実施状況 

44  11月 22日 

○各指定紛争解決機関の業務実施状況（平成 24年度上半期） 

○指定紛争解決機関における苦情・紛争事案に係る分析及び金融機関に対する

フィードバックの状況 

○金融ＡＤＲ制度のフォローアップに関する有識者会議の設置 

45 
平成 25 年 

 6 月 3日 

○各指定紛争解決機関の業務実施状況（平成 24年度） 

○金融ＡＤＲ制度のフォローアップに関する有識者会議における議論の取りま

とめ及び指定紛争解決機関向けの監督指針（案） 

○金融ＡＤＲ連絡協議会の設置 

46  12 月 6 日 

○各指定紛争解決機関の業務実施状況（平成 25年度上半期） 

○各指定紛争解決機関の「利用者利便性向上に向けたアンケート」の実施状況 

○「第２回金融ＡＤＲ連絡協議会」の概要報告 

47 
平成 26 年 

 5 月 29 日 

○各指定紛争解決機関の業務実施状況（平成 25年度） 

○公正かつ適確な紛争解決等業務の遂行のための各指定紛争解決機関の相談員

の研修及び紛争解決委員の情報共有等の状況 

○「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等 

○「第３回金融ＡＤＲ連絡協議会」の概要報告 
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金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデルについて 

１．モデルの位置付け 

○ このモデルは、金融分野における苦情・紛争解決支援の改善のため、現状にお

いて実現可能な範囲の下で理想的と考えられる苦情・紛争解決支援手続を金融ト

ラブル連絡調整協議会として策定したものであり、金融分野における各業界団

体・自主規制機関において、このモデルを踏まえた苦情・紛争解決支援手続の整

備が期待されるものと位置付けられる。 

○ なお、このモデルでは、業界団体・自主規制機関が行なう苦情・紛争の解決に

ついて、これまでの「処理」という概念に替えて、当事者による解決を支援する

という立場を明確にするため、「解決支援」という概念を導入している。 

２．モデルの策定の経緯 

平成１２年 ９月 ７日 協議会設置 

平成１３年 １月１７日 モデル策定及びモデル策定のためのワーキンググルー

プの設置を決定。 

      ３月 ６日 ワーキンググループ設置。 

     １１月１９日 モデルの中間試案を検討。 

平成１４年 １月１５日 各界からの意見を募集に付すためのモデル案を決定。 

      ４月２５日 モデルを決定。 

３．モデルの概要 

① 理念的事項 

○ 金融分野における苦情・紛争解決支援の基本的理念として、「公正中立」、「透

明性」、「簡易・迅速・低廉」、「実効性の確保」、「金融市場の健全な発展」を明

示。 

○ 苦情等の発生原因の解明及び会員企業・消費者への周知等を通じた再発防止

への取組みを業界団体等が設置する苦情・紛争解決支援機関（以下「機関」と

いう。）の責務として規定。 

② 通則的事項 

○ 苦情・紛争の定義や守秘義務等の苦情解決支援と紛争解決支援に共通する事

項を規定。 
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○ 機関の利用を促進するため、機関及び会員企業による機関の消費者への周知

やアクセスポイントの拡充等を規定。 

○ いわゆる「たらい回し」を防ぐため、機関間連携として行なうべきことを提

示。 

○ 苦情・紛争解決支援実績等の公表や機関に対する外部評価の実施を通じて機

関の運営の適正化や規制整備を推進。 

③ 苦情解決支援規則 

○ 取扱う苦情や苦情申立人の範囲、標準処理期間、苦情解決支援を行なわない

場合を明示することにより、手続の進行に当たっての基準を明確化。 

○ 苦情受付時の手続の概要の説明や苦情解決支援を行なわない場合の理由の説

明、結果の報告、苦情未解決の場合の取扱い等、機関が申立人に対して行なう

べきことを規定。 

○ 苦情の解決の促進や、機関による調査への協力、相対交渉の際の対応等の会

員企業が行なうべきことを明示。 

○ 会員企業に対する措置・勧告等苦情の解決及び再発防止に向けて機関が積極

的に行なうべきことを規定。 

○ 紛争解決支援手続を設けていない機関も想定して、他の紛争解決機関の紹介

や苦情解決支援段階での解決案の提示も規定。 

④ 紛争解決支援規則 

○ 紛争解決支援委員会（機関の委嘱を受けて紛争解決支援手続を実施する者）

の設置や利害関係者の排除、運営委員会の設置等を規定することにより、機関

の組織面からも中立性・公正性を担保。 

○ 取り扱う紛争や紛争申立人・代理人の範囲、あっせん・調停を行なわない場

合や手続を打ち切る場合等の手続の進行に当たっての基準を明確化。 

○ 会員企業に対する事実調査・資料提出要求や措置・勧告等の機関の会員企業

に対する権限を明確化するとともに、調査等に対する会員企業の協力義務を規

定。 

○ 提示されたあっせん・調停案について、会員企業による尊重義務を規定する

とともに、正当な理由なく受諾しない場合など紛争解決支援委員会が必要と認

める場合は、当該企業名を公表することも併せて規定。 
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金融分野における裁判外の苦情・紛争解決支援制度（金融ＡＤＲ）の整備

にかかる今後の課題について（座長メモ）要旨 

平成 20年６月 24日 金融トラブル連絡調整協議会 

金融ＡＤＲのあり方 

○金融ＡＤＲの理念 

金融ＡＤＲは、金融トラブルにおける個別の利用者保護だけでなく、金融取引適

正化のルールの実効性確保の仕組みであり、その充実は、金融取引への消費者の信

頼を高め、金融・資本市場の健全な発展にも資する。 

金融ＡＤＲは、①業界横断的機能、②苦情・紛争解決の一連の手続、③中立・公

正性、透明性、秘密性、迅速性、低廉性という手続の質、の３要素の実現が重要。 

○運営主体 

金融の専門性の観点から、業界団体等で蓄積する知識・経験や人材を使うべきで

あり、民間が金融ＡＤＲの運営主体となるべきとの意見が多数。 

○中立性・公正性の確保 

紛争解決支援に従事する者、相談対応や苦情解決支援に従事する者に、中立・公

正に権限を行使できる立場が確保されるべきとの意見が、消費者団体、弁護士会、

学識経験者委員の大勢。 

金融ＡＤＲは、独立採算制の委員会による運営とし、組織の手続の透明性を高め

るなど、その独立性・透明性が明らかとなるような組織構築が必要であるとの意見

が、消費者団体、弁護士会、学識経験者委員の大勢。 

他方、業界団体等委員からは、業者に対しても中立・公正であることが必要との

意見。 

○実効性の確保 

・自主規制機関化 

消費者団体、弁護士会委員から、業法上の自主規制機関化により、柔軟・迅速に

拘束力ある自主規制規則を積み上げ、苦情・紛争解決に際し考慮するルールとでき

る、また、紛争解決を通じ、販売方法等の改善策の検討ができるとの意見。 

他方、業法上の自主規制機関化が直ちにＡＤＲ機能の強化につながるか疑問との

意見、業法上の自主規制機関化以外に、例えば、任意団体での申合せや、ＡＤＲ機

能の法制化等により、金融ＡＤＲの実効性を確保できるとの意見が、業界団体等委

員等の多数であり、弁護士会、学識経験者委員にも同様の意見。 
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・金融ＡＤＲ機関の認定 

金融ＡＤＲ機関に一定の水準を確保するため、金融庁等の行政が、認定すること

とし、中立性・公正性確保のための体制、金融の専門的知見を有する手続実施者の

選任体制、実効性ある解決のための手続規則などを要件としてはどうかとの意見が、

消費者団体、弁護士会、学識経験者委員の大勢。 

・金融ＡＤＲ機関との契約締結義務付け 

業者に、上記認定金融ＡＤＲ機関との契約締結を免許等の要件として義務付け、

さらに手続応諾義務、誠実交渉義務、結果尊重義務が課され、また、アクセスの容

易性への配慮がされるべきとの意見が、消費者団体、弁護士会、学識経験者委員の

大勢。 

○統一化・包括化 

将来的には統一的・包括的な第三者型機関を設置等することが望ましいが、解決

すべき課題も多く、慎重な検討が必要であり、各金融ＡＤＲの組織や運営の水準を

引き上げるなど標準化を図り、連携を強化しつつ、中長期的に検討していくべきと

の意見が多数。 

○今後の方向性 

金融ＡＤＲ機関に一定の水準・要件を確保等するための法的整備が必要であると

の意見が、消費者団体、弁護士会、学識経験者委員の大勢。 

業者の、一定の水準・要件を満たす金融ＡＤＲ機関における手続応諾義務、誠実

交渉義務、結果尊重義務を、法的に担保することが必要との意見が、消費者団体、

弁護士会、学識経験者委員の大勢。 

他方、業界団体等委員からは、自主的取組みの結果、金融ＡＤＲの公正性・中立

性、業者の手続応諾等が確保されてきており、自主的な取組みを強化していくこと

でよいとの意見が多数。 

おわりに 

本座長メモが遅滞なく、業界団体等において、今後の金融ＡＤＲ改善の取組みに

活かされるとともに、政府において、今後の金融ＡＤＲの改善に向けた具体的な検

討に活かされることを期待。 

以 上 
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前年
同期比

不開始 解決 移行 不応諾 不調 移送 その他 計 １月未満
１月以上
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上 計

326 746 ▲31% 1,072 770 302 0 412 126 0 42 0 190 770 286 261 158 65 770

2 2 ▲60% 4 4 0 0 2 1 0 1 0 0 4 2 1 1 0 4

94 205 ▲4% 299 193 106 0 69 92 0 5 0 27 193 30 93 53 17 193

1,006 1,273 7% 2,279 1,314 965 0 1,061 107 0 136 0 10 1,314 328 488 233 265 1,314

41 161 ▲19% 202 164 38 0 98 0 0 66 0 0 164 79 80 3 2 164

5 58 13% 63 59 4 0 39 2 0 0 0 18 59 40 16 2 1 59

66 491 3% 557 497 60 0 411 72 0 6 0 8 497 360 100 30 7 497

5 54 ▲22% 59 53 6 0 51 0 0 0 0 2 53 49 1 1 2 53

1,545 2,990 ▲9% 4,535 3,054 1,481 0 2,143 400 0 256 0 255 3,054 1,174 1,040 481 359 3,054

（注２）計数は速報値である。

日本少額短期保険協会

日本貸金業協会

（注１）各指定紛争解決機関からの報告に基づき金融庁で作成。

証券・金融商品
あっせん相談センター

指定紛争解決機関の苦情処理手続実施状況
（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

当期の
受付件数

受付件数
計

全国銀行協会

前期の
未済件数

１．苦情処理手続の実施状況

（1）苦情処理手続件数（当期の状況）

当期の
既済件数

当期の
未済件数

（単位：件）

日本損害保険協会

（３）苦情処理手続（不応諾及び移送を除く。）
    の所要期間（当期の既済事件）

合計

生命保険協会

(指定紛争解決機関名)

信託協会

（２）苦情処理手続の終了事由別の内訳件数（当期の既済事件）

保険オンブズマン

【凡例】
○不開始・・・手続が開始される前に苦情が解決したため、手続開始に至らなかったもの。
○解 決・・・手続開始後に苦情が解決したもの。
○移 行・・・苦情処理手続を実施したが、最終的に紛争解決手続へ移行したもの。

○不応諾・・・金融機関が苦情処理手続に応じなかったもの。

○不 調・・・苦情処理手続を実施したが、申立人の納得が得られなかったもの（移行を除く）。

○移 送・・・指定紛争解決機関が、他の指定紛争解決機関の苦情処理手続に付することが適当と認めたもの。
○その他・・・苦情処理手続が終了しているが、上記のいずれにも分類されないもの。

資料５－５－５
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前年
同期比

和解
特別
調停

見込み
なし

双方の
離脱

一方の
離脱

不応諾 移送 その他 計 １月未満
１月以上
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上 計

288 140 ▲70% 428 308 120 180 1 89 0 38 0 0 0 308 5 50 143 110 308

1 1 皆増 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

72 97 ▲17% 169 98 71 7 21 69 0 1 0 0 0 98 10 36 38 14 98

186 208 ▲1% 394 208 186 26 31 141 0 7 0 0 3 208 1 44 88 75 208

7 18 38% 25 13 12 7 0 4 0 1 0 0 1 13 2 1 9 1 13

1 2 皆増 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2

35 72 1% 107 80 27 44 0 21 0 6 0 0 9 80 5 42 27 6 80

1 8 60% 9 5 4 2 0 1 0 0 0 0 2 5 0 4 1 0 5

591 546 ▲38% 1,137 715 422 269 53 325 0 53 0 0 15 715 23 178 308 206 715

指定紛争解決機関の紛争解決手続実施状況
（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

当期の
受付件数

受付件数
計

（２）紛争解決手続の終了事由別の内訳件数（当期の既済事件）
（３）紛争解決手続（不応諾及び移送を除く。）
    の所要期間（当期の既済事件）

成　立

２．紛争解決手続の実施状況 （単位：件）

成立以外

当期の
未済件数

（注２）計数は速報値である。

証券・金融商品
あっせん相談センター

保険オンブズマン

当期の
既済件数

生命保険協会

合計

(指定紛争解決機関名)

（1）紛争解決手続件数（当期の状況）

前期の
未済件数

信託協会

日本貸金業協会

（注１）各指定紛争解決機関からの報告に基づき金融庁で作成。

日本少額短期保険協会

全国銀行協会

日本損害保険協会

【凡例】
○和 解・・・紛争解決委員が提示する和解案により解決したもの。
○特別 調 停・・・紛争解決委員が提示する特別調停案（和解案であって、金融機関が原則受け入れなければならないもの）により解決したもの。
○見込みなし・・・紛争解決委員が、紛争解決手続によっては、和解が成立する見込みがないと判断して終了したものなど。

○双方の離脱・・・紛争の当事者双方が、紛争解決手続によっては紛争の解決を図ることはしないこととして、合意により終了したもの。
○一方の離脱・・・紛争の当事者のいずれか一方が、申立ての取下げや手続からの離脱により終了したもの。

○不 応 諾・・・顧客の不応諾及び金融機関の正当な理由のある不応諾。

○移 送・・・紛争解決委員が、他の指定紛争解決機関の紛争解決手続に付することが適当と認めたもの。
○そ の 他・・・紛争解決手続が終了しているが、上記のいずれにも分類されないもの。
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　　　 　　　　　　機関名
 報告項目 全国銀行協会 信託協会 生命保険協会 日本損害保険協会

実施概要

● 開始時期は、平成23年10月。

● 実施目的は、紛争解決等手続の改善および苦情・紛
争の未然防止。

● 実施対象は、事情聴取を実施した事案（不調事案を含
む）の当事者双方（銀行側には四半期ごとに依頼（平成
24年11月以降）)。

● 実施内容は、全銀協相談室相談員、あっせん委員会
事務局担当者の対応を含む手続全般の丁寧さ、あっせ
ん委員の説明の分かりやすさ、手続全般についての評価
ならびに意見・要望。

● 開始時期は、平成23年10月。

● 実施目的は、苦情対応・紛争解決手続の改善のた
め。

● 実施対象は、申出人、相手方金融機関に対して和解
成立の有無に係わらず実施。

● 実施内容は、信託相談所を知るきっかけ、説明文書
等のわかりやすさ、相談員の対応の親切さ、相談員のア
ドバイスの役立ち度、紛争解決手続きに係る相談員の説
明のわかりやすさ・親切度、申立てからあっせんまでに要
した時間、信託相談所・あっせん委員会に対する満足度
等。

● 開始時期は、平成24年４月（不調事案は同年10月より実施）。
● 実施目的
・ 生命保険相談所を利用いただいた方の率直な意見（感想・意見・要望等）を今後
の紛争解決等業務・手続の運営見直し等に活かし、より中立性・公正性、利便性
等の高い相談所業務運営（質的向上）を図っていくこと。
● 実施対象
・ 裁定審査会に申立てをされた方（不調事案を含む）および相手方保険会社（た
だし、申立て不受理など裁定結果を提示するまでに至らなかった事案の申立人は
対象外）。
● 実施内容（設問内容等）
・ 苦情処理手続を含めた、裁定審査会への申立て受付から裁定結果決定（通知）
に至るまでの手続面に関する設問。
・ 上記目的のため利用者アンケートを実施していること、いただいた意見・要望の
内容および対応・改善状況等について、「相談所リポート」に掲載し、消費生活セ
ンター等の関係機関に配布するとともにＨＰで公表（平成25年7月）。

● 開始時期は、平成24年４月。

● 実施目的は、紛争解決手続の改善のため。

● 実施対象は、紛争解決手続を終了（和解・不調等）し
たすべての事案（平成25年４月から対象を拡大）。申立人
および保険会社の双方に実施。

● 実施内容は、手続面に関する設問を中心とする。

実施状況・
意見を踏ま
えた改善等

● 回収状況は、対象事案1,249件に対し、申立人からの
回答が773件であった（回収率約62％）。【集計期間：平成
23年10月～平成25年９月】

● 申立人からの質問各項目への回答は、約70％から
80％が評価。

● 申立人からの主な意見は、評価・謝意等が多数を占
めた一方で、不満・要望等もあった（詳細は、「資料２－２」
参照）。

● 意見を踏まえた改善事項は、あっせん委員に「説明が
分かりにくかった」等の意見をフィードバックして分かりや
すい説明を徹底するなど、必要に応じて実施（詳細は、
「資料２－２」参照）。

● アンケートの実施状況等は、全銀協ホームページに公
表（平成25年７月）。

● 回収状況は、100％。【平成23年10月～25年10月】

● 申立人の主な意見
・ 冒頭、あっせん委員の自己紹介があればよかった。

● 意見を踏まえた改善事項
・ 従前より、あっせん委員のネームプレートは設置してい
るが、併せて、事務局より、委員の職業等（弁護士、消費
者問題の専門家等）を説明することにした。

● 回収状況【平成24年４月～平成25年９月】
・ 対象者数：177件、回答数：89件、回収率：50.3％
　（内訳）・【和解事案】対象者数：80件、回答数：69件、回収率：86.3％
  　        ・【不調事案】対象者数：97件、回答数：20件、回収率：20.6％
● 申立人の主な意見
【肯定的な意見等】
・ 相談員の応対について、大変親切、丁寧にアドバイスしていただき助かった。
・ 申立書作成にあたり、記入例等は大いに参考になった。
・ 裁定審査会事務局職員のサポートについて、書類の作成で分からない部分を分かり易く説
明してくれた。
・ 中立公正に判断されたので、裁定審査会の委員構成（３者合議制）に問題ない。
・ 結果は希望どおりにならなかったが、自分の主張を一部でも認めてもらえたので満足。
【その他の意見等】
・ 相談員の応対について、もっと相談者の立場に立った対応が必要であると感じた。
・ 申立書作成にあたり、慣れていないので、作成方法が良く分からず負担であった。
・ 相談所は業界団体による運営のため裁定審査会委員が公正に判断するか不安であった。
・ 初めての申立てであり、終了までの手続期間のイメージが分からなかった。
● 意見を踏まえた改善事項
・ 相談員に対しアンケート内容をフィードバックするとともに、中立・公正な立場に立ってできる
限り丁寧な対応を心掛けるよう研修等を通じてあらためて指導した。
・ 申立書用紙送付事務全般を見直し、同封する作成要領を充実させ、「記入例」、「証拠書類
一覧」等を別途提供することにより、申立書作成への負担感の軽減を図った。
・ 当会ホームページや申立人への手続説明書面にて、裁定審査会委員の構成だけでなく、
「いずれの委員も生命保険会社と特別の利害関係を有しない中立・公正な第三者であるこ
と」、「仮に当事者と利害関係を有する委員が存在した場合は、同委員は当該案件の手続・審
理に参加することができない仕組みであること」を明記した。
・ 当会ホームページや申立人への手続説明書面にて、手続処理期間の平均期間などの具体
的な目安を明記した。

● 回収状況は、対象208件に対して、申立人50件
（24％）、保険会社170件（82％）。【平成25年４月１日～９
月30日】

● 主な意見は、「評価・謝意」が168件（94％）、「不満・意
見・要望」は10件（６％）となっており、後者の具体例とし
て、「申立書作成や資料提出に負担を感じる」、「面談実
施を希望する」等があった。

● 意見を踏まえた改善対応として、手続利用の手引きの
作成・改定等を行っている。

● アンケートの実施状況等は、機関誌（紙媒体、ホーム
ページ）に掲載（平成25年７月）。

 　　　　　　　　　機関名
 報告項目 保険オンブズマン 日本少額短期保険協会 証券・金融商品あっせん相談センター 日本貸金業協会

実施概要

● 開始時期は、当年度内の予定。

● 実施目的は、満足度の調査、手続の改善点の把握。

● 実施対象は、終結した紛争解決手続案件全件。

● 実施内容は、検討中。

● 開始時期は、平成24年４月（当該年度に取り扱った紛
争案件）。

● 実施目的は、裁定委員会の運営等の参考。

● 実施対象は、紛争事案（不調事案含む）における当事
者双方。

● 実施内容は、少額短期ほけん相談室を知ったきっか
け、ホームページの内容、相談員の対応、所要時間、満
足度等。

● 開始時期は、平成23年９月。

● 実施目的は、紛争解決手続の資質向上及び改善等。

● 実施対象は、紛争事案において終結（和解・不調）した事案の
当事者双方及び担当相談員。

● 実施内容は、紛争解決委員及び担当相談員の対応、所要期
間等（詳細は、「資料２－２」参照）。

● 開始時期は、平成25年４月。

● 実施目的は、紛争解決手続の改善及び利用者の利便
性の向上。

● 実施対象は、紛争事案において終了した不調事案を
含む事案の当事者双方。

● 実施内容は、貸金業相談・紛争を知ったきっかけ、事
務局の説明・対応及び紛争解決委員の対応、手数料額、
紛争解決手続の所要期間等の満足度について。

実施状況・
意見を踏ま
えた改善等

● 回収状況は、該当案件４件のうち申立人より回答３件
（回答なし１件）、事業者は全件。【平成24年４月～平成25
年９月】

● 申立人の主な意見
・ 対応段階におけるご意見は親切・誠実・丁寧であり、当
該機関を利用することが役立ったとのご意見がほとんど
であった。

● 意見を踏まえた改善事項など
・ 他機関との連携と併せた広報活動を強化する。

● 回収状況は、対象事案735件に対し、申立人からの回答が371
件（回収率50％）、被申立人からの回答が447件（回収率61％）。
[平成23年９月～平成25年９月]

● 申立人の主な意見は、評価・謝意等が103件（18％）、不満・意
見・要望等が71件（13％）であった。

● 意見を踏まえた改善事項は、アンケートに寄せられた意見・要
望について、「あっせん委員との懇談会」等においてフィードバック
を行い、当該意見・要望を踏まえたあっせん手続を行うよう、改善
に努めている（詳細は、「資料２－２」参照）。

●アンケートの実施状況等は、機関誌（紙媒体、ホームページ）に
掲載（平成25年３月）。

● 回収状況は、対象事案５件に対し、申立人からの回答
が２件、相手方が４件であった（回収率は6/10=60％）。
【対象期間：平成25年４月１日～９月30日】

● 申立人の意見は、紛争解決委員の質問や説明等は分
かりやすく、対応も丁寧であるとの評価があった一方で、
和解したが相手方業者の意見が優先された感じを受けた
との不満もあった。

● 意見を踏まえた改善事項は、一定期間、アンケートを
積み重ねた後に分析を行った上で改善検討を行い、併せ
て、紛争解決委員への情報フィードバックを実施する予
定。

各指定紛争解決機関の「利用者利便性向上に向けたアンケート」の実施状況

※ 本資料は、各金融ＡＤＲ機関からの報告に基づき、金融庁で作成。
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第２回「金融ＡＤＲ連絡協議会」について

◇日時：平成 25年９月 17日（火） 15:00 ～ 17:00 

◇場所：中央合同庁舎第７号館 18 階 1807 会議室 

議 事 次 第 

Ⅰ．開会 

Ⅱ．分析・フィードバックの状況について 

Ⅲ．関係機関との連携等について 

Ⅳ．その他（金融ＡＤＲ連絡協議会の英文名称について） 

Ⅴ．閉会 

－393－



前年
同期比

不開始 解決 移行 不応諾 不調 移送 その他 計 １月未満
１月以上
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上 計

326 1,365 ▲31% 1,691 1,414 277 0 728 217 0 75 0 394 1,414 496 504 293 121 1,414

2 3 ▲70% 5 5 0 0 3 1 0 1 0 0 5 2 2 1 0 5

95 372 ▲6% 467 377 90 0 130 188 0 10 0 49 377 51 163 131 32 377

1,006 2,569 ▲1% 3,575 2,574 1,001 6 2,106 189 0 249 0 24 2,574 647 924 484 519 2,574

41 299 ▲23% 340 307 33 1 189 1 0 108 7 1 307 143 142 12 3 300

5 102 5% 107 100 7 0 77 4 0 0 0 19 100 73 23 3 1 100

66 861 ▲3% 927 887 40 0 756 116 0 7 0 8 887 640 176 57 14 887

5 95 ▲19% 100 99 1 0 89 5 0 2 0 3 99 84 7 4 4 99

1,546 5,666 ▲12% 7,212 5,763 1,449 7 4,078 721 0 452 7 498 5,763 2,136 1,941 985 694 5,756合計

（注１）各指定紛争解決機関からの報告に基づき金融庁で作成。

（注２）計数は速報値である。

生命保険協会

日本損害保険協会

保険オンブズマン

日本少額短期保険協会

証券・金融商品
あっせん相談センター

日本貸金業協会

前期の
未済件数

当期の
受付件数

全国銀行協会

信託協会

指定紛争解決機関の苦情処理手続実施状況
（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

１．苦情処理手続の実施状況 （単位：件）

(指定紛争解決機関名)

（1）苦情処理手続件数（当期の状況） （２）苦情処理手続の終了事由別の内訳件数（当期の既済事件）
（３）苦情処理手続（不応諾及び移送を除く。）
    の所要期間（当期の既済事件）

受付件数
計

当期の
既済件数

当期の
未済件数

【凡例】
○不開始・・・手続が開始される前に苦情が解決したため、手続開始に至らなかったもの。
○解 決・・・手続開始後に苦情が解決したもの。
○移 行・・・苦情処理手続を実施したが、最終的に紛争解決手続へ移行したもの。

○不応諾・・・金融機関が苦情処理手続に応じなかったもの。

○不 調・・・苦情処理手続を実施したが、申立人の納得が得られなかったもの（移行を除く）。

○移 送・・・指定紛争解決機関が、他の指定紛争解決機関の苦情処理手続に付することが適当と認めたもの。
○その他・・・苦情処理手続が終了しているが、上記のいずれにも分類されないもの。

資料５－５－６
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前年
同期比

和解
特別
調停

見込み
なし

双方の
離脱

一方の
離脱

不応諾 移送 その他 計 １月未満
１月以上
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上 計

288 247 ▲69% 535 446 89 263 2 137 0 44 0 0 0 446 5 76 203 162 446

1 1 増減なし 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2

72 202 ▲3% 274 194 80 12 42 138 0 2 0 0 0 194 15 69 87 23 194

186 409 ▲2% 595 413 182 54 71 262 0 21 0 0 5 413 2 88 188 135 413

7 25 4% 32 25 7 13 0 8 0 3 0 0 1 25 2 3 17 3 25

1 4 33% 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 3

35 116 ▲28% 151 135 16 76 0 41 0 7 0 0 11 135 7 74 46 8 135

1 17 143% 18 9 9 4 0 1 0 0 0 0 4 9 1 6 2 0 9

591 1,021 ▲37% 1,612 1,227 385 427 115 587 0 77 0 0 21 1,227 32 318 545 332 1,227

指定紛争解決機関の紛争解決手続実施状況
（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

２．紛争解決手続の実施状況 （単位：件）

(指定紛争解決機関名)

（1）紛争解決手続件数（当期の状況） （２）紛争解決手続の終了事由別の内訳件数（当期の既済事件）
（３）紛争解決手続（不応諾及び移送を除く。）
    の所要期間（当期の既済事件）

受付件数
計

当期の
既済件数

当期の
未済件数

成　立 成立以外

前期の
未済件数

当期の
受付件数

全国銀行協会

信託協会

生命保険協会

日本損害保険協会

保険オンブズマン

日本少額短期保険協会

証券・金融商品
あっせん相談センター

日本貸金業協会

合計

（注１）各指定紛争解決機関からの報告に基づき金融庁で作成。

（注２）計数は速報値である。 【凡例】
○和 解・・・紛争解決委員が提示する和解案により解決したもの。
○特別 調 停・・・紛争解決委員が提示する特別調停案（和解案であって、金融機関が原則受け入れなければならないもの）により解決したもの。
○見込みなし・・・紛争解決委員が、紛争解決手続によっては、和解が成立する見込みがないと判断して終了したものなど。

○双方の離脱・・・紛争の当事者双方が、紛争解決手続によっては紛争の解決を図ることはしないこととして、合意により終了したもの。
○一方の離脱・・・紛争の当事者のいずれか一方が、申立ての取下げや手続からの離脱により終了したもの。

○不 応 諾・・・顧客の不応諾及び金融機関の正当な理由のある不応諾。

○移 送・・・紛争解決委員が、他の指定紛争解決機関の紛争解決手続に付することが適当と認めたもの。
○そ の 他・・・紛争解決手続が終了しているが、上記のいずれにも分類されないもの。
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【平成26年３月末現在】

全国銀行協会 信託協会 生命保険協会 日本損害保険協会

研修方針、研修計
画の策定等

●中期的な研修方針を策定し、研修の基本方針、具体
的な研修方法、単年度毎の研修計画等を制定。
●相談員の研修計画は、重点目標（※）や具体的な研
修内容を検討したうえで策定。
（※）「電話を中心とした顧客対応・電話対応の質の向
上」、「消費者目線に立った相談員の育成」、「銀行業
務に関連する専門知識の習得・法令遵守の徹底」。

●苦情処理手続の実施等を担当する職員は、信託
業務等に関する基礎的な知識を有する採用20年来
のベテラン及び金融機関出身者であることから、新
商品が発売された場合には、商品概要に係る情報
共有を行うことで足りている。また、証券代行や不動
産業務等専門的な業務知識の習得はOJTで行って
いる。
●具体的な研修計画は策定していないが、必要に
応じ（法令・制度等の改正時、新商品発売時など）研
修、OJTにより業務知識の習得等を行うこととしてい
る。

●「生命保険相談所における人材の採用・育成・研修方針」を策定のう
え、同方針に基づき毎年度始に「研修計画」（対象者の職制毎の研修
内容）を作成し同計画に基づく研修を実施。
＜育成・研修方針の骨子＞
・採用後、着任前に、対象者の職制に応じて「業務規程」、「指定紛争
解決機関向けの総合的な監督指針」、「服務倫理規程」、「相談・苦情
対応基準書（同基準書の参考資料を含む）」等を手交し、紛争解決等
業務に係る研修を実施する。
・着任日以降は、対象者の職制に応じて、過去の苦情、紛争事例につ
いて、受付システム（データベース）の内容等を確認しながら、金融ＡＤ
Ｒを取り巻く環境の変化および生保業界の動向等を踏まえ、実務に即
した研修を定期的に実施する（その他ＯＪＴによる指導・育成）。

●業務規程等の規程・規則やお客様対応基本方針及
び行動指針に則した対応に必要な業務知識やスキル
を身に付けるため、年間計画を策定して各種研修を実
施。
●「主任相談員」、「相談員」毎に分類して研修を実施。

研修の実施状況①
【専門知識（法令・制
度、商品等）】

●協会内の関連部署の職員等を講師とし、専門知識
（金融商品、銀行業務、法律知識等）に関する研修を
実施（平成25年度は22回実施）。
●外部の消費生活コンサルタント養成講座、消費生活
専門相談員養成講座等を受講。
●適宜、相談員が外部研修等に参加（研修内容を全
相談員にフィードバックし共有化）。
●ＦＰ技能士、金融窓口サービス技能士については通
信教育を受講。

●全国消費生活相談員協会の「公開シンポジウム
『なくそう！消費者事故』」、日本相続学会第一回研
究大会における「『円満かつ円滑な相続』とは」等の
外部セミナー等に参加した記録・資料を部内回覧。
●新商品である「教育資金贈与信託」について、実
際の問合せ事例をベースにしたQ&Aを作成。
●証券代行や不動産業務等の専門的な業務知識
の習得は実際に受け付けた相談・苦情の報告を相
談員間で確認する等のOJTを行っている。

＜相談員（本部）向け研修：原則年２回実施＞
・受付システム（相談・苦情内容の適正な記録等）、苦情処理手
続、各社新商品（制度）の内容、苦情・紛争事例、協会内部規
程・相談苦情対応基準書等（改正内容等の徹底）、金融ADRお
よび生保業界の動向、利用者アンケート結果（業務改善指導）な
どをテーマに実施。
＜全国53箇所設置の連絡所職員向け研修：原則年３回実施＞
・上記と同じ。
＜その他＞
・研修会資料や内容等については、本部・連絡所の相談員・職
員等全体で共有化。
・外部機関による研修会への参加、外部講師による研修会も実
施（研修テーマの例：金融関係紛争事例研究、高齢者苦情への
対応など）。

＜主任相談員向け研修＞
・主任相談員定例会議（原則、月１回開催。平成25年度：９
回開催、主な内容：主任相談員用マニュアル等の改定概
要、具体的事例に関する意見交換）。
・主任相談員集合研修（原則、年２回開催。平成25年度：２
回開催、主な内容：反社会的勢力対応の心得と実務（講
演）、各地区における取組み状況報告（注力事項等））。
＜相談員向け研修＞
・苦情・相談事例研究集合研修（年１回３グループ程度に分
けて同内容で実施）。
＜主任相談員及び相談員向け研修＞
・外部研修機関主催の業務知識研修等に参加（平成25年
度：26講座に延べ49名が参加）。

研修の実施状況②
【応対技能（電話対
応等）】

●ＯＪＴにより管理職等が適宜指導を実施。
●電話対応に関する基本的な対応等に関する外部講
師によるセミナーを受講。
●電話対応における留意事項、スキル、相談員の特性
に応じた対応等に関する研修を実施。

●ＯＪＴにより信託相談所長が指導。
●上記「研修の実施状況①」の中で実施（利用者アンケー
ト結果の事例等により指導）。
●ＯＪＴにより管理職や統括相談員が適宜指導。

＜相談員向け研修＞
・お客様対応基準徹底研修（年１回）。
・対応記録テープの診断研修（年２回）。
・電話応対技能検定試験受験事前研修（年１回、10名程度
ずつ研修を受講、資格試験を受験）。
＜主任相談員及び相談員向け研修＞
・外部研修機関主催の電話応対技能研修等に参加（平成
25年度：１講座３名が参加）。

その他

●相談室職員間の情報共有等を図るために、毎日業
務終了時、打合せを実施。
●相談対応および説明等に関する各種マニュアルを作
成し、相談員に配付。

●受け付けた相談・苦情報告は、全相談員が相互
に確認し、不明点等はその場で、ディスカッションし
ている。

●上記研修以外では書面等を通じて情報・知識を随時付与。
①日頃の相談苦情対応業務に役立つ業界動向トピック（法令改正、制
度改正、新商品、協会ガイドライン等）に関する情報提供。
②苦情・紛争事例（ボイスリポート、裁定概要等）、「連絡所の声」への
本部回答・相談Q&Aの適宜提供。
③「相談・苦情対応基準書」等の改正の都度、その理由等を含め周知
徹底。

●地区センター毎に配置した主任相談員が、各相談員の業務が適切に
行われているかをモニタリング等を通じて適宜確認し、指導を実施。
●全国の主任相談員が均質な対応を行うよう、本部が適宜確認し、指導
を実施。
●お客様対応マニュアルを作成して配付。
●反社会的勢力対応マニュアルを作成し、ＡＤＲ業務に従事する全職員
を対象に研修を実施（テレビ会議利用）。

紛争解決委員の構
成等

弁護士、消費生活専門相談員等、協会職員 弁護士、消費生活専門相談員、協会職員
弁護士、消費生活専門相談員、協会生命保険相談室職員
（協会のプロパー職員）

弁護士、消費生活専門相談員等、学識者（法学部教授
等）

紛争解決委員の情
報共有、意見交換
等

●個別事案や紛争解決手続上の検討課題について
あっせん委員間の意見交換会を実施（平成25年度は３
回開催）。
●上記意見交換会の内容をあっせん委員にフィード
バック。
●あっせん案、和解契約書を定期的にあっせん委員に
フィードバック。
●他の指定紛争解決機関（FINMAC、生命保険協会）と
紛争解決委員同士の意見交換会を実施（紛争解決事
例の紹介等）。

●全あっせん委員に対して、あっせん委員会への参
加の有無に係わらず、全てのあっせん結果の報告
を行っている。
●あっせん委員会には信託協会の職員が委員とし
て参加していることから、過去のあっせん結果等を
必要に応じて説明することにより、あっせん委員の
目線合わせを行っている。
●あっせん期間中に事務局が得た情報について
は、担当委員に報告するとともに、必要がある場合
には、意見交換を行っている。

●全体会（全委員参加、月１回開催）の場を活用して情報共有、意見
交換等を実施。
①担当部会で審議した裁定案について、全体会で最終審議を行い決
議（部会間のバランス確保）。
②部会で審議中の案件について審理方向性（手続方法、和解内容
等）の相談（部会間のバランス確保）。
③重要裁判事例や課題となっているテーマ等について、同種案件の
今後の裁定手続に関する情報。
④手続に係る運用ルールの作成・変更、部会毎の審理状況（所要期
間、終了件数等）に関する情報。
⑤利用者アンケート結果、協会作成物（ボイスリポート、協会ガイドライ
ン等）に関する情報。
⑥ＡＤＲ関係（有識者会議報告書、指定機関向け監督指針、金トラ協
の開催状況等）、裁定諮問委員会や他ＡＤＲ機関との意見交換等に関
する情報。
●その他全体会開催を待たず緊急性のある事項は、全委員にメール
で照会、情報提供を適宜実施。

＜交通事故による損害賠償金に起因する紛争事案を担当
する紛争解決委員を対象＞
・紛争解決委員全員を対象とする全体会議を年１～２回程
度開催し、今後の紛争解決手続を実施するにあたり参考に
なると思われる事案等について意見交換及び情報共有を実
施。
＜損害保険契約に起因する紛争事案を担当する紛争解決
委員を対象＞
・紛争解決手続実施場所（東京、大阪）毎に当該地域の紛
争解決委員を対象とした全体会議をそれぞれ年１回程度、
また、東京と大阪の紛争解決委員の代表者を対象とした会
議を年１回程度開催し、今後の紛争解決手続を実施するに
あたり参考になると思われる事案等について意見交換及び
情報共有を実施。

その他（知識の習得
等）

●あっせん委員会があっせん委員として留意すべき事
項等を取りまとめた手引書、あっせん委員会の指摘事
項資料を作成し、あっせん委員に配付。

●生命保険関連の書籍、文献、資料の適宜配付。

●交通事故に起因する人身障害に関する医療知識向上のため、紛争解
決委員に当協会医研センターが実施する医療研修を案内し、同研修へ
の参加を勧奨（平成25年度：２講座に延べ23名が参加）。
●金融ＡＤＲ制度に関する参考資料として、「詳説金融ＡＤＲ制度」（商事
法務）を配付。
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相談員の研修及び紛争解決委員の情報共有等の状況（１/２）
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【平成26年３月末現在】

保険オンブズマン 日本少額短期保険協会 証券・金融商品あっせん相談センター 日本貸金業協会

研修方針、研修計
画の策定等

●具体的な研修計画の策定はないが、必要に応じ（法
令・制度等の改正時、判例が話題になったときなど）研
修等を行う。

●毎年、年度末に、次年度の「ほけん相談室年度計
画」を作成し、その中で研修内容・時期等を決定する。
●研修は、定例の研修として業務知識の向上（法令、
各種商品・約款等）、基本的業務の再確認・見直しおよ
び事例検証等を行っている。
●必要に応じて重要な問題やタイムリーなテーマにつ
いて研修を行っている（法令・制度等の改訂内容や反
社対応等）。

●毎月１回、相談員全員を対象として研修を実施（大阪事務
所の職員は、テレビ会議システムを利用して受講）。
●利用者からの相談に迅速かつ適切に対応するため、年間
計画は策定せず、金融商品取引に係る制度改正及び相談件
数の状況等を踏まえ、相談業務に関し実効性・即効性のある
テーマについて研修を実施している。

●前年度末に翌年度の相談員研修計画（研修内容・ス
ケジュール等）を策定。
●研修計画による基本研修の他、適宜、必要な研修を
実施。

研修の実施状況①
【専門知識（法令・
制度、商品等）】

●協会役員によりＯＪＴにて指導。
●必要に応じ相談員が外部研修（※）に参加（研修資
料等については全相談員へ配付等により共有）。
（※）損害保険事業総合研究所主催
①「スポーツ事故の法的責任と保険」
②「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討」
③「賠償責任保険」
④「保険法立法時の想定と異なる現状と規制の動向に
ついて」
⑤「損害保険の外来性要件と誤嚥事故」
など

●平成25年度は期中で人員変更があったため、11月、
３月に相談員を対象に、基本業務および各種商品・約
款、事例対応等について研修を実施した（講師は相談
室長（専務理事））。
●相談室打ち合わせ等を通じ、適宜保険商品の知識
習得、相談事案・裁定事案の実務検証等を行った。
●外部のＡＤＲ関連会議や他の金融業界団体との会
議での論議内容を、相談室内で共有し相談員の業務
向上を図った。

●主に委託元自主規制機関の担当者を講師として、各機関が所管する自主規制
規則や制度の改正について研修を実施。
【参考】平成25年度の研修実施状況（（　　）内は開催月及び講師）
・「日本版ISAの拡充及び公社債等の課税方式の見直しを中心とする平成25年度
税制改正大綱の概要について」（４月：日証協）
・「『特別調停案』が提示された場合の対応について」（５月：内部研修）
・「投資信託のトータルリターン通知制度の導入について」（６月：日証協）
・「『新規・成長企業へのリスクマネー供給に関する検討懇談会』における議論の整
理について」（７月：日証協）
・「最近の自主ルールの動きについて」 （９月：金先協）
・「高齢顧客に対する勧誘による販売について」（10月：日証協）
・「認知症の高齢者対応（認知症サポーター養成講座）」（11月：中央区お年寄り相
談センター）
・「投資助言契約に係る相談・苦情への対応について」（12月：投資顧問協）
・「26年度税制改正について（ＮＩＳＡの拡充等）」（１月：日証協）
・「投資商品トラブルの最近の状況について」（２月：日証協未公開株通報セン
ター）
・「他のADRの紛争解決について」（３月：当センター紛争解決委員）

＜本部・支部相談員を対象＞
・コンプライアンスについての研修：協会顧問弁護士が講
師。
＜本部相談員を対象＞
・相談事例研究（ロールプレイング）：管理職が講師。
・業法関連事例についての研修：管理職が講師。
・カウンセリング実務研修（生活再建支援等）：認定心理士
等の資格保有職員が講師。
・クレジットカード（割賦販売法）についての研修：クレジット
実務経験者が講師。
・裁判手続中の相談者対応研修：裁判所書記官経験者が
講師。
・紛争解決等業務に関する規則（業務規程）についての研
修：裁判所書記官経験者が講師。

研修の実施状況②
【応対技能（電話対
応等）】

●協会役員によりＯＪＴにて指導。
●電話応対について、当機関で採用する相談員は、採
用以前に相談業務等に従事していることから、基礎的
な研修は行っていない。

●電話対応については、相談室長（専務理事）のＯＪＴ
により適宜指導を行い、業務向上を図った。

●当センターの信頼性向上のため、相談員の相談・苦情にかかる電話対
応のスキルアップを行い、相談員の資質向上に努めている。
→他業態のお客様室長を講師に招き、利用者からの相談・苦情への対応
に関する研修の実施（平成22年10月、11月実施）
→電話対応に関するDVD研修や、グループミーティングの実施（平成23年
６月～８月実施）
→相談員の電話対応を外部の専門家が客観的に評価する「電話対応調
査」（ミステリーコール）の実施（平成23年８月実施）

＜本部・支部相談員を対象＞
・外部調査会社のミステリーコールによる応対評価を受け、
結果をフィードバックしている。
・毎日のOJT研修（相談記録及び通話内容のチェック等によ
る改善指導）：管理職が担当。
＜本部相談員を対象＞
・相談対応話法等についての研修：消費生活アドバイザー
等の資格保有相談員が講師。

その他

●情報共有等のため定期的に相談室内で会議を実施
している。
●業務マニュアルの整備をすすめており、平成26年度
中に完成予定。

●相談員と紛争解決委員間の一層の連携及び情報共有を図るた
め、意見交換会を実施（昨年度は東京、大阪で年１回ずつ実施）。
●相談員における専門知識の増強並びに新任紛争解決委員との
連携を図るため、新任紛争解決委員を講師に招き、相談業務に有
効な法律に関する研修を実施（適宜実施）。
●あっせん手続を適切に遂行するため、相談員に対し「あっせん手
続事務処理要領」を作成、配付。

●情報共有のために週次の朝礼、月次の会議を本部相談
員を対象に実施。
●紛争解決等業務マニュアルを基本とする他、以下のガイ
ドブック等を本部・支部相談員に配付。
①相談員のための改正貸金業法に係る相談対応の手引き
②相談対応ガイドブック（応対技法）
③ヤミ金関連相談ガイドブック

紛争解決委員の構
成等

弁護士、消費生活専門相談員等、外部の保険専門家
（保険会社ＯＢ)

弁護士、消費生活専門相談員、学識経験者（経営学教
授）、協会職員

弁護士 弁護士

紛争解決委員の情
報共有、意見交換
等

●調停委員会は３名の紛争解決委員で構成するが、
各事案毎に選任するので調停委員会の構成は異なる
こととなり、それぞれが過去に担当した事案の経験に
基づき紛争解決委員相互の情報交換が行われてい
る。
●紛争解決委員の他に特定の補佐弁護士が補助する
ため出席しており、過去の事例などの情報を委員へ提
供している。

●現状は事例が少ないことから、裁定委員会や事前打
ち合わせ等の場を活用して、紛争案件の原因分析、傾
向等について意見交換及び情報交換を実施。

●金融証券取引に関する判例のうち、金融商品取引の適合性及び説明
義務等に関する判例を「判例要覧」として取りまとめ、全紛争解決委員に
配付（平成25年７月、平成26年１月）。
→判例要覧は毎年作成し、紛争解決委員に配付する予定。
●全国銀行協会の紛争解決委員と当センターの紛争解決委員との意見
交換会を開催（平成25年11月）。
→当日の資料及び議事要旨については、全紛争解決委員に回付。
→本意見交換会は、今後も継続して開催する。
●当センターホームページ上に公表している「紛争解決手続事例」を全紛
争解決委員に送付（随時）。

●諮問機関的な立場にある相談・紛争解決委員会に
おいて、委員会委員と全紛争解決委員間で意見交換
を行っている。（不定期）
●合議事案において、全紛争解決委員間で情報・意識
等を共有。
●季刊誌への紛争解決委員による寄稿を通じて情報
共有・共通認識を図っている。

その他（知識の習
得等）

●随時、情報を配付（判例、法令、出版、セミナー等）。
●外部研修への参加(費用当機関負担）。
●書籍の無償配付・貸出。

●新たな判例等について、各委員と協会において互換
性のある情報提供を継続的に行っている。
●紛争解決委員のマニュアルを作成し、メンバーに配
付予定。

●日本証券業協会等の自主規制機関における規則改正のうち、紛
争解決業務上参考となる改正について紛争解決委員に周知（随
時）。
●毎月、日本証券業協会協会員向けに作成、公表している「あっせ
ん事例集」のうち、参考となる和解事例を抽出し、冊子としてとりまと
め、全紛争解決委員に配付（平成24年３月及び平成26年１月）。

●全紛争解決委員が弁護士であるため、知識習得の
ための研修は特に行っていないが、その他の参考とな
る情報について事務局が適宜、参考情報として提供。

相談員の研修及び紛争解決委員の情報共有等の状況（２/２）
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第３回「金融ＡＤＲ連絡協議会」について

◇日時：平成 26年２月４日（火） 14:00 ～ 15:30 

◇場所：中央合同庁舎第７号館 13 階 1320 会議室 

議 事 次 第 

Ⅰ．開会 

Ⅱ．「役職員（相談員）の研修及び紛争解決委員の情報共有等の状況」

について 

Ⅲ．「外部有識者による提言・諮問機関の設置等による紛争解決等業務

の事後的な検証・評価とその改善の状況」について 

Ⅳ．閉会 

－398－



「好循環実現のための経済対策」（平成25年12月5日閣議決定）・金融分野の主な施策

◆ヘルスケア施設向けの資金供給の促進

高齢化社会に対応したヘルスケア施設の質・量両面での充実を図るため、ヘルスケア・リートの上場推進等を
通じたヘルスケア施設向けの資金供給を促進。

◆中小企業・小規模事業者に対する経営支援の強化

・ 金融機関による成長分野等への積極的な資金供給及び中小企業の経営改善・体質強化の支援を促進する
ため、以下の取組を実施。

① 監督方針等に基づき、金融機関による新規融資や経営改善・事業再生支援等への取組状況を重点的に
検証するとともに、先進的な取組や広く実践されることが望ましい取組を定期的に公表・周知。

② 金融モニタリング基本方針に基づき、債務者の事業性を重視した融資を促すとともに、小口の資産査定
に関しては金融機関の判断を極力尊重。

・ 地域活性化支援機構（REVIC）において事業再生や地域活性化の支援が一層効果的に進められるよう、
同機構の出資機能強化も含め、必要な機能を拡充。

◆「経営者保証に関するガイドライン」の利用促進

中小企業・小規模事業者や創業を志す者が思い切った事業展開や早期事業再生を図れるよう、「経営者保証
に関するガイドライン」の周知・利用促進。

Ⅰ．競争力強化策－

Ⅰ．競争力強化策－

Ⅰ．競争力強化策－ １．競争力強化のための投資促進、イノベーション創出等－（１）競争力強化に資する設備投資等の促進、
Ⅱ．女性・若者・高齢者向け施策－ ３．高齢者等への支援＜再掲＞

１．競争力強化のための投資促進、イノベーション創出等－（４）金融機能の強化、公的・準公的資金の運用等の見直し
４．地域、農林水産業、中小企業・小規模事業者の活力発揮－（３）中小企業・小規模事業者の革新＜再掲＞

４．地域、農林水産業、中小企業・小規模事業者の活力発揮－（３）中小企業・小規模事業者の革新

資料 ６－１－１
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（１）緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進）

◆ 資金調達の多様化（クラウドファンディング等）
・ 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するＷＧ」報告（平成25年12月25日）を踏まえ、クラウドファンディ
ングの利用促進を図る制度整備等を盛り込んだ必要な法的措置を速やかに講じる。

◆ 個人保証制度の見直し
・ 「経営者保証に関するガイドライン」（平成25年12月5日）を受け、当該ガイドラインの積極的な活用を促進するため、監督指針・検査マ
ニュアルを平成26年2月1日までに改定し、各金融機関等の取組を促すとともに、各金融機関等の利用状況を検証。

◆ コーポレートガバナンスの強化
・ 「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫素案（平成25年12月26日）を踏まえ、平成26年2月中に最終版を
策定し、周知を徹底。同年６月に、機関投資家によるコードの受入れ状況について最初の確認・公表を行い、以後定期的に更新。

（５）立地競争力の更なる強化

◆ 金融・資本市場活性化
・ 「金融・資本市場活性化有識者会合」の提言（平成25年12月13日）を踏まえた施策を着実に実行。アジア金融連携センター（仮称）を平
成26年４月を目途に設置し、アジア諸国の金融規制当局との積極的な人材交流、アジアの金融・資本市場についての調査・研究を行い、
アジア諸国の金融インフラ整備の支援を促進。

・ 「金融・資本市場活性化有識者会合」の提言を踏まえ、株式会社国際協力銀行（JBIC）、独立行政法人日本貿易保険（NEXI）において、
平成26 年年央を目途にインフラ案件等に係る債権等の流動化を実現。それも踏まえつつ、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）
において運用対象拡充の検討を進める。

（１）国民の「健康寿命」の延伸

◆ 安心して歩いて暮らせるまちづくり
・ 高齢者向け住宅及び病院（自治体病院を含む）等を対象とするヘルスケアリートの活用に関して、ガイドラインの策定等の環境整備を
平成26年度中に実施。

１．「日本産業再興プラン」関連

２．「戦略市場創造プラン」関連

「産業競争力の強化に関する実行計画」（平成26年１月24日閣議決定）・金融分野の主な施策
資料 ６－２－１
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「『日本再興戦略』改訂2014」 （26年6月24日閣議決定）における金融庁関連の施策

第一部・総論
第二部・3つのアクションプラン

成長戦略（改訂版）

一．日本産業再興プラン

二．戦略市場創造プラン

三．国際展開戦略（※）

１．緊急構造改革プログラム （産業の新陳代謝の促進）

５．立地競争力の更なる強化 （５－１．「国家戦略特区」の実現）

５．立地競争力の更なる強化 （５－２．金融・資本市場の活性化等）

６．地域活性化/中堅企業・中小企業・小規模事業者の革新

• 「コーポレートガバナンス・コード」の策定等
•産業の新陳代謝に向けた金融機関等による企業に対する経営支援や事業再生の促進

•グローバル金融監督機能の強化 （法令等英訳、英語ワンストップ窓口、事業性を重視した
融資の促進 等）

•国際金融センターとしての地位確立とアジアの潜在力発揮 （インフラ整備、英語ワンストップ
窓口、上場インフラファンド市場の創設やヘルスケアＲＥＩＴ組成に向けた環境整備、総合取引
所の可及的速やかな実現 等）

•資金決済高度化等
•豊富な家計資産が成長マネーに向かう循環の確立（NISA、投資信託の運用に係る透明性の
向上等、投資運用に係る総合的な環境整備 等）

• IFRSの任意適用企業の拡大促進
•企業の競争力強化に向けた取組 （JPX日経インデックス400先物の上場支援、企業再生制度
の見直し、監査の質・公認会計士資格の魅力の向上 等）

•地域金融機関等による事業性を評価する融資の促進等
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「『日本再興戦略』改訂2014」 （26年6月24日閣議決定）における金融庁関連の施策(1)

日本産業再興プラン 金融・資本市場の活性化等

◆ 国際金融センターとしての地位確立とアジアの潜在力発揮

―証券決済等のインフラ整備やASEAN諸国との債券発行に係る書類・手続の共通化を進める。

― 英語による金融行政のワンストップ窓口の活用を進める。

― 本邦金融機関のアジアでの活動をサポートする体制の強化を進める。

― 上場インフラファンド市場の創設やヘルスケアREITの組成に向けた環境整備を推進する。

― 総合取引所を可及的速やかに実現する。

◆ 資金決済高度化等

― 即時振込みなどの資金決済の高度化に向けた取組を促す。

◆ 豊富な家計資産が成長マネーに向かう循環の確立

― NISAの普及促進に向け、ニーズを踏まえた施策の推進や金融経済教育の充実等により投資家の
裾野拡大を図る。

― 投資信託の運用に係る透明性の向上及び投資家の利益を第一に考えた投資商品の提供に向けた
取組を進める。

― 受託者としての責務を果たし真に投資家のための運用が行われるための総合的な環境整備につい
て検討を 行い、本年中に結論を得る。

日本産業再興プラン 緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進）

◆ 「コーポレートガバナンス・コード」の策定等

―東京証券取引所と金融庁を共同事務局とする有識者会議において、秋頃までを目途に基本的な考

え方を取りまとめ、東京証券取引所が、来年の株主総会のシーズンに間に合うよう新たに「コーポレー

トガバナンス・コード」を策定することを支援する。

－
4
0
2
－



「『日本再興戦略』改訂2014」 （26年6月24日閣議決定）における金融庁関連の施策(2)

日本産業再興プラン 地域活性化/中堅企業・中小企業・小規模事業者の革新

◆ 地域金融機関等による事業性を評価する融資の促進等

―金融機関による事業性を重視した融資や、関係者の連携による融資先の経営改善・生産性向上・

体質強化支援等の取組が十分なされるよう、監督方針や金融モニタリング基本方針等の適切な運用

を図るとともに、地域金融機関による「経営者保証に関するガイドライン」の活用を図る。

― 地域金融機関等による地域経済活性化支援機構等を通じた地域企業の経営における専門人材の

活用に取り組む。同機構による企業の早期経営改善等を支援するファンドの設立・資金供給の促進

を図る。

日本産業再興プラン 金融・資本市場の活性化等

◆ IFRSの任意適用企業の拡大促進

― IFRSの任意適用企業の拡大促進に努める。

― IFRSへの移行を検討している企業の参考とするため、「IFRS適用レポート（仮称）」を作成・公表する。

◆ 企業の競争力強化に向けた取組

― JPX日経インデックス400について、先物の早期上場を支援するなど普及・定着のための積極的な

取組を促す。

― 監査の質の向上、公認会計士資格の魅力の向上に向けた取組を促進する。

（※）参考

中短期工程表において、アジアの金融インフラ整備支援について、二国間協議等に基づく新規支援プロジェクトを
推進するとともに、アジア金融連携センター等を活用し、各国金融当局との連携強化・地域全体の市場機能の向上
を図り、我が国市場との連携による活性化を推進することとされている。
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日本経済において、アベノミクスにより、デフレ下の縮小均衡から、次のステージの持続的な成長をもたらす「望ましい均衡」への跳躍・回帰が進む中、「金融・資本市場の成長戦略」の実行が喫緊の課題
―― 人口減少、高齢化など構造的な課題に対応する意味からも、日本の有する資産の有効活用、海外との一体的成長、個人・企業の生産性向上を進める必要
―― 特にアベノミクスによるインフレ期待の醸成、2020年の東京オリンピック・パラリンピック招致決定等により、内外の日本経済に対する期待と注目が集まる現在は好機
―― その際、金融・資本市場の活性化策については、ものづくりをはじめとした実体経済と金融部門が「車の両輪」として相互に付加価値を生む好循環を実現することが重要

〔デフレ下での縮小均衡メカニズム〕

デフレ

（価格下落）

元本保証資産

（現預金）が有利
（注）

成長マネーの

供給不足

(注) こうした現預金などの保有や公的年金の運用については、｢眠っている｣状態
であるとの指摘がある。これについては、従来のデフレ下においては一定の経済
合理性を有しており、国債等のファイナンスに向けられていたと考えられる。

① 豊富な家計資金や公的資金等が成長マネーに向かう循環の確立

（いわゆる「眠っている」とされる資金の活用）

② アジアの潜在力の発揮、地域としての市場
機能の向上、我が国との一体的な成長

③ 企業の競争力の
強化、起業の促進

④ 人材育成・ビジネス環境の整備等

デフレ脱却
（２％の物価安定の目標）

資産の目減りを回避する
ためのリターンが必要

成長分野への投資

アジア経済

わが国を取り巻く

経済社会構造の変化

(時間とともに拡大)
高
齢
化

産業構造

の変革

エネルギー

需要の拡大

インフラ

整備需要

の拡大

ア
ジ
ア
の
経
済
発
展

少
子
化
・
人
口
減
少

【豊富な家計資金と公的年金等が成長マネーに向う循環の確立】

個々人がライフサイクルに応じてリスク資産をも適切に組み込んだ資産形成を行う社会

- 内外のスキルの高い機関投資家が東京市場に集まり、高度な運用を競い合う市場

ＧＰＩＦなど公的・準公的資金の高度運用、スチュワードシップコードや適切な企業統治

東京市場がアジアナンバーワン市場としての地位の確立

- 総合取引所に内外の多様な商品が上場され、アジアをはじめ多様な投資家や企業が参加する活発な市場の形成

- インフラファイナンス市場が高度に発達

【アジアとともに成長する我が国金融・資本市場】

アジア各国における本邦企業の円滑な現地通貨建て資金調達・貸出等の実現

アジア地域におけるクロスボーダーでの資金・証券の取引・決済の市場やシステムの確立

東京市場が国際金融センターとしてアジアへの資金供給、海外から日本への投資において高い仲介機能を発

揮

【グローバルで我が国の強みを生かした成長性ある企業群の発展】

新産業・新規企業が活発に勃興し成長する活力ある企業社会の実現

- 高い開業率(１０％)・新規公開数、技術・アイデアの事業化を支援する高度人材ネットワークの実現

- 我が国企業の強みを生かしつつ投資対象として魅力的で真にグローバルな企業が数多く繁栄

高い成長力を有する部門への経営資源の集中、 投資へのリターンを意識した経営、 適切な企業統治

- 金融機関の融資における事業の成長可能性の重視

【質・量共に十分な国際的人材の育成・確保】

【2020年の姿】国際金融センターとしての地位を確立

「金融・資本市場活性化有識者会合」について：「金融・資本市場活性化に向けての提言」（平成25年12月13日公表） 概要
資料 ６－３－１
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【昨年の提言事項への取組】

企業の新陳代謝・ガバナンス強化に向けた取組
み（成長性に着目したマーケット指標の導入、ス
チュワードシップコードの導入、社外取締役の導
入促進等）

リスクマネー供給のための各種施策（クラウドファ
ンディングの拡充、新規上場時の負担軽減等）

金融経済教育の充実アジア各国の発展状況に応じた金融インフラ整備支援
（アジア金融連携センターの設立等）

アジアにおける資金調達の円滑化 （グループ内企業の貸付規制
緩和、JICAによる現地通貨建ての海外投融資等）

インフラファイナンス市場の整備
（東証による上場インフラファンド市場の創設等）

GPIF等の改革
（運用やガバナンスの見直し）

国民のライフサイクルに応じた資産
形成の支援 （NISAの普及促進等）

英語による金融行政窓口設置

金融関係法令・ガイドライン等の英語化
の推進

東京市場の機能強化 （東京プロボンド市場の活性化、JBICによるサ
ムライ債保証対象拡大等）

金融・資本市場活性化に向けて取り組むべき事項（25年12月提言、26年６月提言）

アジアとともに成長する我が国金融・資本市場

― アジア各国における本邦企業の円滑な現地通貨建て資金調達・
貸出・資金管理等の実現
― アジア地域におけるクロスボーダーでの資金・証券の取引・決済
の市場やシステムの確立
― 東京市場が国際金融センターとして、アジア企業への資金供給
の場、多通貨取引のハブ、内外のインフラファイナンスの場として
等、高い金融仲介機能を発揮

グローバルで成長性ある企業群

― 新産業・新規企業が活発に勃興し成長する活力
ある企業社会の実現

― 投資対象として魅力的で真にグローバルな企業
が成長・繁栄
・ 高い成長力を有する部門への経営資源集中
・ 投資のリターンを意識した経営
・ 適切な企業統治

質・量ともに十分な国際的人材の育成・確保

― 高度人材の育成・確保や、我が国金融・
資本市場を取り巻く各般のビジネス環境・生
活環境の充実等、「社会的土台」を含む改革
の実現

家計資金や公的年金等が
成長マネーに向かう循環の確立

― 個々人がライフサイクルに応じてリスク
資産をも適切に組み込んだ資産形成を行う
社会
― 東京市場がアジアNO1市場としての地位
を確立

【
2
0
20
年
に
想
定
す
る
姿
】

【
今
回
の
提
言
事
項
】

・人材の国際的なコミュニケーシ
ョン能力やマネジメント能力の
向上への取組

・高度金融人材にとってビジネス
や生活をしやすい環境の整備

・金融経済教育の推進

グローバルな通貨・債券等の取引・決済を行うためのインフラの整
備・活用
（グローバルベースでの効率的な資金・証券管理等の実現、クロス
ボーダー債券決済インフラの構築に向けた取組の推進等）

受託者の意識改革等を通じた投資運用業の
強化（利益相反防止、プロ向け投資運用業に
係る運用財産規模の制限緩和を含む幅広い
施策を検討）

・ グローバル企業の収益性や株主
還元に対する意識変革、売上高
利益率やＲＯＥなどの向上の
ための更なる施策

・ 東京市場が、円・ドル・人民元等のクロスカレンシー取引の
ハブとなるための取組み
・ アジアにおける資金調達・貸出等の一層の円滑化
・ 東京市場における国内外のインフラファンドの組成・上場の
促進 等

更なる施策等の検討・実行

― 私的年金については、年金
制度全体の在り方の検討に即
した見直し

― 資産運用ビジネスの発展促
進及び中長期的な資産形成に
資する投資商品の提供促進

より良いコーポレート・ガバナンスの推進に
向けての環境整備（コーポレートガバナン
ス・コードの検討等）

国内決済や企業間決済の高度化

上場インフラファンド市場の早期創設、
ヘルスケアリートの上場推進、普及・啓発

監査の質の向上、公認会計士資格の魅力
の向上に向けた取組みの促進

事業再生手続の円滑化に向けた私的整理
の在り方の見直し

JBICによる新「海外展開支援融資ファシリ
ティ」の創設

国際的素養を備えた公認会計士等の専門人材の育成
専門人材の海外進出やネットワーク形成の促進

イスラム金融の普及に向けての環境整備

投資信託を通じた資産形成の促進
ライフサイクルに応じた資産形成に資する投資
商品の提供に向けた施策（NISAの一層の浸透
、運用態勢やパフォーマンスの透明性向上、
手数料等に関する説明の充実、運用状況の情
報開示の改善等）

官民の様々な取組を活用した金融分野にお
けるグローバル人材の裾野を広げるための
方策の検討

海外のオピニオン・リーダーへの正確な情報
提供、国際的影響力のあるオピニオン・リー
ダーの育成

ライフステージの各段階における金融経済教
育の実施に向けた働きかけ
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平成26年度税制改正について

－税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-

平成25年12月
金 融 庁
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NISA（少額投資非課税制度）の利便性向上

【大綱の概要】

○NISA口座開設等の柔軟化
①NISA口座を開設する金融機関について、一年単位での変更を認める。
②NISA口座を廃止した場合、再開設することを認める。

○検討事項（以下の内容を記載）

「NISAについては、投資家のすそ野を広げ、経済成長に必要な成長資金の供給を拡大する観
点から、措置の実績や効果の検証等を踏まえ、引き続き検討する。」

【現状及び問題点】

○ 平成26年1月より開始されるNISAの普及・定着により、自助努力に基づく家計の資産形成の支
援・促進と、経済成長に必要な成長マネーの供給拡大の両立を図ることが期待されている。

○ しかし、現在導入が予定されているNISAについて、
・同一勘定設定期間内（最長４年間）における口座開設金融機関の変更ができない
・一度開設したNISA口座を廃止した場合、同一勘定設定期間内の再開設ができない
等、利用者にとって不便な点がある。

⇒NISAの普及・定着を図る観点から、早期に同制度の利便性向上・手続の簡素化を
図る必要。

１．家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制上の措置（１）

1
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同一勘定設定期間 内 (最長４年間)は、 ＮＩＳＡ口座を開設する金融機関の変更はできない。

① NISA口座を開設する金融機関の変更

100万円
投資

100万円
投資

100万円
投資

26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年

26年

27年

28年

29年

勘
定
設
定
期
間
①

Ａ金融機関の
NISA口座

（期間中変更不可）

【現

行
】

【改
正
後
】

ＮＩＳＡ口座を開設する金融機関について、一年単位での変更を認める。

100万円
投資

100万円
投資

100万円
投資

Ａ金融機関のNISA口座

Ｃ金融機関のNISA口座

26年

27年

28年

29年

100万円
投資

100万円
投資

Ｂ金融機関の
NISA口座

100万円
投資

Ｂ金融機関の
NISA口座

（期間中変更不可）

30年

31年

勘
定
設
定
期
間
②

…

100万円
投資

…

⇒金融機関によって取扱商品が異なるが、顧客は投資ニーズに応じて金融機関を変更することができない。

※勘定設定期間は、１つのＮＩＳＡ
口座を開設・設定できる期間で
あり、以下の３期間

① 平成26年1月1日～29年12月31日
② 平成30年1月1日～33年12月31日
③ 平成34年1月1日～35年12月31日

勘
定
設
定
期
間
①

※

※
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【現

行
】

【改
正
後
】

一度開設したNISA口座を廃止した場合、同一勘定設定期間中は、NISA
口座を再開設できない。

NISA口座を廃止した場合、再開設することを認める。

② NISA口座廃止後の再開設

（例）海外転勤等でNISA口座を廃止した場合であっても、同一勘定設定期間中は帰国後のNISA口座の再開設ができない

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

・・・

勘定設定期間（平成26年～平成29年）

NISA口座で投資

勘定設定期間（平成30年～）

NISA口座の廃止 NISA口座を開設し、
投資可能

同一勘定設定期間中は、

NISA口座の再開設ができない

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

・・・

NISA口座の再開設が可能にNISA口座で投資
NISA口座を開設し、
投資可能

勘定設定期間（平成26年～平成29年） 勘定設定期間（平成30年～）

NISA口座の廃止
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インカムゲイン キャピタルゲイン／ロス

上場株式・公募株式投信 申告分離 申告分離

特定公社債・公募公社債投信 源泉分離 申告分離 非課税 申告分離

デリバティブ取引 申告分離

預貯金 源泉分離 ―

金融商品に係る課税方式

【現状及び問題点】

○ 金融商品については、商品間の損益通算の範囲が制限されており、投資家が多様な金融商品に投資しにく
い状況。
○ 平成25年度税制改正において、損益通算の範囲が特定公社債等にまで拡大されたところであるが、デリバ
ティブ取引・預貯金については、未だ損益通算が認められていない現状。

金融所得課税の一体化（金融商品に係る損益通算範囲の拡大）

【大綱の概要】

○ 検討事項として、以下の内容を記載。

「デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、証券・金融、商品を一括して取り扱う総合

取引所の実現にも資する観点から、意図的な租税回避の防止に十分留意し、引き続き検討する。」

25年改正により、28年１月か
ら損益通算が認められる範囲

現在、損益通算が認められて
いる範囲

28年１月～ 28年１月～

１．家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制上の措置（２）

更なる一体化については、総
合取引所の実現にも資する観
点から、引き続き検討

4
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○「企業再生税制」（個人版）の概要

負債の減少

債
務
免
除

債
務
免
除
益

税務上収入金額となる

青色欠損金

税務上必要経費にできる

相殺

課税が生じない

借り手の課税において、

【大綱の概要】
○ 事業を営む個人が、合理的な再生計画に基づき債務免除を受けた場合について、減価償却資産及び繰延資
産等の評価損の額に相当する金額を必要経費に算入する特例を創設。
○ 個人が、破産法の免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務の弁済が著しく困難で
あると認められる事由により債務免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、
総収入金額に不算入。

【現状及び問題点】
○ 法人については、「合理的な再生計画」 に基づき、再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合、再
生企業の「債務免除益」に対する課税が再生を妨げることのないよう、法人税制において「企業再生税制」が措
置されているところ。
○ しかし、個人事業者については、合理的な再生計画に基づき、金融機関等から債権放棄を受ける場合であっ
ても、所得税法においては同等の税制措置が講じられていない。
○ このため、個人事業者に対する債権放棄が進まず、事業再生や地域の面的再生の障害となっているケース
が生じている。（注）中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構、東日本大震災事業者再生支援機構等の準則に則り作成された計画。

評価損

個人事業者に係る事業再生税制の創設

（注）

２．事業再生の一層の促進と地域の面的再生に資する税制上の措置（１）

（注）事業所得等の金額を限度とする

（注）現行所基通36-17（債務免除益の特例）の内容を税法上に明文化

① 減価償却資産等の評価損について、必要経費算

入が可能（注）

② 破産法の免責許可の決定、再生計画認可の決定
等により、債務免除を受けた場合、当該免除によ
る経済的利益は総収入金額に不算入（注）
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地域経済活性化支援機構に係る企業再生税制の適用の拡大

【現状及び問題点】

○ 現行制度上、地域経済活性化支援機構による債権買取を前提とした債権者間調整のみを行うケースには、

企業再生税制の適用が認められる（平成20年度税制改正要望にて措置）。
○ 一方、平成25年3月の機構法改正により、債権買取を前提としない債権者間調整のみを行うケースが認め
られたものの、その場合の企業再生税制の適用は現状認められていない 。

【大綱の概要】

機構が債権者間調整のみを行い、金融機関等によって債務免除が行われた場合についても、「合理的な再生
計画」（注）に従って行われる事業再生として、企業再生税制の適用を認める。

出
融
資
・
人
材
派
遣

非メイン

金融機関

メイン

金融機関

再生支援対象事業者

債権

①金融機関調整
②債権買取

債権

REVIC

評価損

期限切れ
欠損金

債務
免除益

新
規
融
資

相殺可能

新
規
融
資

非メイン

金融機関

メイン

金融機関

再生支援対象事業者

債権

①金融機関調整

債権

REVIC

評価損

期限切れ
欠損金

債務
免除益

スポンサー調整

スポンサー
債権買取
ﾘﾌｧｲﾅﾝｽ

出融資・人材派遣

（注）一般に公表された債務処理を行うための手続きについての（機構等の）準則に則り作成された計画等

【従来から認められていたもの（①②同時提示） 】

②

２．事業再生の一層の促進と地域の面的再生に資する税制上の措置（２）

相殺可能

【今回認められたもの（①②分離提示） 】
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【大綱の概要】

震災支援機構が支援する事業再生においても、「合理的な再生計画」に基づき、再生企業の保証
人となっている経営者が行う私財提供について、みなし譲渡益を非課税とする。

【現状及び問題点】

○ 震災支援機構が支援する事業再生において、経営者が、自ら経営する企業の再建のために私財提供した場

合、当該資産の評価が取得価額を上回っていれば、差額は「譲渡益」として、経営者に所得税が課せられる（み

なし譲渡益課税）。

○ 他方、地域経済活性化支援機構や整理回収機構等が支援する場合には、「合理的な再生計画」に基づき、再

生企業の保証人となっている経営者が行う私財提供については、みなし譲渡益が非課税となる。

経営者の私財提供に係る非課税措置の東日本大震災事業者再生支援機構への適用

○再生企業に対する私財提供の特例

再生企業

金融機関

債権

私財（事業用）を現物で提供
（無償等）

経営者（保証人）みなし譲渡益（非課税）

２．事業再生の一層の促進と地域の面的再生に資する税制上の措置（３）

現行非課税が認められている地域経済活性化

支援機構や整理回収機構が支援する場合に

加え、震災支援機構が支援する場合も追加。
7
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国際課税原則の見直し（総合主義から帰属主義への変更）

【大綱の概要】
外国法人に対する課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法を、2010年改
訂後のＯＥＣＤモデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直す。

【現状及び問題点】

○ ＯＥＣＤ加盟の主要国においては、外国法人が国内に恒久的施設（ＰＥ）を有する場合、ＰＥに帰属する所得

のみを申告対象とすることとされている（帰属主義）。

○ しかしながら、我が国においては、外国法人が国内にＰＥを有する場合、ＰＥに帰属しているか否かを問わず、

すべての国内源泉所得について申告が必要（総合主義）。

⇒ 税制がグローバル・スタンダードから乖離しており、対内投資の阻害要因となっている。

【現状】
外国法人（本店）

支店帰属
所得

本店帰属
所得

＜外国＞

＜日本＞

〔本店に帰属する所得も合算して申告〕 〔支店に帰属する所得のみ申告〕

日本支店（ＰＥ）

外国法人（本店）

支店帰属
所得

本店帰属
所得

日本支店（ＰＥ）

【要望】

＜外国＞

＜日本＞

申
告
対
象

申
告
対
象

8
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日本版スクーク（イスラム債）に係る非課税措置の延長

【大綱の概要】
日本版スクークに係る非課税措置を平成28年3月末まで2年延長する。

【現状及び問題点】

○ 日本におけるスクークの発行を促し、日本市場の活性化につなげる観点から、経済的に社債と同等の性質

を確保するため、日本版スクークに係る非課税措置の恒久化が求められる。

○ しかし、信託からの資産の買戻しに係る登録免許税の非課税措置については、26年3月末までの時限措置
とされており、今後、日本におけるスクークの発行が進まなくなるおそれがある。

※このほか、海外投資家への配当に係る非課税措置が平成28年3月末までとされている。

⑤リースバック

③社債的受益権

④投資
事 業 者

特定目的信託

投資家

＜日本版スクークの発行スキーム＞

②社債的受益権

⑩償還

発行時発行時 期中期中 償還時償還時

（注） ①はもともと非課税。⑧に関する不動産取得税の非課税は恒久化済み。 9

⑥リース料 ⑨買戻し代金支払

①資産の信託 ⑧資産の買戻し

⑦配当

登録免許税の非課税措置
（平成28年3月末まで2年延長）

海外投資家への配当
に係る非課税措置

（平成28年3月末まで）

３．国際的な金融取引の活性化に向けた税制面の対応（２）
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地域再生に関する取組み(当庁関連項目抜粋) 

▽地域再生計画と連動する施策 

施策名 施策の概要 

地域資本市場育成の

ための投資家教育プ

ロジェクトとの連携

事業 

「地域再生推進のためのプログラム」（平成16年２

月27日地域再生本部決定）では、国が講ずるべき支

援措置の１つとして「投資家教育プロジェクトとの

連携」が盛り込まれているところである。この事業

は、本支援措置を内容とする地域再生計画の認定を

受けた自治体に対し、金融庁職員を講師として派遣

するなどの支援を行う。 

中小企業再生支援協

議会、整理回収機構等

の連携 

地域経済の動向に甚大な影響を与えるといった事態

の発生に伴い、地域企業に対する再生支援を含む各

種施策を集中・連携して実施するため、地域再生計

画の認定を踏まえ、当該地域の地方公共団体におい

て中小企業再生支援協議会、整理回収機構等関係機

関を含む連絡調整組織を整備するとともに、当該地

方公共団体からの要請に応じ、企業再生実務に関す

る説明会等に対し、同協議会等が連携して専門家を

派遣する等、集中的に支援を行う。 

   （注）「中小企業再生支援協議会、整理回収機構等の連携」は、金融庁とともに経済産

業省も所掌。 

▽地域再生に資する施策 

施策名 施策の概要 

地域密着型金融の推

進 

地域密着型金融が深化・定着するための動機付けと

して、全国各地で地域金融機関が自らの地域密着型

金融の取組みを説明し、地域関係者が議論、評価す

る会議(シンポジウム)を開催する。併せて、先進的

な取組みや広く実践することが望ましい取組みにつ

いて顕彰などの施策を実施する。 

創業・新規事業支援等

を含む金融仲介機能

の強化に関する調

査・研究 

デフレ脱却のため、金融機関が、金融仲介機能の一

層の発揮を通じ、創業・新規事業支援など地域経済

の再生・活性化を図るために積極的に貢献していく

ことが重要である。このような金融機関の取組みを

促進し、支援していく観点から、金融機関における

貸出しリスクの判断や支援の参考となり得る情報の

収集、ノウハウの蓄積及び欧米における金融機関の

資料６－５－１ 
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連携・提携等に関する当局の規制、税制上の取扱い

や具体的実例等の調査研究等を行う。 
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「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」 

（平成 23 年７月 15 日策定）の概要 

１．ガイドラインの位置づけ 

平成 23年 6月に政府が公表した、東日本大震災に係る「二重債務問題へ
の対応方針」を受け、金融・商工団体の関係者、法務・会計の専門家、学識
経験者などで構成される「研究会」（事務局：全銀協）において決定された、
個人債務者の私的整理に関する民間関係者間の自主的ルール。 

２．ガイドラインの内容（概要） 

（１）対象となる債務者 
○ 震災の影響により、既往債務（旧債務）を弁済することができない又は
近い将来に弁済できないことが確実と見込まれる個人の債務者（住宅
ローン債務者等の非事業者及び個人事業者）。 

○ このような債務者が、法的倒産手続による不利益（注１）を回避しつつ、
債権者との間の私的な合意（私的整理）により、債務免除等を受けるこ
とができるようにする。 

（注１） 法的な制限として、官報掲載、破産手続中の転居・旅行・資格制限、破産管

財人による郵便物管理等。この他、信用情報への登録もあるが、これについて

の登録も行わない。 

（２）対象となる債権者 
○ 主として金融機関等（銀行、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、
政府系金融機関、保証会社、貸金業者、リース会社、クレジット会社
等）。相当と認められるときは、その他の債権者を含めることとする。 

（３）弁済計画案の内容及び債務免除額 
○ 弁済計画案の内容（要件）は、債務者の状況（事業者・非事業者の別、
将来収入の有無等）に応じて、複数の類型を用意。 

○ 弁済計画案に記載される主な事項は、①債務者の財産の状況、②債
務弁済計画（原則５年以内、事情により延長可。債務免除等の内容を
含む。）、③資産の換価・処分の方針等。 
事業継続を図る個人事業者については、上記①～③等に加え、震災
の状況を踏まえた事業計画（例えば、損益黒字化原則５年、合理的期
間の延長可等）の提出を求める（注２）。 

（注２） 経営者に対する経営責任は求めない。 
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○ 金融機関（債権者）にとって利用可能とするため、債務免除額は、民事
再生手続又は破産手続と同等（注３）（注４）。 

（注３） 破産手続等より免除額が多く（=債権者にとって不利に）なれば、債権者は、

私的整理を避けて破産申立てを行う恐れ。債権者が敢えて不利なガイドライン

を利用するとなると、株主代表訴訟リスクが高まる等の恐れ。 

（注４） 被災者である債務者への配慮として、生活再建支援金、義援金等を差押禁

止（自由財産）とする立法措置がなされたことからガイドラインにおいても同様

の対応。 

（４）手続の流れ（別紙１参照） 
①債務者が、債務の減免等を求める相手である債権者（対象債権者）に
対して、債務整理を申出（※）。必要書類（財産の状況等）を提出。 
※ 申出の時点から、対象債権者は債権回収等を停止（６か月又は弁済計画の成

立・不成立のいずれか早い時点まで） 

②債務者がガイドラインに則り弁済計画案を作成。 
③第三者機関に登録する専門家（弁護士等）が、弁済計画案がガイドライ
ンに適合していることなどについて報告書を作成（＝第三者機関による
チェック）。 

④債務者が弁済計画案及び報告書を対象債権者に提出・説明等。 
⑤対象債権者が弁済計画案に対する同意・不同意を表明。 
⑥対象債権者全員の同意により、弁済計画成立（※）。 
※ 協議しても、全員の同意が得られない場合は、弁済計画不成立。 

（注５）①、②、④については、第三者機関に登録する弁護士等の支援を受けることも

可能。 

（５）（連帯）保証人に対する配慮 
○ 主債務者が通常想定される範囲を超えた災害の影響により主債務を
弁済できないことを踏まえ、保証人に対しては、その責任の度合いや生
活実態等を考慮して、保証履行を求めることが相当と認められる場合
を除き、保証履行を求めないこととする。保証履行を求める場合には、
保証人についても弁済計画案を作成し、合理的な範囲で弁済の負担を
定める。 

○ 保証履行を求めることの相当性及び保証人の負担の範囲の合理性に
ついては、第三者機関のチェックを受けることとする。 

３．その他 

○ 第三者機関については、全銀協が一般社団法人（「個人版私的整理ガイド
ライン運営委員会」）を設立し、日弁連等の団体の協力を得て専門家を登
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録する（別紙２参照）。 

○ 本ガイドラインに基づき策定された弁済計画により行われた債務免除
については、原則として債権者及び債務者に課税関係が生じないこと
を国税庁に確認。 

○  ガイドラインは、平成 23 年 8 月 22 日から適用開始。 
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（別紙１） 

債務者 第三者機関 債権者 

相談 債務整理につき協議 

債務整理の申出 

必要書類の提出 

申出の受領 

弁済計画案の作成 

※申出から３～４か月以内 

弁済計画案等の受領 

同意・不同意の検討 

弁済計画の成立 

弁済計画の履行 

（資産の換価・処分） 

全債権者 

同意 

一部債権者 

不同意 

協議 

不成立 弁済受領 

【ガイドライン/手続の流れ（概要）】

第三者機関 

経由も可 

申出支援（任意） 

作成支援（任意） 

弁済計画案の 

チェック 

（必須） 

① 

② 

③ 

⑤ 

④ 

⑥ 

第三者機関 

経由も可 
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個人版私的整理ガイドライン運営委員会について 

（一般社団法人）「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」 

委員会 

運営協議会 

（メンバー）

研究会有識者

日弁連代表者

会計士協会代表者

税理士会代表者

預取金融機関各業態

代表者 等

ガイドライン
解釈・運用上の
助言・指導等 

各 県 支 部

（青森、岩手、宮城、福島、茨城）

専門家を事前に本部に

登録して管理。 

本 部（東京）

全国 

銀行 

協会 

債務者 債権者 

③ 弁済計画案の作成支援
及びチェック

（①’ ガイドライン利用申出）
（運営委員会経由の場合）

① 案件相談・ガイドライン利用申出

（債権者に対する直接申出の場合）

弁護士会 

（６１０名） 

税理士会 

（１４３名） 

公認会計士協会 

（１９名） 

不動産鑑定士 

（４９７名） 

専門家の登録
に協力

④ 弁済計画案の伝達

（各債権者にて同意・

不同意の検討）

② 弁済計画案の作成支援

及びチェックを依頼

一般社団法人

を設立

国 
ガイドライン

の運用を支援

(弁護士費用等
の補助等）※カッコ書きは 

26 年 6月 17 日時点の登録者数 
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平成 23年 10月 26日

各 位

一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用の見直しについて

一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会（理事長：高木新二郎）

では、本年 8月の「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」（以下「ガイ
ドライン」）の適用開始以降、相談・申出の受付や登録専門家の紹介などを行い、

個人債務者の生活や事業の再建を支援してきたところです。

本日、当委員会では運営協議会を開催し、現在住居費負担のない仮設住宅等

に入居している個人債務者の復興を支援すべくガイドラインの運用を見直しま

したので、ご案内申しあげます。

記

○ 運用の見直し

仮設住宅に入居、あるいは家賃補助を受給しているなど、現段階で住居費

負担が発生していない場合であっても、近い将来に住居費負担が発生するこ

とを考慮してガイドラインの要件に合致するか否かを判断することといたし

ました。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

個人版私的整理ガイドライン運営委員会 山本、藤田、谷川 03-3212-0531 

（ガイドライン運営委員会記者レク資料） 資料６－７－６ 
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平成 24年 1月 25日

各 位

一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用の見直しについて

一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会（理事長：高木新二郎）

では、昨年 8月の「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」（以下「ガイ
ドライン」）の適用開始以降、相談・申出の受付や登録専門家の紹介などを行い、

個人債務者の生活や事業の再建を支援してきたところです。

当委員会では 1月 23日に運営協議会を開催し、仙台地裁における自由財産拡
張の認定例の公表を踏まえ、下記の通りガイドラインの運用を見直しましたの

でご案内申し上げます。

今後とも東日本大震災により被災された方々の生活再建、ならびに被災地の

活性化に貢献できるようガイドラインの運営に努めて参る所存です。

記

○自由財産たる現預金の範囲を、法定の 99万円を含めて合計 500万円を目安と
して拡張します。なお、拡張する自由財産の運用にあたっては、例外的な事

情がない限り 500 万円を上限とし、また被災状況、生活状況などの個別事情
によっては減額もあり得ます。

○現預金以外の法定の自由財産（および義捐金等特別法による現預金等の自由

財産）は、法律の定めに従い、本件とは別の自由財産として取扱います。

○地震保険中に家財（差押禁止財産）部分がある場合には、状況によって柔軟

に対応します。

○既に返済したローンの弁済金は、今回の拡張により自由財産になるとしても

返還できません。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

個人版私的整理ガイドライン運営委員会 山本、藤田、谷川 03-3212-0531

（ガイドライン運営委員会記者レク資料） 資料６－７－７ 

－463－



資料６－７－８ （ガイドライン運営委員会記者レク資料） 

平成 24年 12 月 19 日 

各 位 

一般社団法人                   
個人版私的整理ガイドライン運営委員会 

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用における決定事項 

～震災後に購入した不動産の取扱いについて～ 

一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会（理事長：高木新二郎）では、

昨年8月の「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」）の適

用開始以降、相談・申出の受付や登録専門家の紹介などを行い、個人債務者の生活

や事業の再建を支援してきたところです。 

当委員会では 1２月１８日に運営協議会を開催し、下記の通りガイドラインの運用

について決定しましたのでご案内申し上げます。 

今後とも東日本大震災により被災された方々の生活再建、ならびに被災地の活性

化に貢献できるようガイドラインの運営に努めて参る所存です。  

記 

申出人（被災者）が、震災後に、ガイドラインの運用上の自由財産の範囲内として

取扱われる財産により不動産を買った場合に、取得した不動産を、ガイドライン運用

上の自由財産として取扱う。 

以上 

【本件に関するお問い合わせ先】  

個人版私的整理ガイドライン運営委員会 山本、津崎、谷川 03-3212-0531  
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平成 25年 12月 10日
金 融 庁

いわゆる二重債務問題への対応をはじめとする 

被災者支援の促進について 

 いわゆる二重債務問題に係る被災者支援については、昨年７月に、当庁より、その

取組みを推進するよう要請を行ったところです。

二重債務問題への対応は一定程度進捗しつつありますが、今後、防災集団移転促進

事業等が進捗する等、被災者（事業者及び個人）が本格的に事業や生活の再建を   

図っていく中で、再建に必要な様々な資金需要の高まりも予想されます。金融機関 

には、引き続き、被災者のおかれている状況をきめ細かく把握し、被災者のニーズに

的確に対応していくとともに、新規融資を含む資金供給や経営改善・体質強化の支援

に、これまで以上に積極的に取り組むことが求められています。

ついては、被災者支援の一層の促進を図るため、貴協会傘下の金融機関に対して、

下記の点について周知徹底方宜しくお願いいたします。

記

１．金融機関によるコンサルティング機能の強化 

  被災者のおかれている状況は千差万別であることを踏まえ、コンサルティング 

機能を一層発揮し、被災者の状況をきめ細かく把握した上で、公的な各種支援策の

活用を含め、当該被災者にとって最適な解決策を提案し、その実行を支援するよう

努めること。

２．東日本大震災事業者再生支援機構等による被災事業者支援の促進 

被災事業者の再生支援のため設立された東日本大震災事業者再生支援機構及び

各県の産業復興相談センター・産業復興機構を活用した被災事業者の再生支援に 

ついて、今後、復興の進展が期待される中で、その取組みの促進が求められている。

 このため、金融機関は、引き続き、被災事業者に対し、これらの機構等の役割・   

機能等を丁寧に説明するとともに、被災事業者とともに機構等の積極的な活用を 

検討すること。

 さらに、金融機関は、これらの機構等を活用して被災事業者を支援するにあたり、

機構等と十分な連携を図りつつ、当事者意識を持って、長期にわたる事業再生計画

の遂行についてモニタリング・支援を行うこと。 

３．個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用の促進 

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」は、東日本大震災の影響に  

よって、既往債務を弁済できなくなった個人の債務者が一定の要件の下、債務の 

減免を受けられる枠組みであり、今後、防災集団移転促進事業等の進捗に伴い、  

ガイドラインの利用を通じた被災者の生活再建支援が強く望まれている。

  これを踏まえ、金融機関は、引き続き、債務者の状況を一層きめ細かく把握し、

元本返済猶予等の貸付条件の変更を行っている債務者も含め、ガイドライン利用の

メリットや効果等を丁寧に説明し、当該債務者の状況に応じて、ガイドラインの 

利用を積極的に勧めること。

  また、ガイドラインに基づく弁済計画案が提示された場合には、出来る限り迅速

に当該計画案に関する判断を行うこと。

以上
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金 監 第 1 8 9 4 号 

平成 24 年７月 24 日

一般社団法人全国銀行協会会長 殿 

一般社団法人全国地方銀行協会会長 殿 

一般社団法人第二地方銀行協会会長 殿 

一般社団法人信託協会会長 殿 

一般社団法人全国信用金庫協会会長 殿 

一般社団法人全国信用組合中央協会会長 殿 

社団法人全国労働金庫協会理事長 殿 

金融庁監督局長 細 溝 清 史 

いわゆる二重債務問題に係る被災者支援の促進について 

今後、東日本大震災の被災者が本格的に事業や生活の再建を図っていく中で、既往債

務が負担になって新規の資金調達が困難となる等の問題（いわゆる二重債務問題）を抱

える被災者が増加すると予想され、これまで以上に十全な対応を行っていく必要がある。

ついては、被災者支援の促進を図るため、貴協会傘下の金融機関に対して、下記の点に

ついて周知徹底を図られたい。 

記 

１．金融機関によるコンサルティング機能の発揮 

被災者のおかれている状況は千差万別であることを踏まえ、コンサルティング機

能を一層発揮し、被災者の状況をきめ細かく把握した上で、公的な各種支援策の活

用も含め、当該被災者にとって最適なソリューション（解決策）の提案・実行支援

を行うよう努めること。 

２．東日本大震災事業者再生支援機構による被災事業者支援の促進 

東日本大震災事業者再生支援機構（以下「機構」という。）が多数の被災事業者

の支援を迅速かつ適切に行えるよう、復興庁、金融庁及び中小企業庁は、「株式会

社東日本大震災事業者再生支援機構による被災事業者支援の促進について」（別添）

を取りまとめ、平成 24 年７月 17 日に公表した。 

（写）資料６－７－10 
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これを踏まえ、金融機関は、被災事業者に対し機構の役割・機能等を丁寧に説明

するとともに、被災事業者とともに機構の積極的な活用を検討すること。また、機

構の求めに応じ買取対象債権に係る引当状況を提示するとともに、機構から買取価

格が提示された場合は出来る限り迅速に判断すること。 

３．個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用の促進 

東日本大震災の影響によって、既往債務を弁済できなくなった個人の債務者が一

定の要件の下、債務の減免を受けられる「個人債務者の私的整理に関するガイドラ

イン」（平成23年 7月 15日 個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会（座

長：高木新二郎）決定。以下「ガイドライン」という。）については、手元に残せ

る現預金（義捐金等を除く）の上限を 500 万円を目安に拡張する等、運用の見直し

を図っている。また、国は弁護士費用の全額補助を実施している。今後、被災地域

の復興計画の進展等に伴い、ガイドラインの利用による被災者の生活再建支援が強

く望まれる。 

これを踏まえ、金融機関は、債務者の状況を一層きめ細かく把握し、当該債務者

に対してガイドライン利用のメリットや効果等を丁寧に説明し、当該債務者の状況

に応じて、ガイドラインの利用を積極的に勧めること。 

以上 
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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構による 

被災事業者支援の促進について 

平成２４年７月１７日 

復興庁、金融庁、中小企業庁 

東日本大震災に起因するいわゆる二重債務問題（被災者が復興に向けて再スタートを

切るにあたり、既往債務が負担になって新規資金調達が困難となる等の問題）に対応す

るために設立された株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（以下「機構」という。）

が業務を開始してから４か月が経過した。 

これまでのところ、金融機関による柔軟な条件変更や仮設店舗への入居、復興計画の

進展待ち等により、足下では二重債務問題が表面化していないケースが多いと考えられ

るが、今後、被災事業者が事業の本格的な再開や新規事業を検討する際には、既往債務

の負担軽減が必要な事業者が多数存在するものと考えられる。 

このため、機構は、多数の被災事業者の支援を迅速かつ適切に行えるよう、以下の取

組みを実施することとし、復興庁・金融庁・中小企業庁は連携し、機構の取組みを支援

する。 

１．支援決定までの期間の短縮化  

○ 通常 180 日程度必要とされる案件対応期間を 90 日程度で完結（小規模事業者で

はさらに短縮）する標準業務フローを策定し、それに基づき業務を着実に実施する。 

○ 迅速な支援決定のため、事業再生に精通した人材の増員を図る。 

○ 迅速・円滑な債権買取りに資する観点から、金融機関から引当状況の情報が示さ

れた場合は、その点も考慮に入れて迅速な処理に努める。 

   これに関連し、金融庁から金融機関に対して、同機構の求めに応じ買取対象債権

に係る引当状況を提示するとともに、同機構から買取価格が提示された場合は出来

る限り迅速に判断するよう要請する。 

２．信用保証協会の保証付き債権に係る取組み  

 ○ 信用保証協会の保証付き債権については、金融機関のみならず信用保証協会に対

しても事前に十分な事業再生計画や買取価格について説明・調整を行い、迅速な案

件合意に努める。 

   これに関連し、中小企業庁から全国信用保証協会連合会や各県の信用保証協会に

対して、機構から事業再生計画の詳細や買取価格の根拠について説明を受けた後、

原則３週間以内に当該計画について結論を出すよう要請する。 

○ 新規融資に対する保証機能の活用について、早急に実行に移す。 

３．フォローアップ  

○ 上記の取組みの効果について、適宜フォローアップを行い、必要に応じて更なる

対応を検討する。 

【別添】
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資料６－８－１ 

消費者基本計画（抄） 

【重点施策】 

７．消費者教育（施策番号：87、87-2、90、92、93、94、95、96、97、98 関係）【消費者庁、文

部科学省、関係省庁等】 

消費者教育の推進に関する法律の趣旨を踏まえた消費者教育の推進に関する基本的な方針に

基づき、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、消費者が自主的、合理的に行動することが

できるようその自立を支援し、消費生活の安定及び向上を図ります。 

平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① ・消費者教育の推進に関す

る基本的な方針の策定 

・消費者教育推進会議での

審議結果を踏まえ、地方

公共団体における推進計

画策定及び地域協議会設

置の取組を推進・支援 

・消費者教育推進会議で明確

化された課題ごとの優先度

やスケジュールに基づく具

体的な検討を更に推進 

・地方公共団体における推進

計画策定及び地域協議会設

置の取組を推進・支援しつ

つ、地方における消費者教

育が消費者行政担当部局と

教育担当部局等の連携・協

働により実効的に行われる

よう、連携して働きかけ 

消費者庁 

文部科学省 

関係省庁等 

16．詐欺的投資勧誘等（施策番号：41、43、48、49、51、60、60-2、60-3、60-4、62、64、66、

153-2 関係）【消費者庁、金融庁、警察庁、総務省、法務省、経済産業省、厚生労働省、関係省

庁等】 

高齢者等を狙った詐欺的な投資勧誘、インターネット取引及び医療機関債に関する消費者ト

ラブルについて、被害の未然防止・拡大防止、被害回復の迅速化等のための対応を行い、消費

者トラブルを減少させます。 

平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① ・金融商品取引法、刑法、

特定商取引法、消費者安

全法の詐欺的投資勧誘に

対する厳正な執行 

・金融商品取引法、刑法、特

定商取引法、消費者安全法

の詐欺的投資勧誘に対する

厳正な執行 

消費者庁 

警察庁 

金融庁 

② ・犯罪収益移転防止法、携

帯電話不正利用防止法、

振り込め詐欺救済法の運

用強化等による詐欺的投

資勧誘に係る犯行ツール

対策の強化 

・犯罪収益移転防止法、携帯

電話不正利用防止法、振り

込め詐欺救済法の運用強

化、金融機関、宅配便事業

者、携帯電話事業者等への

適切な注意喚起等による詐

欺的投資勧誘に係る犯行ツ

ール対策の強化 

警察庁 

金融庁 

総務省 

法務省 

経済産業省 

関係省庁等 

③ ・関係省庁や地方自治体の

有する情報提供ツール等

を活用した消費者への情

報提供及び必要な体制の

・関係省庁や地方自治体の有

する情報提供ツール等を活

用した消費者への情報提供

及び必要な体制の構築 

消費者庁 

金融庁 

関係省庁等 
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構築 

④ ・消費者・行政一体となっ

た押売り・押買い等排除

のモデル事業の実施 

・25 年度の取組状況を踏ま

え、全国展開に向け対応 

消費者庁 

関係省庁等 

⑤ ・「サクラサイト商法」に関

する消費者被害の未然防

止に向けた普及啓発 

消費者庁 

関係省庁等 

⑥ ・地方公共団体が消費者安

全法の運用に参加するよ

う働きかけ及び参加のた

めの環境整備 

・地方公共団体が消費者安全

法の運用に参加するよう働

きかけ及び参加のための環

境整備 

消費者庁 

関係省庁等 

⑦ ・医療機関債発行等のガイ

ドラインの改定 

 厚生労働省  

【具体的施策】

１ 消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援

（２）消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保 

ア 消費者取引の適正化を図るための施策を着実に推進します。 

施策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

46 改正貸金業法を円滑に実施するために必要な施策を検討し

ます。多重債務問題の解決のために、丁寧に事情を聞いてア

ドバイスを行う相談窓口の整備・強化などを柱とする「多重

債務問題改善プログラム」を着実に実施します。 

消費者庁 

警察庁 

金融庁 

総務省 

法務省 

財務省 

文部科学省 

厚生労働省 

経済産業省 

継続的に実施

します。 

48 金融商品取引業者等について、様々な情報の収集・分析を

行うことにより、業務の状況を適切に把握するよう努め、検

査・監督を通じて問題が認められた場合は、必要に応じて行

政処分等の投資家保護上必要な行政対応を実施していきま

す。 

金融庁 引き続き実施

します。 
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60 未公開株、社債、ファンド取引等を利用した高齢者などを

狙った詐欺的商法による新たな消費者被害の事案について、

情報集約から取締りまでを一貫して、かつ迅速に行う体制の

もと、取締りを強化します。また、高齢者に被害が集中して

いることを踏まえ、多様なチャネルを通じた注意喚起・普及

啓発を強化します。さらに、被害の防止・回復の迅速化等に

向けた制度の運用・整備の在り方についても検討を行いま

す。 

特に、無登録業者や無届募集者等による違法な勧誘行為に

ついて、国民に対する情報提供と注意喚起を一層充実させま

す。悪質な業者に対しては文書による警告を行うほか、関係

行政機関の間で情報交換・意見交換を行うことにより、被害

の未然防止及び拡大防止を図ります。 

消費者庁 

警察庁 

金融庁 

厚生労働省 

一部実施済

み。継続的に

実施・引き続

き検討しま

す。 

60-2 ＣＯ２排出権取引への投資に係る諸問題について、相談の

実態や類似の取引に対する規制の状況等を踏まえ、効果的な

対応策について検討します。 

消費者庁 

金融庁 

経済産業省 

環境省 

引き続き検討

します。 

60-4 適格機関投資家等特例業務及び投資型クラウドファンディ

ングについて、金融商品取引法の政令・内閣府令の整備を行

うに当たっては、投資家保護のための適切な措置を講じま

す。 

金融庁 適格機関投資

家等特例業務

については、

平成 26 年度中

に措置を講じ

ます。 

投資型クラウ

ドファンディ

ングについて

は、平成 26 年

度から 27 年度

前半にかけて

検討し、措置

を講じます。 

62 無登録業者等による未公開株の販売等やファンド業者によ

る資金の流用等の詐欺的な事案が見られるところ、関係機関

と連携し、裁判所への禁止命令等の申立てに係る調査権限等

を行使し、金融商品取引法違反行為等が認められた場合に

は、投資者保護上の必要に応じて、禁止命令等の申立てや無

登録業者等の名称・代表者名・法令違反行為等の公表を行い

ます。 

金融庁 引き続き実施

します。 

63 消費者信用分野における諸問題について、各関連法令の

施行状況や各業態等における取引実態などを踏まえ、消費

者信用全体の観点から検討します。 

金融庁 

関係省庁等 

引き続き検討

します。 
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64 金融機関等に対し、不正利用口座に関する情報提供を行う

とともに、広く一般に口座の不正利用問題に対する注意喚起

を促す観点から、当該情報提供の状況等につき、四半期毎に

公表を行います。 

振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金については、

引き続き、返金制度の周知徹底を図るとともに、金融機関に

よる「被害が疑われる者」に対する積極的な連絡等の取組を

促すことにより、返金率の向上に努めます。また、同法に基

づく預保納付金を用いた犯罪被害者等支援事業が平成 24 年

12 月 18 日より開始されたことを受け、広く犯罪被害者等の

支援が展開されるよう、当該事業にかかる制度の周知を図り

ます。 

金融庁 

財務省 

継続的に実施

します。 

65 キャッシュカード利用者に対し、偽造キャッシュカードに

よる被害防止へ向けたカード管理上の注意喚起を実施すると

ともに、金融機関の犯罪防止策や犯罪発生後の対応措置への

取組状況をフォローアップし、各種被害手口に対応した金融

機関における防止策等を促進します。 

警察庁 

金融庁 

継続的に実施

します。 

66 金融機関に対し、意見交換会等を通じて振り込め詐欺に関

する注意喚起等を引き続き行うことにより、被害の未然防止

及び拡大防止並びに被害回復に向けた金融機関の取組をより

一層促進します。 

警察庁 

金融庁 

継続的に実施

します。 

（３）消費者に対する啓発活動の推進と消費生活に関する教育の充実 

  イ 学校における消費者教育を推進・支援します。 

施策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

94 新学習指導要領の内容を反映した副読本や教材などの作

成、担当省庁、国民生活センター、金融広報中央委員会が有

する情報や知識を活用した教育・啓発事業及び教員の指導力

向上を目指したセミナーの開催等については、文部科学省や

教育委員会と連携を図るとともに、外部の専門家などの協力

も得ながら、学校における消費者教育に対する支援を行いま

す。 

消費者庁 

金融庁 

総務省 

法務省 

関係省庁等 

一 部 実 施 済

み。 

継続的に実施

します。 
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 ウ 地域における消費者教育を推進・支援します。 

施策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

96 担当省庁、国民生活センター、金融広報中央委員会が有す

る情報や知識を活用した消費者教育用教材等の作成・配布、

出前講座の実施、又は地域で開催される講座等への講師派遣

などを行い、社会教育施設等地域における消費者教育の推進

を行います。 

特に、金融経済教育は、消費者教育の重要な要素であるこ

とから、金融経済教育の内容を消費者教育の内容に盛り込む

とともに、金融経済教育と連携した消費者教育を推進するこ

とが重要です。 

消費者庁 

公正取引委員会 

金融庁 

法務省 

文部科学省 

継続的に実施

します。 

（４）消費者の意見の消費者政策への反映と透明性の確保 

施策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

108 審議会委員の選任に当たっては、当該審議会の性格等に応

じて、生活者・消費者を代表する委員の選任に努めます。 

関係省庁等 継続的に実施

します。 

109 消費者からの情報・相談を受け付ける体制を整備します。 関係省庁等 継続的に実施

します。 

（５）消費者の被害等の救済と消費者の苦情処理・紛争解決の促進 

ア 消費者被害の救済のための制度の創設に向け検討を行います。 

施策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

46 再 改正貸金業法を円滑に実施するために必要な施策を検討し

ます。多重債務問題の解決のために、丁寧に事情を聞いてア

ドバイスを行う相談窓口の整備・強化などを柱とする「多重

債務問題改善プログラム」を着実に実施します。 

消費者庁 

警察庁 

金融庁 

総務省 

法務省 

財務省 

文部科学省 

厚生労働省 

経済産業省 

継続的に実施

します。 
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イ 裁判外紛争処理手続（ＡＤＲ）を行う関係機関等と連携し、消費者の苦情を適切かつ迅

速に処理するとともに、紛争解決を着実に実施します。 

施策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

115 金融分野における裁判外紛争解決制度の円滑な実施を図る

とともに、同制度の確実な浸透に向けた広報に取り組んでい

きます。また、金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みも活

用し、指定紛争解決機関間の連携の強化を図ります。 

金融庁 継続的に実施

します。 

118 金融サービス利用者相談室の在り方について、平成 22 年

度以降継続的に検証を行い、その結果と今後の対応方針を必

要に応じて公表するほか、役割の検討、拡充を図ります。 

金融庁 継続的に実施

します。 
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資料６－９－１ 

金融庁における金融経済教育への取組み 

   平成２６年６月末現在 

年 月 内 容 

12 年 6 月   金融審議会答申において、金融分野における｢消費者教育｣の必要性について

言及 

14 年 11 月 「金融サービス利用者コーナー」を金融庁ウェブサイトに新設 

学校における金融教育の一層の推進のため、文部科学省に対して文書（「学

校における金融教育の一層の推進について」）で要請 

15 年 10 月 中学生・高校生向け副教材「インターネットで学ぼう わたしたちの生活と

金融の働き」を金融庁ウェブサイトに掲載 

16 年 1 月 「金融経済教育を考えるシンポジウム」を主催(参加者数 284 名) 

5 月 児童・生徒と日常的に接している教師から直接意見を聞くための「金融経済

教育に関する懇談会」を３回開催（５～６月） 

7 月 小学生向けパンフレット｢金融庁 くらしと金融｣の作成・ウェブサイト掲載 

8 月 「初等中等教育段階における金融経済教育に関するアンケート」結果のウェ

ブサイト掲載 

11 月 中学生・高校生向け副教材の改訂・ウェブサイト掲載 

12 月 高校卒業生向けパンフレット「はじめての金融ガイド」の作成・ウェブサイ

ト掲載 

17 年 2 月～3 月 中学生・高校生向け副教材等(1.8 万部）を全国の中学・高校へ配布し、同

時にこれまでの金融庁の取組等への評価を聞くアンケートを実施 

大臣の私的懇談会である「金融経済教育懇談会」を設置（６月までに７回開

催） 

4 月 副教材等配布に際し行った金融経済教育に関するアンケートの回答結果の

公表 

金融庁ウェブサイト「金融サービス利用者コーナー」を「おしえて金融庁」、

「一般のみなさんへ」に再編 

6 月 金融経済教育懇談会において「論点整理」を公表 

7 月 内閣府、金融庁、文部科学省、日本銀行の４者で「経済教育等に関する関係

省庁連絡会議」を設置。同会議において、今後の経済教育等に関しての「工

程表」を作成。 

12 月 小学生向けパンフレット｢くらしと金融｣の改訂 

12 月 

～18 年 1 月 

「お金の使い方と地域社会について考えるシンポジウム」を大阪（12 月 参

加者 359 名）、千葉（1 月 参加者 255 名）にて開催 

18 年 5 月 金融庁ウェブサイト「おしえて金融庁」、「一般のみなさんへ」を改訂し金融

関係団体等へのリンクを充実、KIDS 向けコンテンツを導入 

金融経済教育懇談会（第８回）を開催し、取組み状況を報告。 

全国の財務局・財務事務所において学校教師との懇談会を実施（19 年３月

末まで） 

9 月 学校における金融経済教育の一層の推進のため、文部科学省に対して文書

（「学校にける金融経済教育の一層の推進について」）で要請。 

12 月 財務局・財務事務所を通じ、都道府県教育委員会に対し、教員向け研修会等

において、金融経済教育関係のカリキュラムを取り上げることを文書で要

請。 

19 年 1 月 「お金の使い方について考えるシンポジウム」を愛知にて開催 

（参加者 290 名）。 
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年 月 内 容 

2 月 高校卒業生向けパンフレット「はじめての金融ガイド」を大幅改訂し、全国

の高等学校に加え、大学生協、消費生活センター、ハローワーク等に広く配

布（10 万部）するとともに、ウェブサイトに掲載。19 年５月増刷・配付（17

万部）。 

3 月 中学生・高校生向け副教材を改訂し、中学生向け図説パンフレットと高校生

向けパソコンソフトを作成。全国の中学・高校へ配布するとともに、ウェブ

サイトに掲載。 

4 月～6 月 財務局・財務事務所とともに全国の都道府県教育委員会及び県庁所在地の市

教育委員会を訪問し、当庁作成のパンフレット等の活用及び多重債務者発生

予防に関する教育の実施を要請（40 県）。 

9 月 借金（多重債務）問題に関する啓発リーフレットを作成し、ウェブサイトに

掲載するとともに、全国の高等学校へ配付(約６万部)。 

9 月 

～20 年 3 月 

「生活設計・資産運用について考えるシンポジウム」を広島（９月 参加者

173 名）、大阪（11 月 参加者 164 名）、東京（12 月 参加者 96 名）、愛知（20

年１月 参加者 219 名）、宮城（３月 参加者 152 名）で開催。 

10 月 地方公共団体が行う多重債務者発生予防のための金融経済教育推進の取組

みを支援するため、借金（多重債務）問題に関する啓発リーフレット(約 69

万部)及び「はじめての金融ガイド」（約 27 万部）を全国の都道府県・市区

町村に配布。 

学校における金融経済教育の一層の推進のため、文部科学省に対して文書

（「新学習指導要領における金融経済教育に関する記載の充実について」）で

要請。 

20 年 1 月 小・中・高校の社会科・家庭科の教科書製作会社（17 社 32 名）を対象に金

融経済教育に関する説明会を開催。 

3 月 借金（多重債務）問題に関する啓発リーフレット（改訂版）を全国の地方公

共団体へ配付(約 30 万部)。 

全国の中学・高校・高専・短大・大学の要請に応じ、金融庁作成の教材を無

償配布（中学生向け図説パンフレット約 4 万 7 千部、高校生向けパソコンソ

フト、約 2 千枚）、「はじめての金融ガイド」約 30 万 2 千部、借金問題に関

する啓発リーフレット約 29 万 7 千枚）。 

多重債務者、振り込め詐欺、偽造盗難キャッシュカード等の金融トラブルの

未然防止のため、「はじめての金融ガイド」と併せて活用できるＤＶＤ教材

を作成。全国すべての地方公共団体、大学・短大・高専・高等学校に配布（20

年５月）。 

「はじめての金融ガイド」の活用促進を図るため、講師用指導マニュアルを

作成し、ウェブサイトに掲載。 

4 月 

～21 年 3 月 

大学、高校、地方公共団体等の要請に応じ、金融庁作成の教材を無償配布

（「はじめての金融ガイド」約 18 万 1 千部、借金問題に関する啓発リーフレ

ット約 3 万 3 千枚）。 

6 月 

～21 年 3 月 

「生活設計・資産運用について考えるシンポジウム」を福岡（６月 参加者

134 名）、金沢（９月 参加者 102 名）、札幌（11 月 参加者 172 名）、高松（２

月 参加者 111 名）、熊本(３月 参加者 159 名)で開催。 

21 年 4 月 

～22 年 3 月 

大学、高校、地方公共団体等の要請に応じ、金融庁作成の教材を無償配布

（「はじめての金融ガイド」約 23 万 2 千部）。 

22 年 1 月～3 月 「生活設計・資産運用について考えるシンポジウム」を沖縄（１月 参加者

130 名）、東京（２月 参加者 97 名）、大阪（２月 参加者 59 名）、広島（２

月 参加者 104 名）、愛知(３月 参加者 167 名)、宮城(３月 参加者 180

名)で開催。 
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年 月 内 容 

4 月 

～23 年 3 月 

大学、高校、地方公共団体等の要請に応じ、金融庁作成の教材を無償配布

（「はじめての金融ガイド」約 17 万 9 千部）。 

11 月 

～23 年 3 月 

「生活設計・資産運用について考えるシンポジウム」を福岡（11 月 参加者

175 名）、金沢（11 月 参加者 151 名）、高松（12 月 参加者 197 名）、東京

（１月 参加者 107 名）、札幌（２月 参加者 128 名）、熊本(３月 参加者 170

名)で開催。 

12 月 

～23 年 3 月 

未公開株取引に関するトラブルの発生や拡大を防止するためのパンフレッ

ト「実例で学ぶ「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック」を作成

し、ウェブサイトに掲載。また地方公共団体等の要請に応じ、無償配布(約

52 万部）。 

23 年 4 月 

～24 年 3 月 

地方公共団体等の要請に応じ、金融庁作成の教材を無償配布（「実例で学ぶ

「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック」約 19 万部）。 

5 月 各財務局、各金融広報委員会に対して、「金融経済教育に関する各地での協

力」について依頼する事務連絡文書を金融庁、金融広報中央委員会の連名で

発出。 

10 月 「はじめての金融ガイド」を「基礎から学べる金融ガイド」として改訂し、

ウェブサイトに掲載。あわせて、講師用指導マニュアルについても改訂し、

ウェブサイトに掲載。 

10 月 

～24 年 3 月 

大学、高校、地方公共団体等の要請に応じ、金融庁作成の教材を無償配布 

（「基礎から学べる金融ガイド」約 33 万部）。 

12 月 「基礎から学べる金融ガイド」及び同「講師用指導マニュアル」を全国の 

大学、高校、地方公共団体等へ配布。  

11 月～12 月 「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」を名古屋（11 月参

加者 124 名）、那覇（12 月参加者 140 名）で開催。 

24 年 1 月 「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」を広島（1 月参加者

152 名）、大阪（1 月 参加者 134 名）で開催。 

11 月 

～25 年 4 月 

有識者、業界団体の担当者、文科省、消費者庁が参加し、金融庁金融研究セ

ンターで「金融経済教育研究会」を開催。（平成 25 年 4 月までに 7 回開催）

11 月 

～25 年 3 月 

「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」を高松（11 月参加

者 175 名）、札幌（11 月参加者 134 名）、さいたま（12 月参加者 108 名）、熊

本（1 月参加者 121 名）、金沢（3 月参加者 110 名）、福岡（3 月参加者 149

名）開催。 

12 月 「基礎から学べる金融ガイド」及び同「講師用マニュアル」、「実例で学ぶ「未

公開株」等被害にあわないためのガイドブック」を全国の大学、高校、地方

公共団体へ配布。 

25 年 4 月 金融経済教育研究会において「金融経済教育研究会報告書」を公表。 

（平成 25 年 4 月 30 日） 

4 月 

～26 年 3 月 

大学、高校、地方公共団体等の要請に応じ、金融庁作成の教材を無償配布（「基

礎から学べる金融ガイド」約 24 万部、「実例で学ぶ「未公開株」等被害にあ

わないためのガイドブック」約 18 万部）。 

6 月 金融広報中央委員会で「金融経済教育推進会議」を開催。 

（平成 25 年 6 月 7 日に第 1 回が開催） 

11 月 

～26 年 3 月 

リーフレット「最低限身に付けるべき金融リテラシー（4 分野・15 項目）」

を作成し、ウェブサイトに掲載。また、全国の学校や地方公共団体等に、無

償配布（約 27 万部）。 
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年 月 内 容 

 12 月 金融広報中央委員会で「金融経済教育推進会議」を開催。 

（平成 25 年 12 月 16 日に第 2 回が開催） 

12 月 

～26 年 2 月 

「金融リテラシー（知識・判断力）を身に付けるためのシンポジウム」を那

覇（12 月 参加者 84 名）、大阪（12 月 参加者 134 名）、仙台（2 月 参加者

110 名）、広島（2 月 参加者 117 名）、名古屋（2 月 参加者 144 名）で開催。

26 年 6 月 金融広報中央委員会で「金融経済教育推進会議」を開催。 

（平成 26 年 6 月 3 日に第 3 回が開催） 

金融経済教育推進会議において、最低限身に付けるべき金融リテラシーの項

目別・年齢層別スタンダード「金融リテラシー・マップ」を公表。 

「家計管理と生活設計について考える相談会」を東京（6 月 12 日～14 日）

で開催。 
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大学生に対して、金融経済教育を体系的に行う必要があるため、大学の教
養課程などにおいて、「項目別・年齢層別スタンダード」（マップ）に基づいた授
業の実施を検討してもらうよう、大学に対して働きかけを行う。

平成26年4月より、2大学においてモデル講義を実施

慶応義塾大学法科大学院、東京家政学院大学

金融庁・金融広報中央委員会・関係団体（※）が連携し、「項目別・年齢層別ス
タンダード」（マップ）に基づいた内容の「連携講義」をオムニバス形式で実施。

※ 関係団体：全国銀行協会、日本証券業協会、投資信託協会、生命保険文化センター、
日本損害保険協会、日本FP協会 等

大学における金融経済教育

平成26年度 金融庁の取組内容

モデル講義の実施
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資料６－９－４ 

リーフレット「最低限身に付けるべき金融リテラシー（４分野・15 項目）」 

ウェブサイトアドレス 

http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131129-1/01.pdf
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一般社会人やこれから社会人となる大学生、高校生を対象とした金融取引等の基礎

的知識に関するガイドブック「基礎から学べる金融ガイド」 

ウェブサイトアドレス 

http://www.fsa.go.jp/teach/kou3.pdf
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未公開株取引等に関するトラブルについて、被害の発生や拡大を防止するため、実

例を基に分かりやすく解説した内容のガイドブック 

「実例で学ぶ「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック」 

ウェブサイトアドレス 

http://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/mikoukaikabu.pdf
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FAX  03-3589-3974 
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資料６－９－６

〔個人の部〕

１．川村　正光
　　(青森県)

・ＦＰとしての知識と経験を活かし、地元ＦＭ局で視聴者向けに「家計の
見直し」等をテーマとして講師を担当するほか、学生を中心とした金融
学習グループの設立に尽力するなど、金融知識の普及に貢献。

２．小林　洋子
　　(宮城県)

・主に学生を対象として、「金融トラブルの未然防止」、「社会に出て必
要なお金の知識」、「ライフプラン」等を中心テーマとして積極的に講演
を行うなど、金融知識の普及に貢献。

３．岡住　貞宏
　　(群馬県)

・「金融経済」、「消費者問題」、「生活設計・ライフプラン」といった多岐
にわたる分野について、中学生から高齢者まで幅広い年代を対象とし
て講演を行うなど、金融知識の普及に貢献。

４．桶田　勝
　　(千葉県)

・元金融機関職員としての知識と経験を活かし、「金融と経済」等を
テーマとして、子どもから高齢者まで幅広い年代を対象として講演を
行うなど、金融知識の普及に貢献。

５．豊田　眞弓
　　(東京都)

・FPとしての知識を活かし、「ライフプラン」、「年金」等について独自に
工夫した資料等を用いて講演を行うほか、経済情報誌等でコラムを執
筆するなど、金融知識の普及に貢献。

６．満田　正明
　　(山梨県)

・元金融機関職員としての知識と経験を活かし、「生活設計の必要性」
等をテーマとして講演を行うほか、高校生を対象として金融トラブル防
止に関する講演を行うなど、金融知識の普及に貢献。

７．倉島　千徳
　　(石川県)

・金融経済、財務・会計に関する専門知識を活かし、「金融商品選
び」、「財務情報の見方」等をテーマとして講演を行うなど、金融知識の
普及に貢献。

８．帰山　順子
　　（福井県）

・幅広い年代を対象に、「金融商品の選び方」、「金銭教育」、「生活設
計」等をテーマとして講演を行うほか、高齢者を狙う悪徳商法の被害
防止講座を行うなど、金融知識の普及に貢献。

９．南保　勝
　  (福井県)

・元金融機関職員としての専門知識を活かし、「暮らしと経済」、「私た
ちの暮らしはどう変わる？」等をテーマとして講演を行うなど、金融知
識の普及に貢献。

２ ０ １ ３ 年　度　金　融　知　識　普　及　功　績　者 一 覧
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１０．林　美樹子
　　（福井県）

・高齢者を対象として、「老後の生活設計」等をテーマに自身の経験を
盛り込んだ講演を行うほか、子ども向けに「お買いものごっこ」等の講
演を行うなど、金融知識の普及に貢献。

１１．岸本　宏三郎
　　（愛媛県）

・元金融機関職員としての経験を活かし、「金融商品の選び方」、「お
金の管理」等をテーマとして講演を行うほか、学校などで消費者教育
に関する講演を行うなど、金融知識の普及に貢献。

１２．岩本　好美
　　（熊本県）

・消費生活相談員としての経験を活かし、「悪徳商法対策」、「契約トラ
ブル対策」等をテーマとして、学生から高齢者まで幅広い層を対象に
積極的に講演を行うなど、金融知識の普及に貢献。

１３．斉藤　信子
　　（熊本県）

・消費生活相談員としての経験を活かし、「悪徳商法対策」、「多重債
務防止」等をテーマとして、学生から高齢者まで幅広い層を対象に積
極的に講演を行うなど、金融知識の普及に貢献。

〔団体の部〕

１．古河市立諸川小学校
　　(茨城県)

・お金の循環が人々の仕事や生活を支えていることを学ぶ授業の実
施のほか、親子金銭体験教室を開催し、児童の金銭感覚を養うととも
に、保護者の金銭に関する知識の向上を図るなど、金融経済教育に
取組んでいる。

２．今治市立大西小学校
　　(愛媛県)

・全学年を対象として、お金や物の使い方に関するアンケートを実施
し、結果を学級活動で議論するほか、お小遣い帳の書き方の指導を
実施するなど、金融経済教育に取組んでいる。

３．大牟田市立白光中学校
　　(福岡県)

・金融経済を学ぶため、生徒自ら地元特産品について、仕入れ価格の
設定・商品研究・事前の市場調査・チラシの作成・接客等に携わるな
ど、金融経済教育に取組んでいる。

－529－



資料６－９－７ 

金融知識普及等を目的として金融機関団体等が開催した 

各種事業に対する金融庁の「後援」名義使用承認状況 

承認日 主   催 開催日(期間) 事 業 等 の 名 称 

25/7/18 日本証券業協会 25年 8月 10日 教育管理職セミナー～これから

の『生きる力』を育むために～ 

25/7/18 日本ファイナンシャル・

プランナーズ協会 

25年 10月～11月 平成 25年度「FPの日 （全国一

斉 FPフォーラム）」 

25/7/18 特定非営利活動法人 

金融知力普及協会 

26年 2月 2日 第 8 回全国高校生金融経済クイ

ズ選手権「エコノミクス甲子園」

25/7/25 愛知県知事 

大村 秀章 

25年 8月 1日 2013 あいち消費者教育シンポジ

ウム 

25/7/30  投資信託協会 25年 9月 28日 投信フォーラム 2013(福井) 

25/8/21 日本証券業協会 

日本取引所グループ 

東京証券取引所 等 

25年 9月 28日～ 

10月 26日 

平成 25年度「投資の日」記念イ

ベント 

25/8/21 日本ファイナンシャル・

プランナーズ協会 

25年 10月 5日～ 

6日 

ＦＰフェア 2013上手な暮らしと

おかね展 

25/10/18  投資信託協会 25年 11月 23日 投信フォーラム 2013(広島) 

25/11/11  投資信託協会 25年 12月 14日 投信フォーラム 2013(徳島) 

26/1/28 東京都消費生活総合セ

ンター

26年 3月 6日 消費生活セミナー「今から始め

よう！未来の夢に近づく資産形

成」 

26/2/25 公益財団法人生命保険文

化センター 

26年 5月 15日～ 

9月 10日 

第 52回中学生作文コンクール 

26/3/7 ㈱日本経済新聞社 26年 4月 1日～ 

28年 12月末日 

第 1回日経未来投資プログラム 

26/3/11 金融広報中央委員会 26年 8月 1日 2014 年度「教員のための金融教

育セミナー」 

26/4/11 金融広報中央委員会 26年 8月～12月 2014 年度「親子のためのおかね

学習フェスタ」 
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承認日 主   催 開催日(期間) 事 業 等 の 名 称 

26/4/18 金融広報中央委員会 26年 5月 20日 

～27 年 3 月 20

日 

第 47回「おかねの作文」コンク

ール（中学生向け） 

26/4/18 金融広報中央委員会 26年 5月 20日 

～27 年 3 月 20

日 

第 12回「金融と経済を考える」

高校生小論文コンクール 

26/4/18 金融広報中央委員会 26年 5月 20日 

～27 年 3 月 20

日 

第 11 回金融教育に関する小論

文・実践報告コンクール 

26/5/8  投資信託協会 26年 5月 31日 投信フォーラム 2014(山形) 

26/5/8 日本証券業協会 26年 8月 4日 

～8月 19日 

教員向け金融経済夏期セミナー

26/5/20 ㈱日本経済新聞社 26年 5月～ 

27年 1月 

第 15回日経 STOCK リーグ 

26/5/29 全国公民科・社会科教育研

究会 

26 年 7 月 29 日

～31日 

証券・経済セミナー 

26/5/29  投資信託協会 26年 7月 5日 投信フォーラム 2014(鳥取) 

26/6/9 日本ファイナンシャル・プ

ランナーズ協会 

26年6月1日～

10月 31日 

小学生『夢をかなえる』作文 

全国コンクール 

金融知識普及等を目的として金融機関団体等が開催した 

各種事業に対する金融庁の「共催」名義使用承認状況 

承認日 主   催 開催日(期間) 事 業 等 の 名 称 

26/4/18 日本証券業協会 26年 6月～7月

頃、11 月～12

月頃 

平成 26年度「金融リテラシー習

得講座（NISA 対応特別編）」 
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